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平成２７年本別町議会第４回定例会会議録（第１号） 

平成２７年１２月８日（火曜日） 午前１０時００分開会 

──────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４ 認定第 １号 

認定第 ２号 

 

認定第 ３号 

 

認定第 ４号 

 

認定第 ５号 

 

認定第 ６号 

 

認定第 ７号 

 

認定第 ８号 

認定第 ９号 

平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について 

平成２６年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

平成２６年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２６年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２６年度本別町水道事業会計決算認定について 

平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

（平成２６年度各会計決算審査特別委員長報告） 

日程第 ５  諸般の報告 

日程第 ６  行政報告 

日程第 ７ 承認第 ４号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷

事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第 ８ 承認第 ５号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷

事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第 ９ 承認第 ６号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による住宅等損

傷事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第１０ 承認第 ７号 専決処分の承認を求める件〔平成２７年度本別町一般会計

補正予算（第７回）〕 

日程第１１ 議案第６８号 本別町立へき地保育所条例の一部改正について 
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日程第１２ 議案第６９号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める

条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第７０号 平成２７年度本別町一般会計補正予算（第８回）について 

──────────────────────────────────────────── 

○会議に付した事件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  議会運営委員長報告 

日程第 ３  会期決定の件 

日程第 ４ 認定第 １号 

認定第 ２号 

 

認定第 ３号 

 

認定第 ４号 

 

認定第 ５号 

 

認定第 ６号 

 

認定第 ７号 

 

認定第 ８号 

認定第 ９号 

平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について 

平成２６年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について 

平成２６年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

平成２６年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

平成２６年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定

について 

平成２６年度本別町水道事業会計決算認定について 

平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

（平成２６年度各会計決算審査特別委員長報告） 

日程第 ５  諸般の報告 

日程第 ６  行政報告 

日程第 ７ 承認第 ４号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷

事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第 ８ 承認第 ５号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷

事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第 ９ 承認第 ６号 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による住宅等損

傷事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること） 

日程第１０ 承認第 ７号 専決処分の承認を求める件〔平成２７年度本別町一般会計

補正予算（第７回）〕 
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日程第１１ 議案第６８号 本別町立へき地保育所条例の一部改正について 

日程第１２ 議案第６９号 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める

条例の一部改正について 

日程第１３ 議案第７０号 平成２７年度本別町一般会計補正予算（第８回）について 

──────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１２名） 

議 長 １２番 方 川 一 郎 君  副議長 １１番 林 武 君 

 １番 矢 部 隆 之 君   ２番 藤 田 直 美 君 

 ３番 篠 原 義 彦 君   ４番 大 住 啓 一 君 

 ５番 山  西  二三夫 君   ６番 黒 山 久 男 君 

 ７番 小笠原 良 美 君   ８番 方 川 英 一 君 

 ９番 高 橋 利 勝 君   １０番 阿 保 静 夫 君 

──────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────────────── 

○説明のため出席した者の職氏名 

町 長 髙 橋 正 夫  君  副 町 長 砂 原  勝  君 

会 計 管 理 者 吉 井 勝 彦  君  総 務 課 長 大和田   収  君 

農 林 課 長 工 藤  朗  君  保 健 福 祉 課 長 村 本 信 幸  君 

地域包括支援センター所長 飯 山 明 美  君  住 民 課 長 千 葉 輝 男  君 

子ども未来課長 大 橋 堅 次  君  建 設 水 道 課 長 能 祖  豊  君 

企 画 振 興 課 長 高 橋 哲 也  君  老人ホーム所長 井戸川 一 美  君 

国保病院事務長 毛 利 俊 夫  君  総 務 課 主 幹 小 坂 祐 司  君 

建設水道課長補佐 高 橋  優  君  総 務 課 主 査 長 屋 聖 子  君 

教 育 長 中 野 博 文  君  教 育 次 長 佐々木 基 裕  君 

社 会 教 育 課 長 菊 地  敦  君  学校給食共同調理場所長 久 保 良 一  君 

農 委 事 務 局 長 郡  弘 幸  君  代 表 監 査 委 員 畑 山 一 洋  君 

選 管 事 務 局 長 大和田   収  君    

──────────────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長 鷲 巣 正 樹 君  総務担当副主査 塚 谷 直 人 君 
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開会宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（方川一郎君） ただいまから、平成２７年第４回本別町議会定例会を開会します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（方川一郎君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、阿保静夫君、山西二三夫君、

及び藤田直美君を指名します。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（方川一郎君） 日程第２ 議会運営委員長から報告を行います。 

 議会運営委員長小笠原良美君、御登壇ください。 

○議会運営委員長（小笠原良美君）〔登壇〕 報告いたします。 

 平成２７年９月１８日第３回定例会において閉会中の調査付託を受けた議会の会期、日

程等の議会運営に関する事項について報告いたします。 

 まず、会期について申し上げます。 

 本定例会の会期は、本日１２月８日から１２月１７日までの１０日間とするよう予定を

いたしました。 

 次に、一般質問の締め切りについて申し上げます。 

 一般質問の通告は、１２月１０日正午をもって締め切ることといたしました。 

 次に、陳情文書の取り扱いについて申し上げます。 

 本日までに５件の提出がありました。北海道のすべての子どもたちにゆきとどいた教育

を求める陳情、「新たな高校教育に関する指針」の見直しをもとめる陳情、国の教育予算を

増やして「高校無償化」を復活し、給付制奨学金の確立をもとめる陳情、「大学生への給付

奨学金創設」を求める陳情、特別支援学校の「設置基準」策定を求める陳情、以上５件に

ついては、議会運営基準１３９運用例５によることとし、後刻回覧に供することといたし

ます。 

 以上、報告といたします。 

○議長（方川一郎君） これで、報告済みといたします。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 

○議長（方川一郎君） 日程第３ 会期決定の件を議題とします。 
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 お諮りします。 

 本定例会の会期は、１２月８日から１２月１７日までの１０日間とすることにしたいと

思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１２月８日から１２月１７日までの１０日間とすることに決

定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎休会の議決 

○議長（方川一郎君） お諮りします。 

 議事の都合により、１２月９日から１４日までの６日間を休会にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、１２月９日から１４日までの６日間は、休会とすることに決定いたしまし

た。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０３分  休憩 

午前１０時０５分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 認定第１号ないし認定第９号 

○議長（方川一郎君） 日程第４ 認定第１号平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算

認定について、ないし、認定第９号平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認

定について、以上９件についてを一括議題とします。 

 以上９件について、委員長の報告を求めます。 

 平成２６年度各会計決算審査特別委員長阿保静夫君、御登壇ください。 

○平成２６年度各会計決算審査特別委員会委員長（阿保静夫君）〔登壇〕 報告いたします。 

 本委員会は、平成２７年９月１８日第３回定例会において付託を受けた下記の事件につ

いて、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定により報告いたし

ます。 

 １、事件、①、認定第１号平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、②、

認定第２号平成２６年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、③、認

定第３号平成２６年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、④、認

定第４号平成２６年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、⑤、認定

第５号平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について、⑥、認
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定第６号平成２６年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、⑦、認定第７

号平成２６年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について、⑧、認定第８号平

成２６年度本別町水道事業会計決算認定について、⑨、認定第９号平成２６年度本別町国

民健康保険病院事業会計決算認定について。 

 ２、決算審査特別委員会開催日は、平成２７年１０月５日、６日、７日です。 

 ３、審査の結果、認定第１号平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定について、

ないし、認定第９号平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について、い

ずれも認定であります。 

 ４、意見、①、違法と認める事項、特に認められなかった。②、不当と認める事項、特

に認められなかった。③、特に留意すべき事項、特に認められなかった。④、監査委員の

意見に対する意見、なし。⑤、その他、なし。 

 以上で、委員会審査報告といたします。 

○議長（方川一郎君） これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 大住啓一君、御登壇ください。 

○４番（大住啓一君）〔登壇〕 平成２６年度決算に対して、反対の立場から討論といたし

ます。 

 ただいま委員長から報告された、平成２６年度本別町一般会計及び各会計歳入歳出決算

は、委員会質疑の中でも述べたように、施策全体として町民の方々への説明が不足してい

ること、さらに、負担金については関係機関との連携不足であること、補助金などにおい

て成果が見られないことなどから、平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定、及び

各会計の決算認定については不認定にすべきと考えております。 

 議員各位の御英断をお願いし、反対討論といたします。 

○議長（方川一郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） これで、討論を終わります。 

 これから、認定第１号平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定についてを採決し

ます。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 
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 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第１号平成２６年度本別町一般会計歳入歳出決算認定については、認

定することに決定いたしました。 

 これから、認定第２号平成２６年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第２号平成２６年度本別町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第３号平成２６年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第３号平成２６年度本別町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については、認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第４号平成２６年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第４号平成２６年度本別町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、認定することに決定いたしました。 
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 これから、認定第５号平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第５号平成２６年度本別町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

定については、認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第６号平成２６年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第６号平成２６年度本別町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

ては、認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第７号平成２６年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につい

てを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第７号平成２６年度本別町公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、認定することに決定いたしました。 

 これから、認定第８号平成２６年度本別町水道事業会計決算認定についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 
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 お座りください。 

 したがって、認定第８号平成２６年度本別町水道事業会計決算認定については、認定す

ることに決定いたしました。 

 これから、認定第９号平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定について

を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件に対する委員長報告は認定するものであります。 

 委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

 したがって、認定第９号平成２６年度本別町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

ては、認定することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 諸般の報告 

○議長（方川一郎君） 日程第５ 諸般の報告を行います。 

 監査委員から、平成２７年度定期監査の結果報告の提出がありました。その写しをお手

元に配付しておきましたので、御了承を願います。 

 これで、報告済みとします。 

 次に、監査委員から、平成２７年８月並びに９月及び１０月分に関する例月出納検査結

果報告書の提出がありました。その写しをお手元に配付しておきましたので、御了承を願

います。 

 これで、報告済みとします。 

 次に、所管事務調査結果報告書が、産業厚生常任委員長から提出がありました。その写

しをお手元に配付しておきましたので、御了承を願います。 

 これで、報告済みとします。 

 次に、行政視察調査結果報告書について、産業厚生常任委員長、及び議会運営委員長よ

り提出がありました。その写しをお手元に配付しておきましたので、御了承を願います。 

 これで、報告済みといたします。 

次に、十勝圏複合事務組合議会の平成２７年第３回定例会以降における主な審議内容に

ついて、お手元に配付のとおり報告いたしますので、御了承を願います。 

 これで、報告済みといたします。 

次に、十勝環境複合事務組合議会の平成２７年第３回定例会以降における主な審議内容

について、お手元に配付のとおり報告いたしますので、御了承を願います。 

 これで、報告済みといたします。 

 次に、議長の動静について、平成２７年第３回定例会以降における議長の主な動静につ
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いて、お手元に配付のとおり報告いたしますので、御了承を願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 行政報告 

○議長（方川一郎君） 日程第６ 行政報告を行います。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 平成２７年度各会計の予算執行状況について報告させてい

ただきます。 

 １０月末現在の一般会計の執行状況につきましては、予算額６６億１,２５７万５,００

０円に対しまして、歳入の収入済額は３４億９,８８９万３,０００円で５２.９パーセント

の執行率となっており、歳出の支出済額は３２億２４５万５,０００円で４８.４パーセン

トの執行率となっております。 

 次に、地方交付税の状況でありますが、普通交付税は前年度比０.７パーセントの減、額

に対して、１,９０５万６,０００円減の２８億７,４５４万２,０００円になる見込みであ

ります。 

 交付税財源の不足分を、地方が直接借り入れをしております、臨時財政対策債につきま

しては、前年度比５.４パーセント、１,３１２万６,０００円減の２億２,８３１万１,００

０円で、普通交付税を加えました総額では前年度を１.０パーセント下回る結果となってお

ります。 

 特別交付税につきましては、現時点ではまだ未確定でありますが、平成２６年度では３

億６,０８７万６,０００円で、前年度比０.６パーセントの増となっているところでありま

す。 

 平成２７年度につきましては、災害などの大きな要因がないことから地方財政計画の０.

８パーセントを下回ることが予測されているところです。 

 次に、国民健康保険特別会計でありますが、予算額１３億８,４６７万８,０００円に対

しまして、歳入の収入済額は６億７,６５３万２,０００円で４８.９パーセントの執行率と

なっておりまして、歳出の支出済額は６億６,１６７万４,０００円で、４７.８パーセント

の執行率となっております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計でありますが、予算額１億１,９１０万円に対しまして、

歳入の収入済額は４,６８８万５,０００円で３９.４パーセントの執行率となっておりま

す。歳出の支出済額は４,２０８万５,０００円で、３５.３パーセントの執行率となってお

ります。 

 次に、介護保険事業特別会計でありますが、予算額９億４,３０２万８,０００円に対し

まして、歳入の収入済額は４億３,４５２万２,０００円で４６.１パーセントの執行率とな

っております。 

 次に、介護サービス事業特別会計でありますが、予算額２億７,３７３万１,０００円に
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対しまして、歳入の収入済額は１億５８２万２,０００円で、３８.７パーセントの執行率

となっております。歳出の支出済額は１億３,４９２万９,０００円で、４９.３パーセント

の執行率となっております。 

 次に、簡易水道特別会計でありますが、予算額１億４,２３４万５,０００円に対しまし

て、歳入の収入済額は４,３４７万円で、３０.５パーセントの執行率となっており、歳出

の支出済額は５,２５６万８,０００円で、３６.９パーセントの執行率となっております。 

 次に、公共下水道特別会計でありますが、予算額５億２,６８７万円に対しまして、歳入

の収入済額は２億２６２万４,０００円で、３８.５パーセントの執行率となっております。

歳出の支出済額は２億２６９万３,０００円で、３８.５パーセントの執行率となっており

ます。 

 次に、水道事業会計の上期の決算状況でありますが、収益的収支につきましては、予算

額１億６,１４８万１,０００円に対しまして、水道事業収益の決算額は７,１４２万９,０

００円で、前年度対比１１２万１,０００円、１.５パーセント減となり、予算に対する執

行率は４４.２パーセントとなっております。水道事業費の決算額は７,６８２万７,０００

円で、前年度対比１２万２,０００円、０.２パーセント減となり、予算に対する執行率は

４７.６パーセントとなっております。 

 資本的収支につきましては、資本的収入の予算額９,６１０万円に対しまして、決算額は

０円となっており、資本的支出の予算額１億５,５５２万９,０００円に対しまして、決算

額は３,６９４万円で、２３.８パーセントの執行率となっております。 

 次に、病院事業会計の上期の決算状況でありますが、まず、収益的収入及び支出につき

ましては、病院事業収益の予算額１２億２,００４万４,０００円に対しまして、決算額６

億１,０６１万９,０００円、前年度比４,９２２万２,０００円、７.５パーセントの減とな

っております。５０.０パーセントの執行率となっております。このうち入院収益は２億１,

００６万３,０００円、前年度比１,３５５万９,０００円、６.１パーセントの減、外来収

益は１億７,４２９万２,０００円、前年度比２５４万５,０００円、１.５パーセントの増

となっております。 

 病院事業費用につきましては、予算額１３億２,３１５万４,０００円に対しまして、決

算額は５億４,６６４万２,０００円で、前年度比１億５０２万４,０００円、１６.１パー

セントの減で、執行率は４１.３パーセントとなっております。 

 事業収益から事業費用を差し引きました上期の純利益は６,３９７万７,０００円となっ

ているところであります。 

 事業収益の減につきましては、前年度終了いたしました屋上防水補修の執行に伴う一般

会計繰入金の減が主なもので、事業費用の減につきましても、前年度実施いたしました屋

上防水補修に伴う修繕費の減によるもの、及び、会計制度改正に伴う期末勤勉手当引当金

などの費用化が前年度終了したことが主なものであります。また、入院収益の減は患者数

の減少が主な要因であります。 
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 次に、資本的収入及び支出につきまして、資本的収入の予算額１億４,９６３万円に対し

まして、決算額５,３３３万６,０００円で執行率は３５.６パーセントとなっており、資本

的支出の予算額１億７,４２９万５,０００円に対しまして、決算額１億１,８５４万６,０

００円で執行率は６８.０パーセントとなっております。 

 次に、患者数の動向でありますが、４月から９月までの上期の入院患者数でありますが、

８,６５５人で、１日平均４７.３人となっております。前年同期と比較しますと１９７人、

１日平均１.１人の減、外来患者数は、２万６,２８１人で、１日平均２１３.７人、前年同

期と比較すると２２１人の減となっているものの、１日平均では診療日数の減により１.７

人の増となっております。 

 以上、平成２７年度各会計の予算執行状況の報告とさせていただきます。 

 続きまして、平成２８年度予算編成方針について報告させていただきます。 

 平成２８年度の予算編成方針につきましては、１１月２６日に職員によります予算編成

会議を開催し、方針を示したところであります。 

 国の平成２８年度予算編成につきましては、政府の経済財政諮問会議の議論を経て１２

月前半に予算編成の基本方針が閣議決定される予定でありますが、６月３０日に閣議決定

されました経済財政運営と改革の基本方針で示す経済・財政再生計画におきまして、社会

保障制度を持続可能なものとし、財政を健全化する必要があるため、デフレ脱却、経済再

生、歳出改革、歳入改革の３本柱の改革を一体として推進することとしております。また、

地方財政につきましては、平成２７年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同

水準を確保するとしているものの、リーマンショック後の歳入、歳出面の特別措置につき

ましては、経済再生に合わせて、危機対応モードから平時モードに切替えを進めていくこ

ととしています。 

 ８月に公表されました総務省の概算要求では、経済・財政再生計画を踏まえ、地方の一

般財源総額を平成２７年度と同水準確保し、また、地方交付税につきましても、本来の役

割であります財源調整機能と財源保護機能が発揮されるよう総額を適切に確保するものと

されておりましたが、出口ベースで前年度比２.０パーセント減の１６兆４,２６６億円の

要求となり、４年連続の減額となっております。 

 財務省は、地方財政について、リーマンショック後の臨時異例の対応として措置されて

きました別枠加算、歳出特別枠の解消を求めておりまして、特に歳出特別枠につきまして

は近年一定の縮減はなされているものの、その縮減額を超える規模で類似した新たな歳出

が計上されていることを踏まえ、歳出特別枠の早急な廃止を求めているところでもありま

す。 

 このような状況の中で、本町にとっても歳入に見合った歳出をどう組み立てていくか、

非常に厳しい予算編成になると考えております。 

 財政試算の歳入ですが、予算編成に大きな影響を与える地方交付税につきましては、こ

のような厳しい状況を踏まえながら、また、国勢調査による人口減少の影響も考慮し、普
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通交付税を前年度決算見込額に対しまして５.６パーセント減で試算をしているところで

あります。 

 町税につきましては、景気の回復は未だ厳しい状況でありまして、軽自動車税の税率改

正の影響も考え、前年度決算見込額に対し０.２パーセント増を見込んでおります。 

 また、基金からの繰り入れにつきましても、引き続き依存度を下げる体制を目標にして

いるところであります。 

 次に、歳出でありますが、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、公債費償還額の減

少により前年度決算見込額に対して２.８パーセントの減、物件費、維持補修費は０.６パ

ーセントの増、補助費などは１２.５パーセントの減、繰出金は１.１パーセントの増、投

資的経費は３９.４パーセントの増を見込んでおりますが、引き続き行政改革推進計画、事

務事業評価の確実な実施及び前倒しを指示しているところであります。 

 一般会計の予算規模といたしましては、６７億円程度を見込んでおりますが、現時点で

は不確定な要素が多く、１月以降に示されます地方財政計画を踏まえて、最終的な調整が

必要になってくるものと考えております。 

 以上のように、２８年度の予算編成につきましても、相当厳しい状況となり、更なる行

政改革に取り組みますとともに、第６次本別町総合計画に掲げる主要課題について、戦略

的な視点と行動力をもって、町民生活に密着した事業の確保と、町民が夢を持てる施策の

展開を推進するところであります。 

さらに、私の５期目のまちづくりの基軸であります６つの柱と４８の施策、この実現に

向け、ともに学び、支え合い、活力あるまちづくりを進めていくものとしております。ま

た、本別町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略において定めた基本目標の実

現に向けて、施策展開を行うものとしているところです。 

 地方分権時代にふさわしい、自主、自立の精神にあふれる新時代の新しいまちづくりを

推進するため、本別町の個性と元気が発揮、発信できるように、創造力と知恵を結集し、

最大限の行政効果が得られるよう町民と協働したまちづくりを展開して参りたいと考えて

おりますので、議員各位の御理解をよろしくお願いをいたします。 

 次に、まち・ひと・しごと創生について報告をさせていただきます。 

 昨年１１月に施行されました、まち・ひと・しごと創生法では、少子高齢化の進展に的

確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、

それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある日本社会を維持してい

くため、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することが定め

られました。 

 本別町におきましても、本年２月に行政組織となります、まち・ひと・しごと創生推進

本部を設置をし、６月には、町民や関係団体の方々などで構成いたします本別町まち・ひ

と・しごと創生推進委員会を立ち上げたところでもあります。 

 ２つの組織を両輪として、本町の人口減少克服と地域経済の活力を維持し、地域の特徴
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を活かした自主的で持続的なまちづくりを創造していくため、今後の目指すべき将来の方

向を提示する人口ビジョンや、今後５カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な施策をま

とめる本別町まち・ひと・しごと総合戦略の策定に向けた協議を行ってまいりました。 

 また、町民アンケートをはじめとして、住民意見募集などにより、広く町民の皆様から

御意見をいただきながら、１０月３０日に本別町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・

総合戦略を策定したところでもあります。 

 人口ビジョンでは、人口の長期的展望として、平成７２年に５,０００人程度の人口を維

持することを目標とし、総合戦略におきましては、産業、雇用の確保、創出、新しい人の

流れをつくる、結婚、出産、子育ての希望をかなえる環境をつくる、元気な地域と安全、

安心なくらしの確保の４つの基本目標を定めて、施策の基本的方向や５年後の数値目標、

今後の検証時の参考となります重要業績評価指標や主な予定事業などについて示しており

ます。 

 総合戦略の推進にかかる施策事業の実施にあたりましては、財政状況を踏まえるととも

に、財源確保に努めながら、計画的に推進していく必要があります。地方創生先行型事業

として、既に本年度より取り組みを進めております事業もございますが、今後の施策事業

の推進に対する効果、検証も踏まえながら、戦略の見直しも含めて、着実な推進を図って

参りたいと考えております。 

 また、まち・ひと・しごと創生を進めていくうえで、市町村間の連携によります取り組

みが重要な視点のひとつとなっております。北海道では、地方創生先行型事業として、新

たに北海道型地域自立圏による市町村連携地域モデル事業の制度が創設されたところであ

ります。 

 東北部３町におきましても、安心、安全に暮らせる、活気にあふれた圏域を目指し、３

町の結びつきやネットワーク強化を図る観点から、各町の空き家対策の利活用による定住、

定着につなげていく取り組みや、３町をふるさと圏域として、ふるさと意識を高めながら、

連携によって圏域内の活性化を図る取り組みなどについて、今後、推進していく予定であ

りまして、関連予算案につきましても、本定例会に提案させていただいておりますので、

今後とも、地方創生に向けた様々な取り組みに対して、町民の皆様をはじめ、議員各位の

御理解、御協力をよろしくお願いするところであります。 

 次に、１０月８日に発生いたしました温帯低気圧による強風の被害について報告をさせ

ていただきます。 

 １０月７日午後５時２２分に強風注意報が発表され、特に８日の午前１０時５５分には、

本町では１０月としては観測史上最高となります秒速３１.１メートルという最大瞬間風

速が観測され、これらの強風によります町内各所に様々な被害が及ばされたところでもあ

ります。 

 被害状況につきましては、一般住宅では３２戸の屋根のトタンが飛ばされ、公共施設で

は中央保育所で清流公園内の立木が倒木した際、電柱も倒れて保育所の外壁の一部が損傷
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し、子育て支援センター、旧美里別保育所では屋根のトタンがめくれる被害が出たところ

です。歴史民俗資料館では屋根に張り付けてあります素材が数十カ所にわたり剥がれ落ち

たほか、スクールバス待合所では、明美など６地区で転倒、損壊し、応急措置を行ったと

ころであります。中央小学校では、倉庫の屋根のトタンが飛ばされ、駐車場内の車２台に

接触して損傷したところです。勇足中学校では、学校敷地内の立木が倒れて民家の壁など

が一部損傷いたしました。 

 なお、これらの修繕に要する概算経費は７７９万５,０００円で、現行予算、あるいは町

直営で修繕したものの他、早急に対応しなければならない被害につきましては、本定例会

におきまして専決処分の承認を提出させていただいております。また、それ以外のものに

つきましては新年度予算などで対応して参りたいと考えておりますので、よろしくお願い

をしたいと思います。 

 次に、町道の通行止めですが、北５丁目中央保育所通り、北８丁目通り、北公園通り、

押帯池田間道路、西仙美里高台道路、負箙西４線道路が２日間にわたり通行止めとなり、

同報無線により町民に周知したところであります。 

 特に停電の関係ですが、本別市街地につきましては１０月８日午後０時１５分に本別ル

ートの送電線の異常により停電が発生いたしましたが、仙美里ルートの送電線の活用によ

りまして、同日午後０時４８分に全面復旧いたしました。仙美里、清里、月見台、活込、

奥仙美里地区につきましては、倒木による高圧線の断線などにより１０月８日午前１０時

５４分に停電が発生し、その後徐々に復旧し、９日午前４時２分には全面復旧したところ

であります。西美里別、西勇足、美蘭別、押帯地区につきましても、倒木による高圧線の

断線などにより８日午前１１時４８分に停電が発生し、その後徐々に回復して９日午前６

時１９分には全面復旧いたしました。 

 次に、強風による人的被害でありますが、男性お１人が物置の戸を閉めようと外に出た

際、強風にあおられ転倒して、頭部打撲及び左鎖骨を骨折されております。 

 次に、農業関連の被害状況です。 

 農作物ではデントコーンの倒伏が３８.２ヘクタール、営農施設の主なものではビニール

ハウスの全壊が１１件、破損が７６件、牛舎の全壊が２件、屋根、外壁などの破損が６０

件、倉庫の全壊が８件、屋根、壁などの破損が４１件などとなっております。 

 以上、１０月８日に発生いたしました温帯低気圧に伴います、強風被害についての報告

とさせていただきます。 

 次に、旭化成建材によります工事データ改ざん問題についての報告をさせていただきま

す。 

 横浜市でのマンション傾斜問題に端を発しました旭化成建材による、くい打ち工事デー

タの改ざん問題につきましては、平成２７年１１月４日に新聞各社によります、過去に本

別町が発注した工事でも関係がある旨の報道がなされたところであります。 

 この工事でございますが、道の駅周辺アクセス道路の整備を目的に、国道２４２号側の
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ＪＡ本別町事務所地先から山手町方向に向かう延長約１１０メートルの道路改良として、

平成１９年度に発注いたしました町道北東１条通り道路改良舗装工事のうち、コンクリー

ト擁壁に必要な３０本の支持くい打ち工事が、旭化成建材との関連があったというところ

であります。 

 本町といたしましては、受注業者からの連絡により、再度、当事の関係書類を精査し、

さらには、平成２７年１１月６日に、受注業者とともに、測量機器による現地の状態確認

を行ったところでありまして、結果といたしまして、データなどにつきまして、他からの

データ流用や改ざんが認められなかったことと同時に、現地に異常がないことを確認した

ところであります。 

 報道などにおきまして、町民の皆さまに御心配をおかけすることとなりましたが、ただ

いま報告させていただいたとおり、本町の工事に関しましては異常が認められなかったと

いうことの報告を改めてさせていただきたいと思います。 

 次に、幼保連携型認定こども園の整備状況について報告させていただきます。 

 こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況などを問わず柔軟

に子どもを受け入れることができる施設でありまして、就学前の子どもに関する教育、保

育などの総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が平成１８年１０月

に施行されて以降、全国各地でこども園の整備が進められております。 

 十勝管内では、上士幌町、士幌町、大樹町、鹿追町、足寄町におきまして運営されてお

りまして、平成２８年度からは音更町、帯広市におきまして開設される予定であります。 

 本町のこども園の整備状況につきましては、９月定例会においても報告させていただき

ましたが、本別町子ども・子育て支援事業計画に基づき、本別町就学前教育・保育のあり

方の指針を策定し、本町が目指します子ども園の整備に向けて、協議相手となります学校

法人釧路カトリック学園と、こども園の基本姿勢、開設時期、施設の概要、建設場所、本

町の支援の基本、職員の確保、開設までの推進体制などの協議項目につきまして、概ね合

意がなされましたことから、１０月２１日に本別町就学前教育・保育施設、幼保連携型認

定こども園開設に関する協定書を締結したところであります。 

 協定調印後につきましては、こども園の整備、運営に向け、本町の保育士とカトリック

幼稚園の教諭とが、本年４月に新設いたしました、上士幌町、津別町のこども園への視察

を行い、また、基本設計作成のための学習会を繰り返し開催しているところであります。 

 今後につきましては、協定書に基づきまして、教育、保育内容など細部についての協議

を継続しますとともに、子ども・子育て会議などの関係団体や通園することとなっており

ます子どもの保護者などの思いを丁寧に吸い上げながら、子どもにとっても保護者にとっ

ても最善の施設づくりを目指すところでありますので、町民の皆様をはじめ、議員各位の

御理解、御協力をよろしくお願いいたします。 

 次に、へき地保育所のサービス拡大について報告いたします。 

 勇足及び仙美里地区に設置しております、へき地保育所は、厚生労働省通知のへき地保
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育事業実施要綱に定めている基準を遵守しつつ、認可外保育施設として運営しているとこ

ろであります。 

 認可保育所であります常設保育所と比較しますと、３歳未満の子どもの受け入れを行っ

ていないこと、保育時間が短いこと、給食は学校給食の外部搬入であること、保育料が低

額であることなど、いくつかの相違点が挙げられますが、本年３月に策定しました本別町

子ども・子育て支援事業計画、未来にひろがるまめっこすくすく計画におきましては、今

後のへき地保育所のサービスを地域のニーズを踏まえ、今後のあり方について保護者や地

域を交えた研究を進めることとしております。 

 これを受けまして、この間、両保育所を利用する保護者との懇談、両保育所を利用する

保護者、両地区にお住まいで、通所前の小さなお子さんを持つ保護者及び妊娠中の方を対

象といたしましたアンケート調査、子ども・子育て会議での意見交換などを行って、今後

のへき地保育所のあり方について御意見を伺ってきたところであります。 

 現在保育所を利用しております保護者や、今後利用を考えておられる方からは、概ね現

行通りのサービスで満足であるとの評価をいただいているところでありますが、両地区に

お住まいの家族の状況や就労形態に多様化の傾向が見られますことから、今後様々なニー

ズに柔軟に対応できるように、次の２点についてサービスの拡大を検討しているところで

あります。 

 まず１つ目は、保育時間の拡大です。保育の開始時間を、これまでより３０分繰り上げ

て、午前８時からとするものであります。 

 入所児童の登所時間の幅を広げることによって、会社勤めの方や出勤の時間や、保育所

入所児童の兄弟が通う学校の登校時間と合わせやすくなりまして、利便性の向上が図られ

るということで予測をさせていただいています。 

 ２つ目は、児童の受け入れ年齢の拡大です。保育の開始日を、これまでの満３歳の誕生

日の翌日からを２歳の誕生日を迎えました後の４月１日に繰り上げていくということであ

ります。 

 アンケート結果や保護者との懇談におきましては、家庭状況の変化や就労形態の多様化

などのお話をお聞きする中で、入所年齢については、２歳の誕生日を迎えた後の４月１日

への繰り上げが妥当と判断したものであります。 

 これに伴いまして、保育料につきましては、常設保育所との整合性を鑑み、３歳児以上

よりも割高の保育料を新たに設置する予定でありまして、今定例会におきまして関係条例

の一部改正を提案させていただきますので、よろしく御審議いただきたいと思います。 

 次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給について報告させていただ

きます。 

 国では、平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴いまして、所得の低い方や子育

て世帯に与えます影響を緩和するため、昨年度に引き続き、臨時福祉給付金及び子育て世

帯臨時特例給付金の２つの給付金の支給を行うことといたしました。 
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 本給付金の支給につきましては、受給対象者の申請に基づいて行われるものであります

ことから、本町におきましては、制度の概要などの記事を町広報紙に掲載しますほか、チ

ラシの全戸配布、公共施設などへのポスター掲示、同報無線による周知、さらには、関係

課とも連携を取りながら、対象となる可能性のある方に申請の案内を発送するなど、多様

な手段により町民の皆様へ周知を図りながら、８月３日から１１月４日までの３か月間、

申請の受け付けを行ったところであります。 

 給付の結果といたしましては、臨時福祉給付金につきましては、１,４０９人に支給決定

し、総額８４５万４,０００円の支給を１１月２５日までに終えております。また、子育て

世帯臨時特例給付金につきましては、４３３人に支給決定し、総額２２２万６,０００円の

支給を１１月１０日までに終えたところであります。 

 次に、十勝地域におけます道東及び道北ドクターヘリの運行圏域拡大に関するこれまで

の経緯について報告いたします。 

 この件につきましては、６月定例会において、道東ドクターヘリ運航調整委員会及び道

北ドクターヘリ運航調整委員会への運行圏域の拡大要請までの経過と、運行圏域拡大に伴

う初期費用の負担について行政報告をさせていただきました。 

 新聞報道等で御承知のこととは存じますが、７月にそれぞれの運航調整委員会におきま

して、本別町をはじめ、十勝全域を道東ドクターヘリの運航圏域とした上で、上士幌、鹿

追、新得、清水、芽室の北西部５町につきましては、道東と道北の連携地域として、道北

ドクターヘリに出動要請をする地域として、運航圏域の拡大が承認され、１１月２０日か

ら十勝圏域への本格運航が開始されたところであります。 

 なお、運航圏加入時に市町村が基地病院に支払います加入時負担金、初期費用負担金に

つきましては、北海道からの提案を受けて、４月の十勝町村会臨時総会で管内市町村が道

東及び道北の基地病院に支払います総額を１９市町村で均等割りし、各町村が１０４万６,

０００円、帯広市が１０４万９,０００円とすることを決定してきたところです。 

 その後、道北ドクターヘリ基地病院におきまして、十勝圏域への運航圏拡大にあたりま

して、当初の計画時と比べ更なる医療機器更新が必要となったことなどを理由に、北海道

から加入時負担金の増額について再提案をされ、基地病院におけますドクターヘリの安全

かつ安定的な運航の確保のため、設備更新費用にあてるものとして説明があったところで

あります。 

 この件につきましては、すでに十勝管内各市町村において決定している中での提案であ

りまして、かつ、北海道の調整不足及び認識不足を原因とするものではありますが、この

間、北海道が各町村に対し個別に説明するなど丁寧な調整が行われ、１１月１８日の十勝

町村会臨時総会において、負担金の変更について各町村間の合意が得られたところであり

ます。 

 この件につきましては、当初、本別町の負担額は１０４万６,０００円と算定されており

ましたが、変更後の１３１万２,０００円の加入時負担金につきまして、本定例会におきま
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して補正予算を提案させていただいております。 

 本町といたしましても、ドクターヘリの運航圏域が十勝圏へ拡大されることは、本町に

おける救急医療体制の充実を図るために必要なものでありますので、議員各位の御理解も

いただきながら、よろしく御審議いただきたいと思います。 

 次に、泌尿器科外来の休止について報告いたします。 

 泌尿器科外来は、平成２１年１０月より現在までの６年間、しばた腎泌尿器科クリニッ

ク、柴田院長の御支援を受け、現在は月１回の外来枠を設け運営をしてきています。今般、

同クリニックの諸事情によりまして、本年１２月をもって終了したい旨の申し出があった

ところであります。 

 この間、泌尿器科外来の継続に向け、管内の基幹病院や帯広市近郊のクリニックなどへ

の派遣要請を行って参りましたが、決定にはいたらない事から来年の１月より休止とせざ

るを得ない状況になったところであります。 

 患者の皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、御理解をお願いし、今後におきまし

ても、外来の再開につきましては、大変厳しい状況ではありますが、引き続き努力して参

りたいと考えておりますので、町民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御支援を心からよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 以上、第４回本別町議会定例会の行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（方川一郎君） これで、行政報告を終わります。 

 ここで暫時休憩します。 

午前１０時５７分  休憩 

午前１１時１０分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 承認第４号 

○議長（方川一郎君） 日程第７ 承認第４号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊

による車両損傷事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを議題としま

す。 

 本件について、報告を求めます。 

 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） 承認第４号専決処分の承認を求める件につきまして、御説

明申し上げます。 

 学校施設損壊による車両損傷事故に起因する和解、及び損害賠償額を定めることにつき

まして、緊急を要し議会を開催する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９

条第１項の規定により次のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、承認を求めるものでございます。 
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 本事故は、平成２７年１０月８日午後５時頃、中川郡本別町弥生町２２番地１の本別町

立本別中央小学校駐車場において、中川郡本別町○○○○○○○、○○○○○氏所有の自

動車が駐車中、強風により学校物置の腐食していましたトタン屋根の一部が剥がれ飛び、

同車両の左前側面からボンネットにかけてぶつかったものであり、本車両損傷事故につき

まして、民法第６９５条の規定に基づき、下記のとおり和解し損害賠償額を定めました。 

 １、和解の相手方でありますが、住所、中川郡本別町○○○○○○○、氏名、○○○○

○。 

 ２、和解の要旨につきましては、本件の車両損傷事故にかかる損害賠償額を一金９９,０

３６円と定め、本別町が○○○○○氏に支払うものとする内容であります。 

 この損害賠償額につきましては、その全額が全国町村会総合賠償補償保険金の対象とな

り賄われます。 

 今後におきましては、このような事故が起きることのないよう、学校管理施設の安全点

検の励行と、さらなる管理体制の徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、専決処分報告とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 矢部隆之君。 

○１番（矢部隆之君） １点お伺いしたいと思うのですけども、今説明あった中で、この

方の所有の自動車が駐車場という表現ありましたのですけども、示談書を見ますとですね、

第一当事者、第二当事者ということで、まず所有者が誰だったのかということで。この内

容がどうのこうの、悪いとかというのでなくて、６９５条で和解していますから、これは

いいと思うのですけども、民法７０９条の不法行為に当たる損害賠償事案だと思うのです

けども、この当事者というのが所有者であるのかどうかという部分がですね、示談書にな

いものですから。後々のためにも、この当事者乙というところに所有者という表現があれ

ば良かったのでしょうけど。車検証上の所有者というのがあればいいのですけども。所有

者については、どうなっていますか。 

○議長（方川一郎君） 暫時休憩します。 

午前１１時１４分  休憩 

午前１１時１６分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） お答えしたいと思います。 

 まず、民法６９５条の分につきましては、議員さんの言われてるとおりですね、和解は

当事者が互いに譲歩をして、その間に存する争いをやめることを約する、要は約束すると

いうことですね。約することによって、その効力を生じるということになってございます。

その当事者でございますが、今御説明申し上げました車両の損傷事故につきましては、使
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用者及び当事者が○○○○○ということであります。以上でございます。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから承認第４号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷事故に起

因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は報告のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第４号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷事故

に起因する和解及び損害賠償額を定めること）については、報告のとおり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 承認第５号 

○議長（方川一郎君） 日程第８ 専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両

損傷事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） 承認第５号専決処分の承認を求める件につきまして、御説

明申し上げます。 

学校施設損壊による車両損傷事故に起因する和解、及び損害賠償額を定めることにつき

まして、緊急を要し議会を開催する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７９

条第１項の規定により次のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、承認を求めるものでございます。 

 本事故は、平成２７年１０月８日午後５時頃、中川郡本別町弥生町２２番地１の本別町

立本別中央小学校駐車場におきまして、中川郡本別町○○○○○○○○、○○○○氏所有

の自動車が駐車中、強風により学校物置の腐食していたトタン屋根の一部が剥がれ飛び、

同車両の左後部から側面にかけてぶつかったものであり、本車両損傷事故につきまして、

民法第６９５条の規定に基づき、下記のとおり和解し損害賠償額を定めました。 

 １、和解の相手方でありますが、住所、中川郡本別町○○○○○○○○、氏名、○○○

○。 
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 ２、和解の要旨につきましては、本件の車両損傷事故にかかる損害賠償額を一金８８,７

５４円と定め、本別町が○○○○氏に支払うものとする内容であります。 

 この損害賠償額につきましては、その全額が全国町村会総合賠償補償保険金の対象とな

り賄われます。 

 今後におきましては、このような事故が起きることのないよう、学校管理施設の安全点

検の励行と、さらなる管理体制の徹底に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、専決処分報告とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、承認第５号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷事故に

起因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は報告のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第５号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による車両損傷事故

に起因する和解及び損害賠償額を定めること）については、報告のとおり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 承認第６号 

○議長（方川一郎君） 日程第９ 承認第６号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊

による住宅等損傷事故に起因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを議題とし

ます。 

 本件について、報告を求めます。 

 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） 承認第６号専決処分の承認を求める件につきまして、御説

明申し上げます。 

 学校施設損壊による住宅等損傷事故に起因する和解、及び損害賠償額を定めることにつ

きまして、緊急を要し議会を開催する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第１７

９条第１項の規定により次のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により
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これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 本事故は、平成２７年１０月８日午後０時頃、中川郡本別町○○○○○○○○の○○○

○氏敷地内において、本別町立勇足中学校の古木が地上から約６ｍの所で折れて同氏敷地

内に倒れ、住宅屋根、物置及びブロック塀を損傷させたもので、同事故につきまして、民

法第６９５条の規定に基づき、下記のとおり和解し損害賠償額を定めました。 

 １、和解の相手方でありますが、住所、中川郡本別町○○○○○○○○、氏名、○○○

○。 

 ２、和解の要旨につきましては、本件の住宅等損傷事故にかかる損害賠償額を一金２６

９,４６０円と定め、本別町が○○○○氏に支払うものとする内容であります。 

 この損害賠償額につきましては、その全額が全国町村会総合賠償補償保険金の対象とな

り賄われます。 

 今後におきましては、このような事故がおきることのないよう、学校管理施設は勿論の

こと、敷地内の樹木等についても倒木の恐れがないかなどの安全点検を励行し、事故防止

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、専決処分報告とさせていただきます。御承認賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、承認第６号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による住宅等損傷事故

に起因する和解及び損害賠償額を定めること）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は報告のとおり承認することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第６号専決処分の承認を求める件（学校施設損壊による住宅等損傷事

故に起因する和解及び損害賠償額を定めること）については、報告のとおり承認されまし

た。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 承認第７号 

○議長（方川一郎君） 日程第１０ 承認第７号専決処分の承認を求める件〔平成２７年
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度本別町一般会計補正予算（第７回）〕についてを議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 承認第７号専決処分の承認を求める件について御説明を申し

上げます。 

 平成２７年度本別町一般会計補正予算第７回について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求めるものでございます。 

 補正の内容は、ただいま御承認いただきました、１０月８日発生の温帯低気圧の強風に

よる損傷を受けた車両及び住宅等にかかる損害賠償金の補正でありますが、緊急を要し、

議会を開催する時間的余裕がありませんでしたので、専決処分を行ったものであります。 

 予算書の１ページをお開き下さい。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億３,１３３万２,０００円とする内容であります。 

 それでは、事項別明細書により御説明いたします。３ページ、４ページをお願いいたし

ます。 

 下段、歳出ですが、１０款教育費１項教育総務費４目諸費２２節補償補てん及び賠償金

４５万８,０００円の補正は、○○○○○様に９万９,０３６円、○○○○様に８万８,７５

４円、○○○○様に２６万９,４６０円の３人の方に対する損害賠償金を、その全額を全国

町村会総合賠償補償保険金として全国町村会から支払われるため、上段の２０款諸収入５

項１目７節雑入で計上するものでございます。 

 以上、平成２７年度本別町一般会計補正予算（第７回）の専決処分報告とさせていただ

きます。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、承認第７号専決処分の承認を求める件〔平成２７年度本別町一般会計補正予

算（第７回）〕についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は報告のとおり承認することに、御異議ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第７号専決処分の承認を求める件〔平成２７年度本別町一般会計補正

予算（第７回）〕については、報告のとおり承認されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第６８号 

○議長（方川一郎君） 日程第１１ 議案第６８号本別町立へき地保育所条例の一部改正

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 議案第６８号本別町立へき地保育所条例の一部改正に

ついて、提案理由の説明をいたします。 

 この条例は、本年４月からスタートいたしました子ども・子育て支援新制度により、給

付の対象となる特定教育・保育施設または特定地域型保育事業のいずれにも該当しないへ

き地保育所における保育事業について、特例で給付を受けることができることとなったた

め、所要の改正を行うとともに、来年４月からへき地保育所において２歳児の保育を開始

するに当たり、２歳児に適用する保育料を新たに設定するものであります。 

 この条例では、１つ目として、受け入れる子どもの定義と用語を子ども・子育て支援法

に合わせ、「小学校就学前子ども」とする改正、２つ目として、へき地保育所の利用に当た

っては、特例地域型保育給付の支給認定、いわゆる保育認定を受ける必要があるため、そ

の認定の手続きについて常設保育所と合わせ、同様に、入所の申請、承認、取消の要件に

ついても常設保育所と合わせる改正、３つ目といたしまして、保育料の定義を、内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額、つまり、公定価格とするとともに、その一部

を利用者負担額として保護者から徴収する旨の規定の改正、４つ目といたしまして、その

利用者負担額について、新たに２歳児の区分を設けるとともに、同一世帯から複数の保育

所を利用している場合に、利用者負担額を半額とする改正を規定しています。 

 それでは、改正条文を朗読し、説明させていただきます。なお、括弧書きの朗読につい

ては省略をさせていただきます。 

 本別町立へき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 本別町立へき地保育所条例（昭和４０年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「要する乳児、幼児、その他の児童（以下「保育の実施児童」という。）」を「必

要とする小学校就学前子ども」に改める。 

 第４条及び第５条を次のように改める。 

 入所資格。 

 第４条、へき地保育所に入所し、へき地保育所において保育を受けることのできる資格

を有する者は、次のとおりとする。 
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 第１号、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子ども。 

 第２号、法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子ども。 

 第３号、法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもであって、町長が地域に

おける教育（法第７条第２項に規定する教育をいう。）の体制の整備の状況その他の事情を

勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの。 

 第４号、その他町長がへき地保育所において保育する必要があると認める小学校就学前

子ども。 

 第２項、前項第１号及び第２号に規定する小学校就学前子どもは、本別町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を

定める条例（平成２７年条例第１号）第３条に定める者とする。 

 入所手続。 

 第５条、前条に定める資格（以下「入所資格」という。）を有する小学校就学前子どもの

保護者は、当該子どものへき地保育所への入所を希望するときは、別に定めるところによ

り、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第２４条第５項又は第６項の規定により町長が入所させる場合につい

ては、この限りでない。 

 第９条及び第１０条を削り、第８条（見出しを含む）中「保育料」を「利用者負担額」

に改め、同条を第１０条とする。 

 第７条の見出し中「保育料」を「利用者負担額」に改め、同条中「へき地保育所の保育

料」を「利用者負担額」に改め、同条を第９条とする。 

 第６条の見出しを「利用者負担額」に改め、同条中「前条により入所した児童」を「前

条第１項」に、「別表に定めるところにより保育に要する費用」を「同条に規定する保育料

のうち、別表に定める利用者負担額」に改め、同条を第８条とする。 

 第５条の次に次の２条を加える。 

 入所の承認の取消し。 

 第６条、町長は、へき地保育所に入所している小学校就学前子どもが次の各号のいずれ

かに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。 

 第１号、入所資格を有しなくなったとき。 

 第２号、正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。 

 第３号、偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。 

 第４号、その他当該子どもに保育を提供することが困難であると認められる事情が生じ

たとき。 

 保育料。 

 第７条、へき地保育所に入所している小学校就学前子ども（児童福祉法第２４条第５項

又は第６項の規定により町長が入所させた子どもを除く。）の保護者は、保育料を納付しな
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ければならない。 

 第２項、前項の保育料の額は、法第３０条第２項第４号に定める特例保育に通常要する

費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額）とす

る。 

 別表中「へき地保育料徴収基準表」を「へき地保育所利用者負担額基準表」に、「平成２

７年４月１日適用」を「平成２８年４月１日適用」に、「保育料徴収月額、円、０、２,３

００、６,８００、１１,９００、１５,１００、１７,０００」を「利用者負担額徴収月額、

円、２歳児、０、２,７００、７,９００、１２,６００、１６,４００、１９,１００、３歳

以上児、０、２,３００、６,８００、１１,９００、１５,１００、１７,０００」に改め、

同表備考４を次のように改める。 

 ４、この表の第２階層から第６階層までに認定された世帯であって、同一世帯に小学校

就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業

を利用している場合（特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又

は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。）及び法第３０条

第１項第４号に規定する特例保育を受けている場合は、最年長の子どもから順に２番目に

年齢が高い法第２０条第１項の認定にかかる小学校就学前子どもにかかる利用者負担額は、

同表に掲げる額の２分の１に相当する額とする。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。ただし、別表の

改正規定（「へき地保育料徴収基準表」を「へき地保育所利用者負担額基準表」に改める部

分及び備考４の改正規定を除く。）は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上、議案第６８号本別町立へき地保育所条例の一部改正についての提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 今、細かく説明がありましたが、確認の部分があると思いますの

で、答弁よろしくお願いします。 

 １点ですが、第７条の表の関係ですが、これは右のほうが改訂後ということでございま

すので、２歳児、３歳児以上ということでございまして。部分部分によっては、３歳児以

上の子どもより高くなるということが想定されますが、その辺を噛み砕いた中で説明いた

だきたいということと、最後の附則がございますけれども、本年４月１日から云々からあ

りまして、明年の４月１日ということになっています。この辺の関係は、お役所ですから、

そういう考え方でいいのでしょうけれども、利用する方々、特に今回認定こども園等々の

関係もありますし、へき地保育所の関係でも、私も一般質問させていただいている経緯が

ございます。地域の方とどの程度の詰めをしてきて、どの程度のお話しを賜ってきたのか、
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その辺もお知らせいただきたい。 

○議長（方川一郎君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 大住議員のほうから２つの質問と、最後のほうに地域

との懇談の様子の質問がございました。最初に、地域との懇談のお話しをしてから、１つ

目２つ目のお答えをしたいと思います。 

 まず、へき地保育所のサービスについては、昨年２６年１０月２３日に、本別町の条例

委員であります、子ども・子育て会議の委員の皆さんに、へき地保育所はどうしていくべ

きかという相談、協議をしております。そのまとめたものが、平成２７年３月３１日に確

定いたしました、本別町子ども・子育て支援事業計画であります。その中では、地域のニ

ーズを踏まえ、へき地保育所においては今後のあり方について、保護者や地域の方と一緒

になって考えていきますというふうに表記をしております。同じく、本別町就学前教育、

保育のあり方についての中でも、そのように、へき地保育所のあり方については、地域の

皆さんと、どうしていこうということを触れております。 

 今、議員から質問であります、地域の方々とどういう懇談をしたかということなのです

けども、まず、仙美里へき地保育所にあたりましては、平成２７年、今年の９月１４日、

へき地保育所に保護者の方に集まっていただきまして、１時間程度懇談をいたしました。

その中では、今後アンケートをした中で、色々へき地保育所のあり方について、皆さんと

相談をしながら進めていきますよ、その懇談の中で、色々なへき地保育所のあり方につい

ても懇談をしたところであります。 

 次に、勇足へき地保育所の保護者の皆さんとも懇談をさせていただきました。９月２４

日に勇足保育所に出向きまして、地域の方々、保護者の方々と懇談をし、へき地保育所の

あり方についてお話しをした中で、今後アンケートをしながら、へき地保育所のあり方に

ついて決めていきましょうという相談をしました。その後、１０月１５日に保護者の方、

及び健康管理センターのほうに、まだ保育所に行く前の子ども達のお母さんが集まってお

りますので、その方々対象にアンケートを行ったところであります。アンケート結果はで

すね、概ね了解をいただいたのですけども、その懇談等の中で、今後色々な相談をしてい

きましょう、もう少し幅を、時間を早くから来たいですだとか、もうちょっと１歳下の子

がいいとかいうお話が出ましたので、今回提案をいたしました。 

 大住議員の１つ目の質問でありますけども、３歳児の保育料より２歳の保育料が高く設

定をしております。事実であります。保育士さんの子どもに対する、何人の子どもに１人

の保育士さんをつけなさいよですとか、おやつの部分が高く、一応経費がかかります。常

設保育所につきましても、５歳児、４歳児、３歳児、２歳児、０歳児とお預かりをしてる

のですけども、５歳児のほうが単価的には安くなっております。常設保育所の保育料の、

３歳と２歳の差を今回提案させていただきます、へき地保育所の３歳と２歳の率で計算を

させていただきました。 

 もう１つ、議員が質問になりました２つ目の質問であります。２７年と２８年のどこと
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どこが違うんだという話しなのですけども、今回２歳児の保育については２８年４月１日

から適用させていただきます。２７年４月１日からの適用については、兄弟で、例えば弟

さんが町の保育所に入ってて、小さくて、０歳児とか１歳児で町の保育所に入ってて、お

兄ちゃんが３、４、５でへき地の保育所に入ってる場合、今まで２人目というカウントを

してなかったので、２人目の子どもの減額がありません、減免がありませんでした。これ

で同じ土俵に乗れたので、お兄ちゃんが例えばへき地保育所にいて、弟さん妹さんが町の

常設保育所にいた場合に、２人目の保育料を２分の１にするという、同じ保育所では今ま

で適用あったのですけども、今度、町の保育所とへき地の保育所を一緒の土俵に上げまし

たので、２人目のそれは２７年４月１日から適用したいと思っております。以上でありま

す。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 細かく説明をいただきましたが、私が一般質問したときには、０

歳児の子どもさんがという質問をしたときに、それは当面難しいんだというお話しだった

と思います。にわかにといいますか、１回仙美里９月に行いまして、勇足が２４日に行っ

て、アンケートも取ったようでございますけれども、この１カ月ちょっとの間にですね、

急転直下といいますか、へき地保育所で１歳年齢を下げて、保育も可能になったよという

ことも含めてですね、私としてはちょっと、相当早いことはいいことですけれども、なか

なか説明が届いてないのではないかということが懸念されましたので、今みたいな質問を

させていただいたということと、課長のほうから例題のように非常に細かくですね、御兄

弟で云々というお話しもありました。それは我々はある程度といいますか、理解はするつ

もりでございますけれども、子育てをしているお母さん、お父さんにとってはですね、ど

んなことになるんだろうということで、相当心配しているのもこれ実態だと思います。し

たがいまして、この条例が通ったとしてですね、このあとの町民の皆さんに対する、特に

親御さんに対する周知がですね、子ども未来課の担当の方々も大変かと思いますが、新し

く子育てゾーンということで南地区にも計画しているようでございますから、その辺の関

連も含めた中で、細かく説明していくべきかと思います。これは、条例制定にはあまり関

係ないことでございますけども、町民の方々が主役ということも考えますと、この辺の考

え方をお知らせいただきたいと。 

○議長（方川一郎君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） ２つ質問いただきました。１つ目であります。６月議

会の中で、議員のほうから一般質問いただきまして、答弁をさせていただきました。今回

は２歳児の保育をお受けします。０歳、１歳の場合には、６月の議会の中でもお話しをさ

せていただいたのですけども、調理室が必要だよ、保育士が多くかかりますよ、ほふく室

が必要だよ、設備が多くかかるということで、０歳、１歳についてはそのときには即答し

ておりません。その後、色々な検討をしまして、２歳児というのは大きな施設の改修が必

要ないということで、２歳児からお預かりをするということで、現場の保育士とも協議を
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いたしまして、理事者とも協議いたしまして、２歳児なら大きな施設の改修がないという

ことで、このような提案をしました。 

 ２つ目であります。今後の周知なのですけども、常設保育所はもう募集を開始してるの

ですけども、へき地保育所につきましては、当然この案件がございましたので、この案件

が議決いただいたあとにですね、募集をかける予定で、課では進んでおります。当然兄弟

のことだとかも、今後こうなりますよということも、わかりやすく広報しながら、地域の

保護者の方々に周知をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 何回も申し訳ございませんが、６月議会で質問しているというこ

とは、町民の皆さんも議会の活動の中といいますか、傍聴に来ている方々もおられますし、

議会の広報等でも出しております。その中で、大きくくくりますと０歳から３歳未満の方々

の入所については、今課長のほうから答弁ありましたように、大きな施設の改修等もしな

きゃならないということも含めてですね、あったものですから、いいことだと思うのです

けれども、にわかに進めてきたということも含めてですね、誤解のないように再度、親御

さんといいますか関係の方々に説明して、お金の絡むことでございますので、複雑な部分

ございますのでね、その辺だけ再度確認します。 

○議長（方川一郎君） 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） はい、議員の質問いただきましてから早急にやったわ

けでないのですけども、色々な新しい計画をつくったときから、へき地保育所のあり方に

ついて、０歳、１歳、３歳から受けたほうがいいのか、２歳から受けたほうがいいのか、

そういうことを検討してまいりました。議員言うとおり、関係する地域の方々の保護者に

はわかりやすい広報、わかりやすいチラシをつくってですね、今後のへき地保育所のあり

方について説明しながら、申込書をいただくようにしていきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６８号本別町立へき地保育所条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６８号本別町立へき地保育所条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第６９号 

○議長（方川一郎君） 日程第１２ 議案第６９号本別町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部

改正についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大橋子ども未来課長。 

○子ども未来課長（大橋堅次君） 議案第６９号本別町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改

正について、提案理由の説明をいたします。 

 この条例は、へき地保育所について、特例保育を提供する事業として特例地域型保育給

付の支給対象事業となったことに伴い、改正するものであります。 

 この条例では、まず１つ目として、保育認定を受けるための基準について、育児休業取

得時の保育の継続利用の要件として、既に特定教育・保育施設または特定地域型保育事業

を利用していることに加えて、特例保育、つまり、へき地保育所の利用について追加する

改正、２つ目として、同一世帯から複数の保育所を利用している場合の利用者負担軽減規

定について、従来からの適用対象である特定教育・保育施設と特定地域型保育事業に加え、

特例保育を適用対象とする改正を規定しています。 

 それでは、改正条文を朗読し、説明させていただきます。なお、括弧書きの朗読につい

ては省略をさせていただきます。 

 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準

並びに利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例。 

 本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要性の認定に関する基準

並びに利用者負担額を定める条例（平成２７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１１号中「利用しており」を「利用し、又は法第３０条第１項第４号に規定す

る特例保育（以下「特例保育」という。）を受けており」に、「利用する」を「利用し、又

は特例保育を受ける」に改める。 

 別表備考６中「場合を含む。）」を「場合を含む。）及び特例保育を受けている場合」に改

める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 以上、議案第６９号、本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必要

性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正についての提案説明と
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させていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６９号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の必

要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正についてを採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６９号本別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育の

必要性の認定に関する基準並びに利用者負担額を定める条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。 

ここで、暫時休憩します。 

午前１１時５５分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第７０号 

○議長（方川一郎君） 日程第１３ 議案第７０号平成２７年度本別町一般会計補正予算

（第８回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 議案第７０号平成２７年度本別町一般会計補正予算（第８回）

について提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人事異動、共済負担金率の改訂、年度途中の退職者等による人件費の再

調整、とかち東北部広域連携事業、ドクターヘリ導入事業、温帯低気圧による強風被害対

策事業の追加、地方道路整備事業の区域変更及び執行残、その他執行済みの事務事業にか

かる計数整理が主な内容であります。 

 それでは予算書の１ページをお願いいたします。 
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 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、５６９万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億２,５６３万９,０００円とするものでありま

す。 

 それでは、事項別明細書により、補正の主なものについて説明をさせていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 ２、歳出でございますが、各科目にわたります、２節給料、３節職員手当等、４節共済

費の人件費につきましては、３６ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、説

明は省略させていただきます。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費８節報償費中、ふるさと納税１１５万１,００

０円の補正は、寄付者の増により特産品の提供がふえたことによるものであります。 

 次の、１１節需用費７９万２,０００円の補正は、庁舎暖房制御装置の修繕に６０万３,

０００円及び電気自動車納車による充電設備に伴う修繕料として１８万９,０００円によ

るものであります。 

 なお、この電気自動車につきましては、３年間の無料モニターとして、日産自動車株式

会社様から提供を受けるものであります。 

 次の、１９節負担金補助及び交付金中、国際交流協会補助金８８万円の補正は、平成２

８年２月２５日から３月１日までの５泊６日の日程で来町されますオーストラリアミッチ

ェルからの訪問団１０名の受け入れ主体となる本別国際交流協会に対して補助するもので

あります。 

 次の、７目交通防災対策費１１節需用費中、街路灯５３万５,０００円の補正は、メイン

ストリート等の街路灯６基分の修繕によるもの、防災施設１００万円の補正は、役場庁舎

非常用バッテリー交換によるものであります。 

次の、８目企画費１９節負担金補助及び交付金中、地方バス路線運行維持対策費５３万

円の補正は、帯広陸別線運行にかかる経常収益の減及び経常費用等の増による負担金の増

額であります。 

 次のページ、上から３行目、１０目電算事務処理費１３節委託料中システム修正１３９

万８,０００円の補正は、公職選挙法改正に伴う選挙年齢引き下げに伴うものであります。 

 次の段、１３目情報通信費１１節需用費２５９万８,０００円の補正は、電柱移設に伴う

光ケーブル移転件数の増加によるものであります。 

 次の段、１４目基金費２５節積立金、財政調整積立金１億４,６１４万７,０００円の補

正は、歳入歳出調整分として、基金に積み立てるものであります。 

 なお、財政調整基金は、平成２７年度末で１４億７,３０６万２,０００円となる見込み

であります。 

 次の産業振興積立金５万円の補正は、本別ひまわり愛好会、代表、○○○○○様から、

個性あるふるさとづくり基金１０３万円の補正は、当初予算２００万円と合わせますと３
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０３万円となりますが、本別町拓農にお住まいの○○○○○様から１０万円、町内にお住

まいの匿名の方２名様からそれぞれ５万円、その他町外の方々からの２０７件２８３万円

の寄付によるものであります。なお、氏名、住所等の紹介は割愛させていただきます。 

 次の、１７目諸費１９節負担金補助及び交付金、貸切バス借上げ１７万９,０００円の補

正は、利用団体の増によるものであります。 

 飛びまして、１８、１９ページをお願いいたします。 

３款民生費２項老人福祉費１目老人福祉総務費１３節委託料３５０万円の補正は、市町

村連携地域モデル事業採択による十勝東北部広域連携事業として、空き家利活用判定調査

事業等を行うものであります。 

 次のページをお願いたします。 

３項児童福祉費３目常設保育所費７節賃金４９４万８,０００円の補正は、常設保育所へ

の入所児童数増による保育士の増員によるもの、その下、４目特別保育費７節賃金１７３

万９,０００円の補正は、へき地保育所入所児童数増による保育士の増員によるものであり

ます。 

 次の、１１節需用費修繕料３７万８,０００円の補正は、温帯低気圧によります強風のた

め被害を受けた子育て支援センターの屋根の修繕を行うものであります。 

 次のページをお願いいたします。 

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費１９節負担金補助及び交付金中、ドクタ

ーヘリ加入時負担金１３１万２,０００円の補正は、道東・道北ドクターヘリ十勝圏への運

行圏域拡大に伴うものであります。 

 次のページをお願いたします。一番上にあります、４項病院費１目病院公営企業費１９

節負担金補助及び交付金２,０００万円の補正は、いずれも繰入基準に基づく収支決算見込

みによるものであります。 

 次のページをお願いたします。 

下段のほうにあります、７款１項商工費６目消費者対策費１１節需用費５７万５,０００

円の補正は、北海道消費者行政推進事業採択による消費者被害防止啓発グッズを購入する

ものであります。 

 次の２８、２９ページをお願いたします。 

下ほどにあります、８款土木費２項道路橋りょう費３目道路新設改良費１３節委託料１,

５４３万６,０００円、１５節工事請負費９,７７７万７,０００円、１７節公有財産購入費

７０万７,０００円、２２節補償補填及び賠償金１,０６８万３,０００円の減額は、地方道

路整備事業の国庫補助金要望等に対する交付決定額の減により、事業費の確定によるもの

で、別添予算説明資料１ページをお開きください。 

 右側の事業種別ですが、町道美蘭別活込横断道路、補正前事業費６,５００万円、道路改

良延長２２５メートルを、補正後事業費２,０００万円、７４メートルに、町道東中西中間

道路、補正前事業費４,２００万円、道路改良延長１２０メートルの予定でありましたが、
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未実施のため、調査設計委託費、用地買収及び補償は次年度以降に繰り延べしております。 

 町道山手朝日線通り、補正前事業費５００万円を、補正後事業費３３４万８,０００円に

減額するもので、町道共栄通り、補正前事業費９００万円を、補正後事業費７０７万４,０

００円に減額するもので、町道美里別川沿道路、補正前事業費５,０００万円、道路改良３

２０メートルを、補正後事業費３,８８０万円、道路改良２００メートルに、町道栄町２号

通り、補正前事業費２,３５０万円を、補正後事業費１,４９５万８,０００円に減額するも

ので、町道勇足元町５号通り、補正前事業費２,２００万円、道路改良延長４３メートルを、

補正後事業費１,０９３万円、道路改良３４メートルに、公共サイン整備事業、補正前事業

費６００万円を、補正後事業費２７８万７,０００円に減額するもので、事務費、補正前１

７６万９,０００円を、補正後７０万２,０００円に変更するものであります。 

 左側の事業費を見ていただきたいと思います。 

補正額１億２,５６７万円の減額、財源内訳は、国庫支出金８,３１８万円、地方債４,４

２０万円の減額、一般財源１７１万円の増額であります。 

 以下、この資料での説明は省略いたします。 

 予算書にお戻りください。 

 ３０、３１ページをお願いたします。 

５項住宅費１目住宅管理費１１節需用費中、修繕料９０万円の補正は、公営住宅等の修

繕を行うものであります。 

 飛びまして、３４、３５ページをお願いたします。 

１０款教育費５項保健体育費２目スポーツ振興費１１節需用費５７万１,０００円の補

正は、多目的アリーナ消防設備の修繕によるものであります。 

 以上で歳出を終わりまして、次に歳入を説明いたします。 

 ６ページ、７ページにお戻りください。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金５節児童福祉費負担金８３８万

１,０００円、及び２段下の１５款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金６節児童福祉

費負担金４１９万円の増額補正は、へき地保育所について、特例保育を提供する事業とし

て、特例地域型保育給付の支給対象事業となったことによるものであります。 

 戻りまして、１４款国庫支出金２項国庫補助金２目民生費国庫補助金３節児童福祉費補

助金３３２万６,０００円、及び下段にあります１５款道支出金２項道補助金２目民生費道

補助金４節児童福祉費補助金１７２万４,０００円の増額補正は、地域子ども・子育て支援

事業にかかる補助金の確定によるものであります。 

 同じページ戻りまして、１４款国庫支出金２項国庫補助金５目土木費国庫補助金１節道

路橋りょう費補助金８,３１８万円の減額補正は、歳出で説明いたしましたが、事業費の確

定によるものであります。 

 下段の１５款道支出金２項道補助金２目民生費道補助金２節老人福祉費補助金３５０万

円の増額は、歳出で説明いたしました、とかち東北部広域連携事業に対する補助金であり
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ます。 

 １番下段、５目商工費道補助金１節商工費補助金６５万１,０００円の増額は、これも歳

出で説明いたしました、消費者行政推進事業に対する補助金であります。 

 次のページをお願いたします。 

１６款財産収入２項財産売払収入１目不動産売払収入２節その他不動産売払収入６９６

万円の増額補正は、町有林の売払いによるものであります。 

 下の１９款１項１目繰越金１節前年度繰越金９,２５７万４,０００円の増額は、平成２

６年度の繰越金確定による補正で、繰越金総額は、１億２,７５７万４,０００円となりま

す。 

 次の１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

上段の２１款１項町債３目農林水産業債１節農林債１１０万円の減額、次の４目土木債

１節道路橋りょう債４,４２０万円の減額は、いずれも事業費の確定によるものであります。 

 以上で歳入を終わりまして、次に５ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正でありますが、１、変更、これは事業量、事業費の変更等により限度

額を変更する内容であります。 

 起債の目的。 

 辺地対策事業、限度額２,８７０万円を２,４７０万円に、過疎対策事業、限度額２億５,

３７０万円を２億１,７９０万円に、公共事業等、限度額２,７４０万円を２,１９０万円に

変更するもので、起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

 以上、平成２７年度一般会計補正予算（第８回）の説明とさせていただきます。よろし

く、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入、歳出、地方債補正一括とします。 

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 歳出のほうの１３ページになりますが、一般管理費の８節報償

費中の、記念品代のふるさと納税で、今回１１５万１,０００円の追加増額補正なのですが、

何回か追加しているというふうに記憶しているのですが、この１年間を通してですね、こ

のふるさと納税の寄付者に対する返礼品として、希望が多いというのがあれば、どのよう

な物だったのか、その傾向等について伺いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） 特産品の提供に対する寄付者の方からの希望ですが、やはり

一番多いのはじゃがいもで３９.５パーセントを占めております。そのほかに、とうもろこ

しで１４.２パーセント、納豆の詰め合わせセット、豆詰め合わせセットが１０.７パーセ

ントというふうな感じで、皆さんに提供しております。以上です。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） それぞれの供給量の準備等については、量的なものは大丈夫と
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いうことでよろしいですね。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） はい、現在じゃがいもについては、提供は大丈夫です。ただ、

とうもろこし等については季節限定ということで指定しております。以上です。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 確認も含めて３点質問いたします。 

 まず、１３ページの部分でございますが、総務の一般管理費、９節旅費が３２万１,００

０円増額となっておりますが、この内容と内訳をお知らせいただきたい。 

 次に、１５ページの情報通信費の需用費の中で、先ほど課長のほうから説明がありまし

た。多分これ移設の関係ということでの説明があったかと思いますが、光ケーブル支障移

転ということになってますけれども、この因果関係といいますか、どういう内容になった

のか、お知らせいただきたい。 

 ３点目でございますが、３３ページの教育費の事務局費の中の賃金、臨時雇賃金が９４

万８,０００円の増額になってございますけれども、この時期に１００万円近い金がどうい

う形で臨時賃金として出てきたのか、お知らせいただきたい。 

 以上３点。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） まず１点目の、９節の旅費につきましてです。今回新たに出

ましたのが、南三陸町にただいま任期付職員を、復興支援ということで派遣をしておりま

す。もう丸２年が経過をしまして、これにつきまして向こうの、南三陸町との事前協議で、

次年度に向けての協議が必要となりました。その部分が１件です。あと、小松島市の人事

交流の分と、本来は小松島市から職員が来る予定でしたが、今年対応できなかったという

ことで来ておりません。次年度に向けて、これも協議が必要かということで、予算を計上

したところでございます。以上です。 

○議長（方川一郎君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） 電柱移設、光ケーブルの支障移転の関係でございますけ

ども、光ケーブルにつきましては、北電柱に共架させていただいてるという状況がござい

まして、この部分についてはですね、現在押帯地区ですとか、あるいは今、道道勇足本別

停車場線沿いが電柱の交換がされているというところでございます。今、見込みとしまし

ては４５本程度、北電のほうからですね、移設の申し出がございまして、電柱が新しく更

新されると、当然共架してる光ケーブルも移設してくわけなんですけども、例えば１メー

トルずれるだとか何とかというときには、その部分足すのではなくてですね、一定のスパ

ンで交換してくということもございまして、だいたい平均しますと１本当たり六万四、五

千円程度かかるというようなことでございまして、それで今４５本程度の申し出とですね、

それから今後１月から３月含めてのですね、予備的なものを踏まえまして、今回２５９万
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８,０００円ということで補正をお願いしてるところでございます。以上です。 

○議長（方川一郎君） 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） ３点目であります、３３ページ、１項教育総務費２目事務

局費でございます。９４万８,０００円の補正をしてございますが、当初１８３万３,００

０円を見込んでおりました。しかしながら、一般事務等のですね、管理事務の業務がふえ

まして、そこで今回９４万８,０００円、９カ月分を補正で計上したものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 色々、年度当初から見ての予定がかわったというような内容もあ

ろうかと思います。確認ですけれども、総務の一般管理費の中の南三陸町に行って、今後

の打ち合わせをするための旅費と、小松島市に来年来るということになるのですか、派遣

するということになるのですか、その事前打ち合わせのために、この時期にこれだけのお

金を計上したという解釈でよろしいのかどうかの確認。 

 それと２点目の話ですが、先ほど課長のほうから、共架にしている部分があると。１本

約６万円でございますので、今回２５０万ぐらいですから４０本程度になろうかと思いま

すが。これは当初からわからなかったのかどうなのか。そういうことであれば、例えば町

道に電信柱を立てているということになれば、協議をしているはずだと思います。ＮＴＴ

にしても北電柱にしても。それらの中で光ケーブルの計画があった時点から、その辺はあ

る程度は理解できた部分があるのでないかなと私は思うのですが、その辺、毎年補正で２

４０万を補正していくということではないと思いますけれども、当初の考え方がどうだっ

たのか。スパンが合わないから、共架の部分でスパン割で足していくだとか、色々な技術

的なこともあろうかと思いますけれども、こういう部分については当初から想定される分

には見てくるのが本来の姿であろうかと思います。今回の台風だとか、そういう形での支

障があったということでなければ、新年度に向けてどういうふうにお考えしているのか、

その辺も含めての考え方をお示ししていただきたい。 

 次の教育費の関係でございますが、ちょっと聞き取れなかった部分もあるのですが、９

カ月分を今回見たということですか。ちょっとその辺がわからなかったのですが、これか

ら年度末までの間、まず３カ月分ということになれば、今までの分が足りなかったからど

こかから流用といいますか、これはルール違反でなくての流用が色々認められてると思い

ますけれども、そういうことで来たのか、これから年度末までにはだいたいどう考えても

３カ月、４カ月程度ですから、人数が複数になるのか、その辺ちょっとお知らせいただき

たい。以上３点について。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収君） まず１点目の旅費につきまして、南三陸町につきましては、

もう南三陸町のほうでは次年度に向けての人員配置については協議をして、本町にも文書

等来ております。その中で、向こうの実態、それから町の考え方、あと本人の、うち任期
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付職員で派遣をしておりますので、あくまでやっぱり本人の希望もありますので、その辺

を、実状を見て来て判断をしております。そういう形で行っております。 

 それから、小松島市の人事交流につきましては、今年小松島市から１名来る予定でした

が来ておりません。順番から行けば、来年度本町から小松島市の派遣になりますが、小松

島市の人事交流のあり方、私どもの研修のあり方もやっぱり、もう十何年たちましたので、

協議することが出てきましたので、そういう形で今後詰めていきたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○議長（方川一郎君） 高橋企画振興課長。 

○企画振興課長（高橋哲也君） はい、お答えいたします。大住議員言われるとおりです

ね、本来であれば、基本的には数字等を押さえた中で当初予算に計上するということだと

思います。ただ、民間事業者のほうでですね、例えば更新される、あるいは工事に取りか

かるというようなことも当然あろうかと思いますし、必ずしもこういった形がベストでは

ないというふうに思っておりますので、言われるとおり、そういった部分情報収集に努め

まして、できる限り当初予算に反映させていきたいというふうに考えております。よろし

くお願いします。 

○議長（方川一郎君） 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） はい。先ほどの賃金、臨時雇い入れの件について御説明い

たします。 

私さきほど９カ月と申しましたが、７カ月でございますので訂正願いたいと思います。 

それで、事務職員をですね、９月から追加でですね、雇用してございます。その件につ

きましてはですね、まず全体といたしまして、私どもの臨時職員につきましては準職員、

それから臨時職員、それぞれ各部署にはりつけをしてございます。その関係で当初見込ん

でいました、準職員もおりますから、そこの配置とか、もしくはそれから一般学校教育全

般にわたりましてですね、今業務が多忙になってございます。それらを全部合わせてもで

すね、どうも年の途中から人をふやさなければ対応できないということを判断いたしまし

て、９月から新たにですね、雇用する臨時職員を事務職に配置してございます。ここの部

分につきましてはですね、トータルの金額から持ってきましてですね、９月も補正はちょ

っとできませんでしたので、１２月補正とさせていただいたものでございます。よろしく

御理解願いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 前段の２問については理解いたしました。 

 最後の７カ月の確認ですが、９月からお１人をお手伝いいただくための臨時賃金で、今

指折って勘定しましたけれども、７カ月ということの解釈でよろしいのですか。 

○議長（方川一郎君） 佐々木教育次長。 

○教育次長（佐々木基裕君） はい、９月からの７カ月分でございます。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 
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 矢部隆之君。 

○１番（矢部隆之君） １点、２４ページ、２５ページであります。第４款の衛生費の中

の、第４項の病院費の関係でございますけれども、今回合計で２千万円の補正ということ

でありますけれども、説明の中に保健衛生行政経費５００万という部分がありますが、説

明あったかもしれないのですけど、ちょっとこの内容についてどういう経費なのか。 

それともう１点、今回、今言った保健衛生行政経費で５００万円、不採算地区の病院運

営経費で５００万円ということで、さきほど総務課長の説明の中で、今回これを補正を見

たのは収支決算見込みによるものだよということで、民間でいえば、例えば９月末で来年

の３月末の決算見込みというような出し方をするのですけれども、ここの決算見込みによ

って今回補正をしているというのは、来年３月末でこれぐらいになるだろうということで

今回補正をしたのか、というのは２６年決算と今回の５００万、それぞれ５００万見て、

だいたい去年の２６年決算と同じぐらいの金額に執行額がなるのではなかろうかと思うの

ですけれども、前段できょう、町長のほうから行政報告ありましたけれども、病院事業会

計については入院、通院患者の減少によって若干厳しいかなというような報告もありまし

たのですけれども、決算見込みでだいたい去年ぐらいの数字でおさまるから、今回補正で

それぞれ５００万、５００万見たよという解釈でよろしいのかどうか、その２点について

お知らせをいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（方川一郎君） 毛利病院事務長。 

○病院事務長（毛利俊夫君） ただいま、矢部議員の御質問２点について、お話ししたい

と思います。今回、繰り入れ基準がございますが、その中の救急、それから保健衛生、そ

れから不採算地区ということで、３項目を上げさせていただきました。実はですね、繰り

入れ基準は概ね１２項目の部分がございまして、当初予算には全て掲載しておりますけれ

ども、それぞれ繰り入れ基準というものを、かかる経費でございますが、設けておりまし

て、全体で、当初予算につきましては２億９千万円の内容でございます。今回それぞれ３

項目補正をいたしまして、総額が３億１千万円、これは収益収支の部分でございますけれ

ども、なるということで、経費的にはですね、受託事業、保健衛生の部分でございますけ

ども、保健福祉と連携する経費ですとか、それにかかる人件費などの部分、それから受託

事業の、いわゆる予防業務というような項目が保健衛生という形になりますけども、その

経費の部分で当初６００万円でございましたけれども、繰り入れ基準額は１,２００万円程

度ございますので、今回５００万円を補正させていただいたということでございます。 

 それから、２点目の部分にも関連してございますが、上期の状況については行政報告で

させていただきまして、上期の状況を鑑みまして、繰り入れ基準に基づき、今回２千万円

の上積みをさせていただいたということになっておりまして、状況的には入院が当初５３

名を見込んでおりましたけれども、現行については４７人というようなことでございまし

て、今後ふえればですね、改善といいますかね、前年と比べてということにもなりますけ

ども、現時点、下期については５０名程度の入院を見込んだ、そういった決算見込みによ
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ります収支、補てん分というような形で計上させていただいてるところでございます。以

上です。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７０号平成２７年度本別町一般会計補正予算（第８回）についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７０号平成２７年度本別町一般会計補正予算（第８回）については、

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（方川一郎君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

念のため申し上げます。 

 明日１２月９日から１４日までの６日間は休会であり、１２月１５日午前１０時再開で

あります。 

これをもって通知済みとします。 

 なお、一般質問の通告は、１２月１０日正午をもって締め切りとします。 

質問のある方は、締め切り時間厳守の上、提出願います。 

 本日は、これで散会します。 

 御苦労さまでした。 

散会宣告（午後 ２時 ７分） 
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開議宣告（午前１０時００分） 

───────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議会運営委員長報告 

○議長（方川一郎君） 日程第１ 議会運営委員長から報告を行います。 

 議会運営委員長小笠原良美君、御登壇ください。 

○議会運営委員長（小笠原良美君）〔登壇〕 おはようございます。報告いたします。 

 議会の運営に関する事項。陳情文書の取り扱いについて申し上げます。 

 １２月４日の議会運営委員会以降、本日までに２件の提出がありました。  

 日本の医療を守る道民協議会第１３回総会決議内容実現に向けた取り組みの陳情、

商工会に対する平成２８年度市町村補助金についての要望、以上２件については、後

刻、回覧に供することといたします。 

 次に、意見書の取り扱いについて申し上げます。 

 本日までに１件の提出がありました。ＴＰＰから地域の経済と暮らしを守ることを

求める意見書については、あす１６日の本会議で審議する取り運びを予定いたしまし

た。 

 以上、報告といたします。 

○議長（方川一郎君） これで、報告済みといたします。 

───────────────────────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（方川一郎君） 日程第２ 一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。 

 ９番高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） 議長の許可をいただきましたので、通告をいたしました２問

について質問をさせていただきます。 

 まず１問目でございますが、ひとり暮らしの高齢者の安否確認と緊急体制について

でございます。 

 高齢化が進む中で、ひとり暮らしの高齢者がふえていると思います。ひとり暮らし

になっても、本別町に住み続けるためには医療や介護の充実を図ることはもちろんの

ことですが、在宅で住み続けるためには日ごろからの安否確認、緊急通報体制の確立

が大切だと思っています。 

 そのためには、行政、自治会、地域、民間業者、特に定期的に訪れる宅配業者など

の連携が大切だと思います。 

 そこで以下、３点についてお伺いします。 
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 第１点目でありますけれども、行政の取り組みとして多機能型端末などの整備によ

る安否確認を取り組んでいるところがあります。 

 また、本別町としては十勝広域消防の仕組みにあわせた緊急通報システムの見直し

が課題となっています。この整備についての考え方をお伺いします。 

 ２点目でございますが、自治会では隣近所はもちろんのこと、在宅福祉ネットワー

クの活動としての見守り活動、サロン活動を通じて安否の確認をしたり、また、何か

あったときには町社協からいただきました緊急時のための連絡シートの配付などが行

われています。 

 しかし、プライバシーの問題、高齢化等により難しい面もありますが、一層の充実

が必要だと思います。どのように受けとめているのかお伺いします。 

 次に３点目でございますが、高齢者の安否確認の一躍として宅配業者等の協力をい

ただいている町村もあります。本町として、導入をどのように取り組んでこられたの

か、以上３点についてお伺いをいたします。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 高橋利勝議員のひとり暮らしの高齢者の安否確認と

緊急通報体制についての御質問の答弁をさせていただきたいと思います。  

 まず１点目の本町の緊急通報装置につきましては、平成２０年度に約１,６００万円

の全額国庫補助事業によりまして、道内初の人感センサーを活用した緊急通報装置を

８５台導入しまして、１２月１日現在の利用台数は５８台となっているところであり

ます。 

 この緊急通報システムは大きく分けて三つの機能を持っておりまして、人感セン

サーによる安否の確認、二つ目には玄関センサーによる外出・徘徊の確認、三つ目が

緊急押しボタンによります消防署への通報を行うことができるということで、三つの

機能を持っているところであります。 

 装置及び貸与の内容につきましては、自宅の玄関、居間、寝室の３カ所に人感セン

サーを取りつけて、電話機の近くに押しボタン式の緊急通報装置を設置をし、押しボ

タン式の緊急通報用のペンダント１台を貸与するものであります。  

 本町の緊急通報装置が持つ機能は利用者の行動データを別居家族がインターネット

により閲覧できることや、通常の起床時間に人感センサーに反応がないときは、玄関

センサーによる夜間の外出、さらには徘徊などを感知をして、家族にメール送信でお

知らせすることが特徴となっております。 

 また、緊急通報用の押しボタンを押した際には、消防署への通報の後に別居家族や

近隣の協力員に対して緊急通報を行ったことを電子メールによってお知らせすること

ができることになっております。 

 また、情報通信技術を活用しました、きめ細やかな情報伝達が可能となっていると

ころでもあります。人感センサー機能を活用した多機能型の緊急通報端末につきまし
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ては、導入費用が割高になりますことから、道内では一部の自治体のみの導入となっ

ておりまして、十勝管内では本町と上士幌町の２町のみが導入を行っているという状

況でもあります。 

 各市町村が設置しております緊急通報システムにつきましては、これまで統合や運

用などに関する議論が行われてきたところですが、事業内容や通報、また連絡体制が

異なりますことから、十勝全体での一元化は現状では困難な状況にあるということで

もあります。 

 今、御質問のとおり、消防の広域化に伴います出動区域の見直しによりまして、本

町においても２世帯の緊急通報システムの利用者が足寄消防署からの緊急出動となっ

ておりまして、該当する２世帯の緊急連絡先などの台帳情報の共有、さらに管理方法

につきましては足寄消防署及び足寄町役場福祉課と協議を行っておりまして、内容が

まとまり次第、利用者及び家族、近隣の協力員の御協力をいただく説明をこれから行

う予定であります。 

 万全の体制でとかち広域消防への移行を行うために準備を進めておりますので御理

解いただきたいと思います。 

 また、本町のシステムにつきましても、導入後約７年が経過して更新時期を迎えて

いることも事実でありまして、十勝東北部の広域連携事業のもとで３町の協働により

ます緊急通報システムの導入に向けた検討を引き続き行って行く予定にしております。 

 ２点目のひとり暮らし高齢者に対する安否の確認の充実についての質問であります

けれども、本町では平成５年から一人の不幸も見逃さないを合い言葉に安否確認、除

雪、サロン活動を柱をします在宅福祉ネット活動を自治会、社会福祉協議会、町の３

者が一体となって充実強化を図ってきたところでもあります。 

 この活動は、向こう３軒両隣の昔から引き継がれております公助や共助を中心にし

て、足りない部分を社会福祉協議会や町の公助によりお互いが補い合って地域福祉を

推進し、よりよいまちづくりを目指すものでありまして、本別町の福祉でまちづくり

の原動力なっているところでもあります。 

 個人情報保護法の施行に伴いまして、地域の福祉関係者がその対応に苦慮されてい

ることや、自治会役員の高齢化などによりまして担い手不足など、さまざまな課題や

困難が生じている中での活動を継続して、さらなるネットワークの充実強化に向けて

御尽力をいただいている自治会関係者に対して、改めて敬意と感謝を申し上げるとこ

ろでもあります。 

 今後もひとり暮らし高齢者世帯の増加が見込まれる中で、個人情報保護に配慮しな

がら、災害時に支援が必要な方や緊急連絡先などの情報を地域の福祉関係者と共有を

図りながら、さらに引きつづきこの情報を提供し、またそれぞれの情報、また共有し

てしっかりとした責任の体制を強化していくことが我々の役割だというふうに感じて

おります。 
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 また、平成２５年３月に社会福祉協議会に設置をしましたあんしんサポートセン

ターにつきましては、地域の福祉人材にあんしんサポーターとして登録をいただきな

がら、定期的に継続的な訪問や見守り、さらに買い物の代行など日常的な金銭管理、

さらには後見人としての支援などをいただきながら、幅広くひとり暮らしの世帯の方

の支援を行っていただいているところでもあります。 

 あんしんサポートセンターでは、月１回、利用者に対するケース会議を開催しなが

ら、３カ月ごとに行政との行動会議、支援者によりますチームミーティングを開催し

て、利用者個々の状態に応じた適切なサービスの運用に努めているところであります。 

 ひとり暮らし高齢者を始め、社会的な支援を必要とします方に対する見守りや生活

支援サービスの提供においては自助、互助、共助、公助によります適切な役割分担の

もとに、相互の連携を密にして重層的なセーフティーネットを構築していく必要があ

るというふうに考えています。 

 そのためには、社会福祉協議会との連携の強化、活動に対する支援を継続していく

ことはもちろんですけれども、自治会連合会も在宅福祉ネットワーク協議会、民生委

員児童委員協議会、地域福祉の中核的な役割を担っていただいております団体間の情

報や課題の共有、さらには既存サービスの見直しや新たな課題に対応するための施策

の検討など、協議を行うための場づくりや連携の機会をふやしていくことが重要だと

考えておりまして、関係団体の御協力をいただきながら、さらに一歩福祉でまちづく

りを推進していきたというふうに考えております。 

 御質問の３点目の安否確認の一翼を宅配業者に担っていただくことの御質問であり

ますが、日常的、継続的な見守りや情報提供が必要な方につきましては、既に地域包

括支援センターから新聞配達店など、個別に民間事業者に御協力いただいているとこ

ろであります。 

 ただいま御質問のありましたとおり、さらに一歩進んだ包括的な見守り体制を構築

していくためには、オール本別の取り組みも必要でありまして、民間事業者と福祉関

係団体、自治会、住民の福祉ネットワーク関係者に御相談をさせていただきながら、

包括的な見守り体制の構築や協定締結などに向けた取り組みを検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上を申し上げて答弁とさせていただきますが、何といってもこの見守りにつきま

しては御質問にありましたように、やはり向こう３軒両隣、特に近隣の住民の皆さん

方の御協力がなければ何の進展も、また安心の暮らしも十分にできないということは

明白のことでありますので、さらにまたネットワーク含めた自治会、さらにまたただ

いま申し上げました社会福祉協議会を始めとする関係団体ともさらに連携を密にしな

がら、しっかりといつまでも安心して住み続けられる地域の構築のために、しっかり

と努力させていただきますことを重ねて答弁させていただいて、御質問の答弁とさせ

ていただきます。 
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○議長（方川一郎君） 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） 今、それぞれの分野における取り組みについて御答弁をいた

だきました。 

 そこで、認識の問題として今までのように一定の基準がある中で、高齢者の方もサー

ビスの提供をいろいろな形で受けているわけですが、それら全面的に十分かというこ

とは別にして、やはり近年感じますことは、その基準、ひとり暮らしの高齢者で、例

えば元気な高齢者、例えば８０歳超えているとか、そういう高齢者の人たち、あるい

はその病院に通っているだけで、そういった今のいろいろな取り組みのサービスを受

けていない、その人たちの中に相次いでいろいろなことが起きていまして、議員協議

会のときにも言いましたけれども、私の自治会では最初は実は元気ないつもサロンと

かいろいろなところに来て元気な方なのですけれども、転倒して腰を悪くして、その

ときは民生委員の人に電話する力があったから、電話をして連携をとってやったとい

うことなのですが、その後に、この前も言いましたように８０歳過ぎの女性が転倒し

て腰椎圧迫骨折、全く動けなくなって、１日半後に集金の人に見つけていただいたと。  

 そういう意味では３番のそこのネットワークというか、中に入ってきたのですが、

ただその人、もう一人は６６歳の男性でもともと病気がちだったのですけれども、６

６歳と若いこともあったものですから、カラオケなどに来ていましたけれども、ちょっ

と来なくなってもそんなにみんなは心配していないと、ところが実際になってみると、

友人が尋ねたらもう亡くなってて、４日も５日もたっていたという、そういう状況が

あります。 

 ある意味では、特異的な状況になるかもしれませんけれども、やはりどんどん高齢

化していくことによって、今、地域やその上に出てきている高齢者の人でも、なかな

か厳しい状況にあるのではないかというふうに私は受けとめています。  

 そのためにも、今、出ていましたけれども３町で共同ということで、多機能型端末

機とか、緊急通報システムと、多機能型ですからいろいろな形で活用できる、そうい

う整備を今よりもさらに枠を広げて、もっと高齢の人に対する枠を広げて、たとえ介

護認定になってなくても、病院には普通、ほとんど通っていますけれども、そういっ

た人たちにも一定の整備をするべきではないかというのが、そういう思いがするわけ

です。 

 それで、それは２番目にもつながってくるのですが、我々も今言うように地域でネッ

トワークとか、サロンとかいろいろやっていますが、問題はそこへ出てくる人はいい

のです。誘っても来ない人がいて、見守り活動ということで、それをやりますけれど

も、ただ、見守り活動も隣近所の人や我々にしても日常の生活の中でかかわっていく

ということが基本で、毎日行って本人が嫌がるのに確認するとかと、そういうことに

はならないわけですから、そうすると家にいるという意味では、その多機能型の端末

機の整備とか、緊急通報システムとか、そういうものと、あとは地域の活動と、あと
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は宅配業者もそうですし、連携もしていくということが私は今の現状の中で検討して

いく課題ではないかというふうに思っています。 

 そうしないと、地域も先ほど言いましたようになかなか出てこないし、行ってもほ

とんど相手にしてくれないという言い方は変ですが、なかなか意志が通じないような

人たちに対する不安というのがあるわけです。現実にそういう問題が起きてくると、

地域としても、どうだったのかなというのは、これは率直な思いなのですけれども、

一方でもう少し行政とかいろいろなことを含めて連携をとっていけば、もうちょっと

何とかなるのではないかなというような、そのような思いもあって、そういう意味で

は先ほども言いましたようにもう少しいろいろな意味でそういう対象者を広めて、そ

ういう地域といろいろ議論して、私は整備していくということが大事ではないかと、

それぞれの持ち場で努力していくということは大事ではないかと思うのですが、その

点についてお伺いします。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 御質問のとおりだというふうに思いますし、またそのことも

含めて特にこの問題が町民の皆さんにクローズアップされたのはやはり平成５年にそ

れぞれ孤独死などが報道される中で、やはり本別はそういう一人の不幸を見逃さない、

そういう地域コミュニティーをしっかりつくっていこうということで３自治会の会長

さん方からそれぞれ立ち上がっていただいて、それぞれ福祉団体、役場ももちろんで

すけれども、一緒になってサロン、ネットワークができてきたということなのです。  

 それらを含めて、もちろん隣近所のネットワークはこれだけやっていただいていま

すから、これは本当に一番ありがたいこと、一番そこが原点だと思うのです。それで

なかなか起きないねとか、また、御質問にありますように最近やはりプライバシーだ

とかいろいろありますから、中には個々の、人それぞれの事情がありますから、必ず

しもそういう該当しますからどうですかといっても、私はまだまだそんなお世話にな

らなくもいいという人もちろんたくさんいます。 

 そういう個々のケースにあわせてということ含めて、こういう人感センサーだとか、

また遠く離れていても家族が、言ってみれば一定程度見守りができるなどなどの方式

も含めていろいろ導入してくるわけですが、最後はそこまでいってもなかなか限界が

あるし、また、それだけ全部補うというわけにはいきませんから、これは御質問のと

おりだと。 

 やはりそういう手段も含めてさらに持続させていきながら、さらにまた一番お願い

するところは何といっても隣近所なのです。明かりがついただろうか、冬になればス

トーブの煙突から煙りが出たのだろうか、カーテンが開いたのだろうか、そういう見

守り含めて、実際にどこの自治会の皆さんもそういうような該当する方々にはそうい

う見守り支援、ただ、御質問にありましたようにそういう年齢で一定の区切りという

のは、それは仕方ないでしょうけれども、そうでない割と若い世代の人が突然、心臓
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だとか、または脳梗塞だとかという、そういう急にぱたっと床に伏すというようなこ

とになったら、なかなかそこは見つけられないということありますから、そういうこ

とも含めて、やはりそこら辺を少しでも解消するというのは御質問ありましたけれど

も、なかなか普段出てこれないような方をやはり地域の中に、自治会の中に出てきて

いただいたり、コミュニケーションがとれる体制というのはやはりとっていかなけれ

ば、なかなか解決にいかないのかなというふうに思います。 

 そういう意味では、御質問にありましたようにそういう隣近所で、特にサロン含め

た活動もさらにまたお願いしながら、この役割としてしっかりそういう環境だとか、

条件つくるためには、しっかりと精査だとか、また緊急通報体制などなど含めてもしっ

かり条件を整えていこうかなというふうに思っております。 

 それら含めて、池北三町で広域の中で同じ通報システム、これは新しい消防広域体

制になるわけですから、そこにも対応できるような方向も含めて、しっかりとそれは

連携して、統一した通報ができる、そしてまた見守りができる体制をとっていくとい

うのも一つの方法として考えているところであります。 

 さらに、転倒とか、けがだとかというのですけれども、この問題については本当に

最近、こういうつるつるで、玄関出た途端に転ぶというのは非常に多いのです。朝、

ごみステーションに行くときに転んだとか、実に今、御質問のあった、私の身内もい

ましたから、大変お世話になりましたけれども、本当にそういう意味ではそういうこ

とも含めて、どこの自治体にもあり得ることでありますから、そういうときにはどの

ような方法が一番連絡がとりやすいのか、また通報がしやすいのかということも含め

て。十分にまた、内部はもちろんですけれども、関係機関の皆さん方、また自治会の

皆さん方とも協力させていただきながら、できる限りその要請に応えるような、しっ

かりとした体制を構築できるように、さらに努力させていただきたいと思います。  

 以上を申し上げて答弁といたします。 

○議長（方川一郎君） 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） いろいろ難しい中で、その機器の整備というのも希望とかい

ろいろな問題があるのでしょうが、ただ多機能型の端末機というのは、例えばこの前

の東北部の広域連携の事業の中では安否確認というよりも広域対応とか、通報もあり

ますけれども、そういう御用聞きとか、いわゆる買い物とか、そういうものにも利用

するということなのかちょっとわかりませんが、ただ町村によっては例えば今、言う

ように買い物の関係とか、御用聞きとか、そういういろいろな日常の生活と、その中

に安否確認とか、そういう安否確認というか緊急通報システムはちょっと入るかどう

かわかりませんけれども、何かそれを活用しているところはあるわけです。  

 ただ、安否確認のためのだとかということになると、なかなか抵抗はあるけれども、

一方でそういうほかのことにもいろいろ使えるのだよというようなことで、そういう

端末機を入れているところもあるわけですけれども、この中にはＩＣＴの活用という
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ことで書いてありますが、ただ、町長が言われたようにいろいろな対象者がどのよう

に使えるかとかいろいろなことを含めて、あることは現実ですけれども、こういった

形でやはり日常生活支援基盤として整備をしていこうとしているのであれば、やはり

そういった安否確認とか、そういうようなこともできるようなシステムをうまく組み

入れてやるということもできるのではないかと思うのですが、それと三町ですから、

残念ながら今回の広域連携事業は該当しなかったということですが、三町でというこ

とでもありますけれども、やはり１日も早いこの端末機の導入を整備をするというこ

とが、私は今の高齢化の中で大変重要でないかと思っています。  

 ネットワークのほうも従来は対象者が少なかったというか、自治会によっては、で

すから見守りをするというか、支援をするという人のほうが多かったわけですけれど

も、現在はやはり全体的に底上げになっていますから、８０代を超えた人というのは、

例えば私の自治会だって何人もいるのです。もちろん元気な人もいますけれども、先

ほど言ったように病院行ったりとか、いろいろしている人たち、その人たちについて

は要援護活動とかの担当者を決めたりとかということになるのですが、それ以外だと、

先ほど言ったようになかなかそういうところに届かないというか、サロンとかそうい

うので連携していますけれども、そういう人たちの先ほど言ったようなことが少しず

つかもしれないですけれども起こっているものですから、そういうものをカバーする

という意味でもネットワークがそういうものをカバーしてやるという意味でも、その

端末機とかそういうのを入って、ある程度、安心のもとで、あとは地域でできること

はやっていくということが私は何か大事ではないかと思うのです。  

 それでないと、なかなか何かあると地域もなかなかきつくなるという現状もありま

すので、そういう意味では多機能型の端末の整備というのは、先ほど言ったようなこ

とを含めて機能をいろいろな形に活用する、あるいはなるべく早く整備するように検

討するというようなことが必要だと思うのですが、その点についてもう一度お伺いし

ます。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 連携の整備含めては担当のほうから答弁をさせていただきま

すけれども、基本的に御質問のとおりだというふうに思っているのですが、ただ今、

いろいろと改めて御質問をいただいて、なるほどそうですよねという感じを受けるの

はやはりネットワーク含めてですよね。 

 平成５年ですから、本当にあの早い時期によくぞこういう体制を構築していただい

たなと、ほとんどの、町民の皆さんがそこに、ネットワークの中に暮らすことができ

ているということでありまして、まだ正式加盟していなくてもその地域全体が、町全

体がそういうネットワークの中にいるわけですから、本当にありがたいなというふう

に思っているのですが、今、御質問ありますようにその中の支える側と、またそれを

支えていただく側というとちょっと語弊があるかもしれませんが、対象とする人たち
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がそれぞれ高齢化含めて、非常にやはり複雑、またはこの人数も多くなってきている

というのを含めては、そういう意味では最初スタートしてからそこにずっと寄り添っ

ていればいいということでは決してないのだろうなというふうに改めて感じさせてい

ただきましたから、それも含めて今、町内でも議論しているのですが、それら自治会

活動とか、皆さんネットワークはそういう実態も含めてどういうような、より安心し

てそういう暮らしが構築できるかということのサポートをできるようにしっかりいろ

いろきめならなきゃならないなということも含めて、ですからそれも含めて三町の広

域でそれぞれスケールメリットも出しながらということも含めて、担当のほうも大分

努力させていただいていますから、そこを含めて答弁をさせていただきますけれども、

今言われましたように、特に多機能型のこの整備というのは、我々も大事なところだ

と思っておりますので、そのことを申し上げて、その取り組み内容については担当の

ほうからやってもらいます。 

○議長（方川一郎君） 村本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（村本信幸君） ただいま高橋議員のほうからありました緊急通報シ

ステムの関係についてお答えをさせていただきたいと思います。  

 先だっての議員協議会の中でも御説明をさせていただきましたけれども、三町の連

携事業として現在、この緊急通報システムをどのように整備をしていくかというのが

今後の協議課題というふうになっております。 

 まず消防の広域化の関係もございますので、三町として同じシステムを共有しなが

ら対応していく体制がとれるかどうか、それと現在のシステムを更新していく際にあ

たって、その端末機、今ございますその緊急通報は当然なのですけれども、それにあ

とどのようなサービスを付加していけるかというのはちょっと今、検討しております。 

 例えば、御用聞きコール、御用聞きボタンというのを設置をしながら何か困り事で

すとか、あるいは買い物支援、そういったものに結びつけていけるのか、あるいはお

はようコールといいますか、御家族の方にそのボタンを押すことによってきょうの安

否といいますか、そういうのを伝えることができるようなシステムがつくっていける

のか、そういったことも含めまして今後、検討を進めていきたいなというふうに考え

てございます。 

○議長（方川一郎君） 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） それでは、２問目についてお伺いをします。 

 障害者差別解消法の施行に当たってでございます。 

 ２０１６年４月、来年４月より障がいのある人への差別をなくすことで、障がいの

ある人もない人も、共に生きる社会をつくることを目指し、障害者差別解消法が施行

されます。 

 この法律の主な定めの中に、国の行政機関や地方公共団体及び民間業者に障がいを

理由とする差別を禁止すること。分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等
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を示す対応要領、対応方針を作成することとしてありますが、本町として法に基づく

取り組みはあるのでしょうか。あるとすれば、どのような取り組みがあるのかまずお

伺いをします。 

 また、障害者差別解消法は不当な差別的取り扱いと合理的配慮をしないことが差別

になるとしています。この点についても施行に当たってどのように受けとめているの

かお伺いをします。 

 ２点目でございますが、障がい者差別の解消も含めて、障がい者条例、もっといろ

いろな長い名前がつくのですが、主に障がい者条例ということで可決している町があ

ります。町民の皆さんが障がい者への理解を深めるためには広く議論するが、さらに

は暮らしやすくする地域づくりが位置づけられています。本町として検討してみる考

えはないか伺います。 

 以上、２点についてお伺いします。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 高橋利勝議員の２問目の障害者差別解消法の施行に当たって

の御質問の答弁をさせていただきますが、１点目の法律で定めます対応の要領などに

関する取り組みとして、法律の施行に当たってどのように受けとめているかという御

質問でありますけれども、平成２８年の４月から実は施行されるということになって

おりまして、障害者差別解消法により地方公共団体におきましては不当な差別的取り

扱いと、合理的な配慮の提供が義務づけられて、この対応要綱の作成が求められてい

るところであります。 

 本年３月に策定いたしました本町の第５期の障がい者保健福祉計画におきましては、

この法律の制定を受けて障がいを理由として差別を受けたり、障がいの配慮がないた

めに暮らしにくさを感じたりすることがないように、障害者差別解消法の理念の普及

に努めることと定めているところでもあります。 

 本町といたしましても、障がいを理由とした差別を行わないように適切に対応する

ための事項を定めて、具体的な差別行為や望ましい合理的配慮を明示した職員対応の

要綱の作成に取り組むこととし、町民の皆様にも法律の趣旨や内容の御理解をいただ

けるように広報活動に努めてまいりたいと考えています。 

 障がい者の差別解消法では、障がいを理由とする差別の禁止が規定されたものの、

何が差別に当たるのか、また合理的配慮としてどのような処置が望ましいのかといっ

た具体的な内容はまだ明らかに実はされていないのが事実であります。  

 特に、合理的配慮につきましては、障がいの特性や配慮が求められる具体的場面や

状況に応じて異なりますので、多様で個性の高いものだというふうに思っています。  

 作成に当たりましては、全庁的な取り組みが必要となりますことから、職員のコン

センサスを得ることが非常に重要でありますし、障がい者関係団体との意見交換によ

りまして、障壁となります求めらる配慮などの整備を含めて対応要綱への御意見をい
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ただきたいと考えているところでもあります。 

 この法律は障がいを理由とします差別の解消に関する基本的事項や、また国及び地

方公共団体、民間事業団体などにおける差別を解消するための措置などについても定

めるものでありまして、この法律やこの法律に基づいて作成される基本方針や対応要

領、対応指針を通じてどのようなことが障がいを理由として差別に当たるのかについ

て、社会全体で認識が共有されて、差別をなくするための取り組みを推進することに

よりまして、誰もが安心して暮らせる豊かな社会の実現を目指していくというもので

もあります。 

 今後も引きつづき障害者差別解消法の趣旨を踏まえながら、第５期の障がい者保健

福祉計画で定めました理念に基づきまして、障がいの有無にかかわらず誰もが住みな

れた地域で安心して暮らすことのできるまちづくりに努力してまいりたいと考えます

ので、引き続き御理解と御指導をいただきたいというふうに思います。  

 ２点目の障がい者条例に関する質問でありますけれども、北海道は平成２１年３月

に障がい者及び障がい児の権利を擁護するとともに、障がいがあることによっていか

なる差別、虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進することを目的に

障がい者及び障がい児の視点に立って、道の施策の基本となる事項、道が実施すべき

事項及び道と市町村との連携により実現すべき事項などを定めると規定した北海道障

がい者条例を制定したところでもあります。 

 道内の市町村では、これまでは奈井江町と芽室町が制定をし、新得町では来年２８

年４月に施行されることとなっていると聞き及んでおります。本町におきましては、

これまで障がい者条例の策定に向けた具体的な議論はまだされていないところですが、

障がい者関係団体、関係者の皆様との意見交換を行いながら、将来的な条例制定に向

けた議論を深めてまいりたいというふうに考えております。 

 引きつづき、御理解と御協力をいただきますようお願いを申し上げて答弁とさせて

いただきます。 

○議長（方川一郎君） 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） 今、答弁にもありましたけれども、今回の法律の施行によっ

て不当な差別的取り扱いを受けない、これはもちろんのことでありますが、合理的配

慮をしないことということがあります。 

 今回のこの解消法の対象は、行政と民間事業でございまして、個人は対象にならな

いということですが、その行政と民間事業につきましても、例えば不当的な差別の取

り扱いについては行政はしてはいけないということで禁止、会社、お店などもなって

います。 

 問題は、合理的な配慮でございますけれども、これは行政は努力義務ということで

しなければならないということです。民間事業者はするように努力するということで

すから、義務にはなっていません。 
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 ただ、特にそういう意味では民間業者の方に指導するという立場にもありますけれ

ども、行政という立場からいうと、合理的配慮をしないことということですが、今の

答弁ではまだ内容について明らかになっていないということですが、例えば私がいた

だいた資料では聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだ

けで読み上げない、知的障害のある人にはわかりやすく説明しないことなどがありま

して、これはある意味では当然のことなのですが、ただ、行政も私たちも含めて日ご

ろ障がいを持つ方々と余り触れていないというか、経験も少ないということでなかな

かこのことをきちんと実行するというのは意識をきちんと持たなければならないとい

うことになるように思います。 

 そういう意味では、行政の分については先ほど言いましたように対応要領とか、そ

ういうようなことが今後、具体的に内部の中でも検討されていくようですけれども、

私はやはり職員の間に徹底をして、いかなる障がいを持つ人が来ても、それにそういっ

たここに指摘するような合理的配慮をするというか、そういうような方向で取り組ん

でいくということが大事ではないかと思っていますので、その点についてもう一度お

伺いします。 

 それで、２番目でありますけれども、障がい者条例、今御指摘のように北海道で３

カ所、十勝きちんと含めて２カ所ということですが、今回の差別解消法が行政や民間

業者とはいえ、それだけではなくてやはり町民、先ほどの答弁にもありましたように

町民の皆さん全体がやはりそれを受けとめていくということが大事だと思っています

し、さらにはそれぞれ地域で安心して暮らしていくとか、いろいろなことを考えてい

くとやはり障がい者に対する取り組みの到達点というか、そして私は障がい者条例と

いうのがあるのではないかと思っています。 

 そういう意味では、ただそのための環境をいかに、さらにみんなで努力してつくっ

ていくかということがなければ、条例はつくったけれども、なかなかそのようには理

解されていない、ならないということになれば、これはまた不幸な結果になりますの

で、その辺についての考え方をお伺いしたいのと、今、全国的にこの障がい者の関係

で実は取り組みで話題になっていることがあります。それはえほん障害者権利条約と

いう絵本でございまして、私の情報では、これは本州ですけれども、ある市では５０

０冊ぐらい買って、小学校や図書館にということで配付をしているというような話が

ありますし、今も、多くのところでこのえほん障害者権利条約という絵本を購入して

いるようです。 

 その評価としては、やはり福祉と教育の連携という意味では大変大事ではないかと

いうことです。インクルード教育ということで、もともとやられていますけれども、

改めてその障がい者の置かれている状況、障がい者に対してどのように受けとめてい

かなければならないかというような絵本でわかりやすい本ということでありますので、

できれば本町としてもその絵本を購入をして、学校とか図書館とかそういうところに
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配備をするべきではないかと思うのですが、そういった配備について検討する考えは

ないか、以上、２点についてお伺いします。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 再質問の答弁をさせていただきますが、まず対応要領の関係

でありますけれども、これは合理的な配慮ということで、これは職員にはもちろん徹

底しなければならないということは第一義に前提でありまして、ただ先ほど申し上げ

ましたように具体的内容がまだ明らかになっていないということがありますけれども、

答弁させていただきましたとおり、これは第一義的にやはり職員に徹底するというこ

とが一番大事なことですから、これはしっかりとそれは十分に行き届くように、これ

は要領の中できちんと示していきたいなというふうに思っています。 

 言うなれば大事なマニュアルですから、これをしっかりつくっていくということで

して、ということで内部での協議も進めさせていただきます。 

 また、条例の関係でありますけれども、今、御質問にありましたように条例はつくっ

たけれども、何かをつくって魂入れずでは、これは本当に条例だけが先行しても意味

がありませんので、私も今までこの福祉でまちづくり宣言するまでは、町民の皆さん、

本当に主体になって福祉でのまちづくり、福祉に対する心をしっかり育んでくれた町

でもありますから、そのことも大事にして、健康長寿まちづくり条例できたときも、

これも町民の皆さんに行政でなくて町民の皆さんたちなのです。行政の責務もそうで

すし、町民みずからの責務も明確にして健康長寿まちづくり条例というのをつくりま

した。 

 これも全国的に町民が条例をつくったというので、大変な評価をいただいたところ

ですが、それもしっかり、今もしっかりとそのことが継続して本町の色分け、福祉の

大事な中枢として努力いただいているというのがこの条例であります。  

 さらにまた、福祉でまちづくり条例も、これも本当に町民の皆さんからのこの条例

の提案でありまして、福祉のまちづくりのあれだけのフォーラムというか、記念事業

もやられたときに、これらができ上がったということでありまして、常に町民の皆さ

んがみずからがそういう条例を含めて必要性を感じながらできてくるところでありま

すから、やはりこの一番は町民の皆さん理解が一番でありますから、そのことも含め

てそういう気運が高まるように、またそういうことがしっかりと実践されるような、

必要とされるようなそういう場をつくりながら関係団体等含めて、それぞれ連携を

しっかりとりながら進めさせていただければなと思っております。  

 また、その絵本の話でありますけれども、インクルーシブはうちの教育問題しっか

りと取り組んでいただいて、本当に障がいを持たれた子供たちと一緒に暮らすことで、

本当に元気な子供たちもすごく心がしっかりと育っていくと、そしてまた人に対して

配慮だとか、思いやりだとかそれら本当に日常の教育課程の中で、そしてまた遊びの

中でもしっかりと育んでいくという、そういうところでありますから、そこはもっと
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もっと大事にして、またこれからも教育の現場含めて一体となって大事な子供たちの

未来ですからしっかりと心豊かに、世界に通じるそういう人を思いやれる、そして人

を大事にする、そういう人材をしっかりと送り込む、そういう育てるために努力して

いきたいなと思いますし、また障がいを持たれた本人もそうですし、また御家族含め

て安心して暮らしていける、そういうところに一番の喜びを感じながら日々頑張って

いただくというのは大事なところです。 

 絵本については私はまだ、残念ながら見ておりませんのでどういう内容かわかりま

せんが、ぜひ見させていただきながら、これはもう福祉現場はもちろんですけれども、

教育委員会も含めて、これが必要だとしてよりよい参考となる、また大事な教材とも

なり得るようなものだとしたら、そこは図書館や学校現場でのそれぞれの教育の場面

でも、それで子供たちにより親しんでいただける、そういう環境をつくるということ

もまた一つの方法かなと思いますので、それはもう少し時間をいただきながら、直接、

現物を拝見させていただきながらまた検討させていただければと思います。  

 以上を申し上げて答弁といたします。 

○９番（高橋利勝君） 終わります。 

○議長（方川一郎君） ここで暫時休憩します。 

午前１０時５０分  休憩 

午前１１時０５分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ４番大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしました１問に

ついて質問をいたします。 

 特別養護老人ホームの整備についてお伺いいたします。 

 本町においては、平成２９年に高齢者の方々の人口のピークを迎えるとの推計があ

ります。これからは、介護などに対する施策の充実が重要となることから、特別養護

老人ホームの整備が急務と思いますが考え方を伺います。 

 現在の特別養護老人ホームは、昭和５３年に開設以来、３６年が経過しております。

本年３月に制定されました第６期銀河福祉タウン計画の中でも特別養護老人ホームの

整備については現行の定員をふやさずに２カ所を整備し、定員は４９名で進めるとの

方向が示されました。 

 また、本年６月２５日の議員協議会において、老人ホームの基本構想についての説

明があり、１カ所目が清流町、２カ所目が南３丁目の旧営林署苗畑跡地が有力との説

明がありました。 

 町民の皆さんが大きな関心を寄せている案件であることから、説明会の進め方、定

員の考え方、さらには建設場所はどこにするのか、運営はどこが行うのか、町民の皆
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さんに対し細かな説明が必要と思いますが、町長の考え方を伺います。  

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 大住議員の特別養護老人ホームの整備についての質

問の答弁をさせていただきます。 

 まず、６月に策定いたしました特別養護老人ホーム、養護老人ホームのあり方に関

する基本構想でありますけれども、本町ならではの住まいの場を確保することを掲げ

まして、住まいの場としての特別養護老人ホームの整備と基本的な整備方針として、

地域密着型サービス基盤の整備を目指しているという方向であります。  

 地域密着型サービスにつきましては、認知症高齢者や中重度の要介護高齢者の方が

できる限り、住みなれた地域での生活が継続できるように創生されたサービス体系で

あります。 

 地域密着型サービスの特徴を生かしながら現在の特別養護老人ホームを地域密着型

の特別養護老人ホームへ建てかえを行うことによりまして、小規模多機能型居宅介護

事業所と高齢者住宅の連携を図るということで、市街地に高齢者福祉ゾーンを継承し

ながら、これまで本町が取り組んできました日常生活支援サービスも考慮した中で、

小規模で地域に溶け込んだ施設を整備していくことが望ましいと考えまして、認知症

高齢者や中重度の要介護の高齢者の方ができるだけ生活環境を変えずに、できる限り

住みなれた地域での生活が継続できるように努めたいと考えているところでもありま

す。 

 地域密着型のサービスの主なものにつきまして申し上げますと、定員２９人以下の

小規模の介護老人福祉施設、小規模多機能型の居宅介護などがありまして、高齢者が

介護を要する状態となっても、できるだけ生活環境を変えずに家庭的な雰囲気の中で

一人一人に寄り添ったきめ細やかな介護ができる、しかも地域の皆さんと交流をしな

がら、いつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けることができることを目指し

て要介護者などの日常生活圏域にサービスの拠点を置きながら、地域の実情に応じた

支援を２４時間体制で提供できるサービスとすることであります。  

 具体的に申しますと、要介護度が軽度の場合については自宅、そしてこの自宅の生

活を基本にしながら小規模多機能型の居宅介護やデイサービスを利用しながら在宅で

暮らしていただき、自宅での生活が困難になった場合につきましては、高齢者住宅へ

の住みかえも行います。 

 そして、見守りや食事の提供などの支援を受けながら、できるだけ在宅に近い居住

環境の生活をして、これが重度化した場合については施設サービスを利用するという

イメージであります。 

 近年では、在宅ケアが重視をされている中で地域包括ケアシステムが担う役割が大

きく、特に地域密着型サービスにつきましては、そのかなめとなる支援拠点として大

きな期待が寄せられているところでもあります。 



－ 18 － 

 また、サービスの利用者につきましては、原則、本別町の方のみが対象となること

も地域密着型サービスの特徴となっているところであります。 

 今後の介護基盤整備の介護サービスの整備につきましては、地域密着型サービスの

特性を生かした基盤整備を進めますとともに、これを基本理念として、基本構想に基

づきます実施計画を策定しながら、年次計画による第１期と第２期に分けて整備する

計画であります。 

 第１期整備計画は、先ほど御質問にありましたように、本別町の清流町に小規模多

機能型の居宅介護事業所、清流の里と高齢者住宅、清流ハウス８及び地域交流スペー

スあいの里交流センターが整備されておりますことから、この施設に地域密着型の特

別養護老人ホーム２０床を併設するということと、多機能を備えました複合型施設と

して一体的な整備を図りながら、２９年度の使用開始を目指していくということであ

ります。 

 第２期目の整備につきましては、新たにもう１カ所、清流町と同じ機能を備えた高

齢者福祉ゾーンを整備をしながら、小規模多機能型の居宅介護事業所と高齢者住宅に

２９床の地域密着型の特別養護老人ホームを併設をし、平成３０年度から３２年度ま

での期間に整備する計画であります。 

 地域密着型の特別養護老人ホームの定員は２９名以下とされておりますことから、

地域密着型の特性を生かしたサービス基盤を整備し、現在の定員に相当する人数を確

保するためには２カ所の整備が必要となってきますことから、３月に実施をしました

高齢者の日常生活圏域ニーズの調査、この調査ではできる限り自分の家で暮らし、介

護が必要になったときには町内の施設への入所を希望していることが伺えまして、町

内で完結できる支援体制の構築が重要となってきているところでもあります。  

 御質問にありますように定員の考え方でありますけれども、町内の施設サービスの

状況は特別養護老人ホーム以外に介護老人保健施設が定員で８０床、１カ所整備され

ておりますが、国の介護給付費実態調査によりますと、平成２６年度１人当たりの費

用額でありますけれども、施設サービスが最も高くて居宅サービスと施設サービスの

差は２ .４倍程度となっているのが現状であります。 

 本町におきましても同様に平成２６年度の決算では２ .５倍程度の差となっており

ます。本町の介護保険の運営におきましては、在宅サービスや地域密着型サービス、

介護保険施設や居住系サービスをバランスよく整備することが大きな課題であります

し、高齢者の皆さんがいつまでも元気で、生き生きと生活していただけるように介護

予防事業の取り組みも重要となってきております。 

 また、特別養護老人ホームにつきましては、国の制度の見直しによりまして平成２

７年４月以降に入所される方は原則、要介護３以上に限定をされることになりました。

基本構想におきましては、地域密着型の特別養護老人ホームにつきましての定員につ

きましては、総人口は年々減少する中で後期高齢者の人口は増加傾向を示すわけであ
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りますけれども、平成３２年度からは認定率が高い８５歳以上の人口が増加しますが、

その後は減少に転じることと推計されておりまして、こうした人口推計からも現行の

特別養護老人ホームの定員をふやさずに、地域密着型の特別養護老人ホームの整備を

行うこととしているところであります。 

 今後の施設の整備につきましては、本町の住民の方が住みなれた地域で社会で在宅

に近い環境の中で暮らし続けることはできるように、また単体施設の整備ではなく通

いながら、そして訪問しながら、宿泊しながらのサービスが可能な小規模多機能型の

居宅介護などと組み合わせた地域密着型の特別養護老人ホームの整備を進めて複合的

なサービスが提供できる施設の整備を基本的に進めたいと考えております。  

 現在、清流町での第１期整備計画を策定しておりますが、施設の設置及び運営方法

は民設民営として既に整備されている小規模多機能型の居宅介護事業所を運営してい

るのは本別の社会福祉協議会でありますので、これまでのノウハウや創意工夫を最大

限に生かしていただき、より弾力的、かつ効率的な施設運営と適切なサービスを複合

的に提供することが期待できますことから、新設の地域密着型の特別養護老人ホーム

につきましては、本別町の社会福祉協議会が主体となって運営することが望ましいと

考えているところであります。 

 現在、本別町の社会福祉協議会におきましては、基本構想に基づきます組織内での

検討が進められておりまして、事業計画が作成されているところであります。今後、

具体的な協議に入りまして、最終的な決定を行っていく予定でもあります。  

 第２期の整備計画につきましては、さらに詰めた協議が必要になりますことから、

健康長寿のまちづくり会議の議論も深めながら施設の設置及び運営方式、建設場所の

一定の整備を見て町議会の議論を始め、町民皆様への説明を行っていきたいと考えて

います。 

 町民の皆様の説明に関しましては、これまで２月に開催いたしました３地区での説

明会を始め、自治会、団体などの協力で説明の場を設けていただきました。今後、引

き続きあらゆる機会を通じて事業計画の説明を行っていきたいと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 今、町長から答弁をいただきました。 

 かいつまんで申しますと、清流町の小規模多機能施設と高齢者住宅があるので、そ

の部分は小規模の部分の２０床で建てていく、それを社会福祉協議会が実施していく

というような答弁だと思います。 

 この部分については、私どももそこまで細かくは議員協議会でも説明を受けており

ません。したがいまして、これから再質問をさせていただきますけれども、なぜ清流

町にそこに先行して２０床建てて、町長、今の答弁で最後のほうで２戸目といいます
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か、その部分についてはこれから検討も含めてということございますが、私どもで知

り得ている中では南３丁目の旧営林署跡地ということも有力だということを聞いてご

ざいます。 

 なぜ、２カ所に建設しなければならないのか、それとなぜ定員を１名減の同等数と

いう表現を使っておられましたけれども４９名にしなければならないのか、今のお話

では３２年度から高齢者の方々の人口が減ってくる、したがって今、四、五年我慢す

ればというようなニュアンスにも聞こえましたけれども、今、現実に困っている方々

がおられる中で、あえて今の定数より少ない定数で、ましてや２カ所に設置する、建

設していくということが私はいかがなものかというふうに思っていますし、町民の皆

さんもそういうお話が盛んにされているように私も議会の活動の中で皆さんのお話

賜っているときにそういう話は多々聞こえてまいります。 

 したがいまして、２カ所にする基本的な考え方、それと定数を今、なぜ１名減の４

９名に設定しなければならないのか、今、私の知る限りの数字でいきますと、今すぐ

入りたい人が、この春の数字でございますが約４０名弱、３７名いるように聞いてご

ざいます。空き次第入れるという方がいろいろ条件そろっている方が約３名ほどいう

ことでございますから、今すぐではないが入りたいという方が３３名ほどいるという

ことでございます。合わせますと７０名からの人がいるということ。 

 これらを考えたときに、なぜ２９年に供用開始をするという、この１年前になった

ときに定数を減じてまで計画を推進しなければならないのか、町民の方々と町長、普

段からおっしゃっているように目線を同じにして町民の皆さんの話を聞くということ

と、ちょっと若干違うのではないかなというふうに私は感じておりますので、その中

で質問させていただくということでございます。 

 それと料金の関係でございますが、議員協議会で説明がありました。資料もお手元

にあると思いますが、端数は別にいたしましても、今度の建てる小規模で地域密着型

でいきますと個室になるようなお話でございます。個室でもってまいりますと、約１

２万７,０００円ほどというように聞いてございます。 

 これは、今の国民年金で生活をしている方々からすれば、今、大体７０万弱でござ

います。年金も目減りしてきてございますから、それを１２で割ると月額どう考えて

も６万円ないという中で、１２万何がしの料金設定ということが果たしてこの町の介

護施設の根幹をなす考えでいいのかということでございます。それらも担当でも町長

でもよろしいですから、答弁をいただきたいと思っております。  

 それから説明会の話でございましたが、１期目は社会福祉協議会に決めているよう

なニュアンスでお話になりました。小規模多機能と高齢者の住宅もあるので清流町の

ほうに建てていくということでお話がありました。 

 ２期目といいますか、２カ所目についても説明をしていくということでございます

が、本別町については１０年ほど前に町村合併だとか、ごみの分別等々の説明会を細
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かくやってきた経緯がございます。自治会の１カ所の自治会に町長以下、幹部の方々

に来て説明すれとまでは申しませんけれども、せめて北地区だとか、南地区だとか、

私が今、居住している新町だとか、栄町だとか、ちょっと外側の部分だとか、山側の

部分だとか、勇足、仙美里だとか農村部分だとか、１０戸だとか１３カ所とかいろい

ろ分け方あると思いますが、それらの中で細かく説明をして、皆さんの意見を聞いて

いくというのが行政の努めでないかというふうに私は考えております。  

 いろいろな部分で議員協議会等々で細かく申し上げさせていただいてございますが、

基本はここに住んでいる方々が主役にならなければならないということでございます

から、その部分を熟知していただいて、どういう形で進めていくのか、もう決まった

のだからいいのだということで、まちづくり検討委員会の方々が答申していただいた

からそれでいいのだということではくて、それはそれなりに私ども尊重はいたします

けれども、本当に町民の方々がどういう思いをしているのか、３２年になったら人口

が減ってくるからいいのだというような、そういう言い方はないのですが、とり方に

よってはそういうふうにも聞こえますので、その辺の考え方をお知らせいただきたい

と思っております。 

 使用料の部分、太陽の丘の福祉ゾーンとして、今の病院が開設されたときに高齢者

住宅、今、太陽光パネルが立っているとこには高齢者住宅を建てていくというような

私も計画を聞いてございますし、当然、そういう認識してございます。そこに建って

しまったものはどうしようもないとしても、まだ病院の北側には老人ホーム、ある程

度、大きなものが建てられるスペースはあるというふうに認識はしてございますので、

その辺を検討した中でどういう答えを出してきたのか、その辺も含めて御答弁を求め

るものでございます。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 細部の検討事項につきましては担当のほうからも答弁させて

いただきますけれども、基本的に平成６年にこの包括ケア構想をつくって一元化しよ

うということで病院も老健も総合ケアセンターも、そしてまたその後々、この運動公

園と一体になって老人ホームというそういう計画をつくってきました。 

 それぞれその後、介護保険が入ったりいろいろして、それぞれの環境の変化という

のですか、時代の流れとともにその場所で、本当にそのような状況になるのかならな

いのか含めてずっと検討しながら、それぞれの時期にあわせて銀河福祉タウン計画を

つくりながら、よりその現状から、これから将来に向かってどのような構想で、この

本町の居住、またサービス基盤をどうしていくかということを常に検証しながら、総

合福祉計画をつくってきたというのが現状であります。 

 それらの流れを含めて、今回のこの養護と特養の建てかえにあわせて、それがどの

ような方式がいいのか、それら含めて平成６年の時期から見ると私どもそこに携わら

せていただいた経験があるのですが、それら等含めて、なぜこうなってきたのかとい
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うことも含めて、今までそれらの計画の中で示してきたということでもあります。  

 さらにまた、第６期の銀河福祉タウン計画の中でも説明させていただきましたけれ

ども、それぞれこういう時代に合わせたというか、割と先取りをしながら、その単体

で老人ホームだけを見ればもちろん効率もいいし、１カ所建てばいいのではないかと

いうことはもちろん、それは町民の皆さんの思いもそこにあるということは私どもも

十分承知しております。 

 でも、なぜあえて２カ所にするかということは、仙美里、勇足を含めて小規模多機

能整備しながら、さらに民間の老健施設だとか、社会福祉協議会のデイサービス２４

時間までいきませんけれども、また在宅の介護含めて、その介護基盤をしっかりと在

宅、そしてまた通所、そしてまたそれからデイサービス含めて、さらにまた入所含め

てトータルでエリア等つくってやってきました。 

 その準備を進めきている中で、そのところにこれからは今までの広域での老人ホー

ムの建て方としますと、やはり本町としては希望を持ってもなかなか入りきらない、

それは本町だけでなくて、ほかの自治体もそういう方向の中で、国の方針に沿って在

宅からどうしても入所をしなければならないと、そういう状況になったときに、その

流れを先ほど説明させていただきましたけれども、ずっとつくってきたということに

なります。 

 それで、小規模多機能含めて、それら本町では特養が５０床あって、そしてアメニ

ティーが８０床あって、さらにグループホームだとか、高齢者ハウスだとか、さらに

小規模含めて勇足、仙美里、それから清流を含めてこれだけの基盤の中で在宅を中心

にしながら、そしてそこで通所をしながら、また通って、泊まれて、そして最終的に

そこの介護度が高くなれば、最上になればということで今までの老人ホームのあり方、

特養のあり方の介護度も含めて大幅に変わってきたということも事実でありますから、

それと将来推計含めて十分に検討しながら、それぞれその結果に基づいて健康長寿ま

ちづくり会議でもまた検討をいただきながら、そしてその結果にまとめてまた、この

銀河福祉タウン計画含めて住民説明会もさせていただいているところであります。  

 それぞれ地区的には３カ所、４カ所、５カ所やらせていただきながら、団体など含

めて順次、説明会をさせていただいています。中には、もう説明しなくてもうちの自

治会はいいものをつくってくれればいいから、それはなくてもいいという、中にはそ

ういうところもありますけれども、希望のいただけるところ、また申し込んでその説

明会を開催させていただくことはしっかりとやっているということもぜひ御理解をい

ただきたいなと思っております。 

 いずれにいたしましても、これからの大事な施設をつくっていくということですか

ら、これはやはり町民の皆さんの意見というか、しつかり聞きながらよりよいものを

つくっていただくというのは私どもの当たり前のことでありますから、そこについて

はいささかの町民と皆さんの気持ちの乖離はありませんので、そこら辺も答弁させて
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いただきたいと思います。 

 さらに、このエリアでの部分につきましても、さらになぜということでありますが、

先ほど申し上げましたとおり今、本町でこれから掲げる介護保険料などなど含めて、

それを取り巻く諸条件を含めていくと、やはりこういう小規模の中で、小規模は５０

床以下になってくるものですから、それで４９名の定員ということで、それも現状よ

り大幅に変更のない、遜色のないその介護保険サービスができるということで、エリ

アでそれぞれ吸収しながら、勇足、仙美里、そして本町。そして本町の街の中２カ所、

こういうことで実は計画しているというところでありますから、この辺も含めて御理

解をいただければと思います。 

 あとの御質問をいただいた部分については、それぞれ担当のほうから答弁をさせて

いただきますので、しばしお聞きをいただきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

○議長（方川一郎君） 村本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（村本信幸君） ただいま大住議員のほうから料金の御質問がござい

ましたので、それにつきまして答弁をさせていただきたいと思います。  

 議員のほうから御指摘のありましたとおり、現在の多床室から個室、ユニット型の

個室に転換を図っていった場合、そのユニット型の個室の自己負担額１２万７,７４０

円ということでありましたけれども、この金額につきましては一例として要介護度４

の方で軽減措置が適用されない場合、ですから標準的な金額ということになります。  

 実際、現在の特別養護老人ホーム等に入所されている方も、この標準的な額を基準

としながら軽減措置というのがございます。軽減措置の内容ですが、高額介護サービ

ス費、１カ月の自己負担額が限度額それぞれ段階別にあるのですけれども、その限度

額を超えた分についてはその高額サービス費として支給されますので、そういった

サービスを適用していった場合にこのユニット型の個室というのが、先ほどの要介護

度４の方で利用者負担段階、第２段階の方をちょっと例に御説明いたしますと、５万

１,３００円まで負担を軽減します。５万１,３００円です。 

 そして、そのほかにも社会福祉法人の減免適用がある基準もございまして、収入か

ら支出を差し引いた額が４２万円以下、こういった場合には２分の１の減免適用とな

るような措置もございます。 

 今後もその人に合った減免基準というのも検討していきたいというように考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 町長のほうから答弁いただいた部分については、平成６年と

いいますから、もう２０年も前の話からの部分でございますが、その間にも先ほどお

話ししたように福祉ゾーンを求めて一体化するというような計画があったと、これは
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もう町長、一番先にやっていますので理解はしていると思いますけれども、それらの

計画が１０年足らずの間に変わってきているというお話、それがどういうふうに考え

ておられるかという私の質問内容です。 

 それと、前後いたしますけれども、２カ所建てるということになると、当然、今あ

る現有の介護施設等々、勇足も仙美里もございますけれども、それらの部分の箇所数

が多くなるということは、これは町民の皆さんもほとんどの方がそう思っていると思

いますけれども、この春に１,４００円の介護保険料が上がって、これはアップ率、十

勝も相当なトップクラス、１番ですね、それと５,７７０円になったと、これはマスコ

ミ報道もされていますから皆さんが知っていると思います。 

 新たに２カ所をふやすということになれば、この辺に影響があるのかないのか、そ

ういうことも含めて町民の皆さんは周知してほしいと、注目しているのが実情だと思

います。 

 今、課長のほうから細かく説明がありました。１２万７,０００何がしが減免される

ので５万１,０００何がし、これはそこだけ聞けばすばらしいことだと思いますが、仮

に減免されない方だっているかもしれないということを前提といたしますと、あくま

でも減免をしていく、そういうルールがあるから減免できるのだというのは、それは

私に言わすとそういう減免措置するようなルールがあるからできるのであって、基本

的な料金というのはあくまでも１２万７,０００円、これは介護度４の方が前提のお話

で、我々議員協議会のとき聞いてございますけれども、そういう説明をした中で、町

民の皆さんに理解を求めていくというのが私は筋でないかというふうに考えてござい

ます。 

 それと、地域密着型ということで再三説明がありました。本別町の町民の方々が入

るのだということで、ここだけ聞けばすばらしいことだと思いますし、地域の方々の

ための行政でございますから、それは当たり前のことだと思います。 

 ただ、今、住所地特例と申しまして、本別町から住所を移して介護施設に入る方、

住所を移して本別町から転出するものですから、本別町の町民の住民票がなくなると、

そして都市部だとか、違う町の介護施設に入ると、その分の要するに、町村負担の部

分です、本別町が持っているというちょっと難しい言葉になりますと住所地特例とい

うのでございますけれども、それが今１７名いるということでございます。  

 この辺は決算委員会でも聞いてございますので、数字には間違いないと思いますけ

れども、その辺の考え方も含めて、この方々全員が本別町の施設に入りたかったとい

うことは別にいたしまして、人口が減少している中で１７名の方々が転出し、なおか

つよその市町村のそういう施設に入っておられると、その方の分のサービス料も当然、

負担する、これ国の決めですから、その部分については私がどうのこうのということ

はございませんけれども、現実的に１７名の方々がおられるということでございます。 

 先ほども言ったように、これ答弁返ってきてございませんけれども、私の知る限り
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では４０名ぐらいの方が今すぐ入りたいと、３３名ぐらいの方が今すぐではないが入

りたい希望あると、こういう数字を求めている部分もあると思うのです。その辺をど

ういう考え方で進めてきているのかお聞きしたいということ。 

 それと、くどいようですけれども、社会福祉協議会が運営する、今の小規模多機能

の施設、高齢者の方々の住宅もある、そういうことを安易に社会福祉協議会がやると、

そして新たに今度決める部分については１年ないし、２年あけたときに、場所とかは

町長の御答弁ではこれから皆さんと協議していくということでございますけれども、

有力だという説明があった中では営林署跡地でございます。 

 その中で決めていくときに、そこは直営でやるのか、新たに違う民間の方が入って

くるのか、社会福祉協議会がやるのか、これはまた違うところが運営するということ

になれば、経費の無駄ということも考えられますし、行政というのはコンパクトにし

てやはりやっていかなければならないだろうということでございます。  

 今、まちづくりはほかの町とは十勝管内でも相当見比べますけれども、福祉介護施

設においても、古くなった部分については集中管理をできるような形にとってきてい

る町村がふえてございます。 

 先ほど来から、私のほうからお話をさせていただいていますように、太陽の丘に医

療の核となる国保病院があり、清流町にはそういう施設もつくってきていると、昔か

ら健康管理センターもございます。そして新たに南３丁目の営林署跡地に持っていく

ということになれば、これは普通に考えれば類似した施設を何か点在させているよう

な気がしてなりません。 

 今、究極を申しますと町長、平成６年からのお話を申しましたのですが、医療施設

と介護施設、今、町民の方々も承知していると思いますけれども、老人ホームに入所

されている人が当然、病院に通院するときにはバスに乗っていただいて、職員の方が

専属にそれを運転し、国保病院まで行っていただいているという現状でございます。 

 私はどこということは、私の議員の立場で申し上げるつもりはございませんが、こ

れは提案ということで聞いていただければありがたいのですが、一番、その部分で考

えれば国保病院の北側に渡り廊下等々で結んで、すぐお医者さんが見ていただける、

すぐ国保病院のほうに車椅子なり、その部分で移動できると、これはいついかなる時

代であっても基本でないかというふうに私は考えております。 

 町長おっしゃるように時代が変わった、時代が流れたのだということで一言でお話

をするのはちょっといかがかなと思いますので、その辺も含めて介護保険の箇所数が

ふえることによっての影響があるのかないのか、それと住所地特例についての考え方、

先ほど来から私も話ししています待機者についてもどういう考え方で、こういう数字

があるのか、若干違ってくるのはあるのと今の違いがございますので、それは理解い

たしますけれども、それの考え方についてお知らせいただきたい。  

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 
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○町長（髙橋正夫君） 再々質問の答弁をさせていただきますけれども、まず住所地

特例です。これらの実態含めては入居者の希望の実態ですね、これは担当のほうから

答弁させていただきますが、住所地特例といいますと、介護者１７名ほど行っている

といいますけれども、その多くは私どももいろいろ相談を受けるのですけれども、や

はり子供たちのいるところ、また親戚、家族のいるところに行きたいというのが大半

でありまして、１７名中の介護度３以上の方というのは四、五名かなと、そのような

ことでありまして、それを今、言われている部分とはなかなか実態というのは非常に

私どもではなるべくここにいていただきたいということを含めて、小規模の地域密着

型つくっているのですが、やはり将来的に困る、だったらやはり子供、家族のところ

に行くというような、圧倒的にやはり多いということも実態も含めてありますから、

これらも含めて担当のほうから実態の報告をさせていただきたいと思います。  

 もう一つは住所地特例と、さらにまた入居希望の実態ですね、これは決算委員会の

ときにいろいろ、いつも質問いただくのですが、それぞれ申し込みされているのと、

本当に本人の確認含めても、それまたなかなかちょっと数字的に違いがあるというこ

とでありますが、それら含めて担当のほうから現場の状況も含めて答弁をさせていた

だきたいと思っています。 

 福祉ゾーンがどうしてこうなってきたかなというと、私どもも平成６年のときには、

それぞれ施設が、体育施設もそうですけれども、みんなばらばらなやつを一元化して、

総合運動公園にしましょう、そして医療保険福祉ゾーンにしましょうということで、

当然、将来、ここがいいということで、多少、距離は遠い、いろいろな議論ありまし

たけれども、場所的にもあそこが一番いいだろうということで、総合公園の一角を７

ヘクタールですか、ここを医療福祉ゾーンということで、それぞれ承認をいただいて

やってきたということで、私は直接の担当でかかわっていませんから、その辺のこと

を議会も含めて、体育協会などなど含めて、御理解いただいてゾーンをつくってきた

という経過があります。 

 そのときについては、そのとおりだと私も思っていました。それから、この時代が

流れたからそうだと決して簡単に言うのではなくて、それを取り巻く環境というのは

介護保険含めても、そしてまたそのサービスのあり方含めても、また人口の推移含め

ても、また介護保険の負担含めても、また将来的にその施設のあり方含めてもこれだ

けやはり変わってきている中で、それではトータルとしてどれだけのサポートができ

るかということ含めて、それぞれひとり暮らしになっても地域の中で多少、体調が悪

くなれば病院に行って見てもらう、そしてまた病院を退院したらまた、それぞれ住み

なれた自宅で、それもまた介護ヘルパーさんの力をかりながら、それでまたそこで暮

らしていただくと、そしてまた地域の中でより密着した勇足、仙美里地域もああいう

施設もできると、その中で通所しながら、また時には体調管理など含めてもまたそこ

で泊りながら、将来的にはまたそこにお世話になりながらということを含めて地域を
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つくってきました。 

 それはなぜかというと、こういうものが介護保険が入ってから大きな施設でひとつ

賄うというような方向には決してならなくなるということである。その当時は１万３,

０００人いた、残念ながら１万１,０００人いた人口がこういうことに、今７,５００、

６００ということになってくるわけですが、支える側もそうですし、またそれをしっ

かりと現場のマンパワー含めてもどれだけしっかりとした体制がとれるかというと、

それは行政だけで決してできるものではありませんので、それは何回も申し上げます

けれども、民間の施設として経験も十分にある社会福祉協議会、そしてまた民間のそ

れぞれの施設を持っているアメニティーだとか、ケアハウスを利用しているなどなど

含めても、そういう経験のあるところにしっかりとやりましょう。  

 必ずしも、そこが全部担うということでなく、そういう役割分担をしながらぜひこ

の施設の運営を、将来の運営をしていただければということも含めて、それぞれ打診

をしながら、またその事業者の将来希望も含めて検討を進めているところであります

から、こういうことも含めて行政だけで全部できるのでしたら、そのことは間違いな

くやれるのですけれども、そういうことの関係にはないということ含めて、これも銀

河福祉タウン計画の各地区の説明会も含めて、また各団体、そういう地域の説明会含

めて今はしっかりと説明させていただいておりますので、今、御質問をいただいたの

もかなりそういう疑問というのがなされたところも地域の中で、説明会の中でしっか

りとその疑問点については正しながら、しっかりと説明して御理解をいただいている、

そういうところでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 残りについては、担当も含めてまた答弁させていただきますのでよろしくお願いし

ます。 

○議長（方川一郎君） 村本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（村本信幸君） それでは、ただいま大住議員のほうから御質問のあ

りました点について、御説明をさせていただきます。 

 まず、２カ所に建設をすることによって介護保険料に影響があるのかという御質問

の関係なのですけれども、介護保険料を算定をしていく際には、計画期間中、３年間

の介護サービスの給付費がどの程度になるのかというのを推計いたします。  

 ですから、今回の施設入所の関係でいきますと、まずベッド数何床あるのか、それ

を利用する方々がいて、施設サービス費の給付費がどの程度になるのかというのを積

み上げて、介護保険料の算定基礎となります。ですから、直接、その２カ所に建設す

る建設費が介護保険料のほうに影響するということではございませんので、御理解を

いただければと思います。 

 もう１点の住所地特例の関係でございます。以前、御質問をいただいております、

その際は１７名ということでお答えをさせていただきました。最近の数字で、１０月

末現在ですが人数は同じく１７名いらっしゃいます。 
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 お一人お一人の現在、どういう施設に入所されているのかですとか、あと介護度と

いうものをちょっと確認をさせていただきました。１７名のうち、今、他町村の特別

養護老人ホームに入所されている方は５名、５人の方が帯広市を初め、他町村の特別

養護老人ホームに入所されています。同じく、この１７名のうち、今の基準でいいま

す要介護度３以上の方、何人いらっしゃいますかといいますと、これは１７名のうち

７名の方が、この要介護度３以上に該当する方になります。 

 それぞれ今の施設ですとか、入所された理由なのですけれども、相談の時点でちょっ

と確認をさせていただいている中身でいきますと、まずお子さんですとか、身内の方、

そういっ家族の近くにという方が８名いらっしゃいました。 

 そして、その時点で施設、例えば病気の関係ですとか、そういった部分で早急に施

設に入所をしたいということだったのですが空きがなかったりですとか、そういった

理由で町外に出られた方というのが５名いらっしゃいます。あとは、その他というこ

とで御家族ではないのですが知り合いのいる近くに行きたいとか、そういう方が４名

いらっしゃいました。住所地特例の関係につきましては以上でございます。  

○議長（方川一郎君） 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） 特別養護老人ホームの入所状況について御報告

をさせていただきます。 

 平成２７年９月７日現在の数字となりますけれども、特別養護老人ホームのほうに

おきましては、入所判定委員会というのを設置しております。これにつきましては３

カ月に１回、年４回開催させていただいておりまして、特別養護老人ホームの所長、

介護主査、看護師主査、あとは民間ということで介護相談員の方２名入っていただき

まして、施設、居宅を問わず一番本別町の介護に精通しております地域包括支援セン

ターと総合ケアセンターに入っていただきながら入所判定委員会を開催させていただ

いているところでございます。 

 入所判定委員会の開催に当たりましては、当初、皆さんから申し込みのありました

申し込み状況によりまして特養の事務局でもって１次判定というのをさせていただき

ます。まず、１次判定というのは、介護度、あるいは精神症状、高度障がい認知度、

あと介護者の状況、生活経済の状況、そういう基本的なことを点数にさせていただき

まして、特養の事務局のほうで１次判定をさせていただきながら３カ月に１回、開催

させていただいております入所判定委員会の中で、介護相談員さんからいろいろな御

意見をいただいたり、ケアセンター、包括センターのほうから御助言をいただいたり

しながら優先順位、この方については到底、居宅ではもう持たないというような状況

を確認させていただきながら、入所申し込み順ではなくて、緊急性をもって優先順位

を決定をさせていただいているところでございます。 

 それに基づきまして、数字をまとめてさせていただきますと、今現在、本当に緊急

に入らなければならないという方が６名、これにつきましては実際に病院に入院され
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ている方ですとか、養護老人ホーム、この方、介護度５なのですけれども、寝たきり

状態になってても今は養護で見られてる方ですとか、グループホームでぎりぎりの状

況ですとか、そういう方たちが最優先順位で６名ということで優先順位をつけさせて

いただいております。 

 その下の優先的に入っていただくという方が約１０名、その下の今すぐ入所を希望

されている方が２８名ということで、今現在、本別町、これは本別町以外の方もいらっ

しゃいますけれども、急いで入りたいという方、合計が４４名、申し込みはしており

ますけれども急がないという方が３９名、先ほど説明にもありましたとおり平成２７

年４月より要介護度３以上の方しか入所できませんので、それ以前、平成２７年３月

以前に申し込みをされておりまして、要介護度が１と２の方がいらっしゃいます。こ

の方たちにつきましては、予約的な申し込み的なところもございますけれども、この

中でも家庭的な環境ですとか、介護者がいないですとか、そういうことも含めて急い

でいる方が２５名、急がないという方が２４名、特養に入る要件は満たしていないトー

タルが４９名、合計の申し込み状況ということになりますと１３２名ということに

なってございます。 

 以上です。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 今、最後、老人ホームの所長から細かく入所の関係をいただ

きました。 

 かいつまんで申しますと、１０名の方、６名の方がいますということでございます

から、どう転んでも１６名の方は急がなければならないということの認識でございま

す。２８名が今すぐというようなことも含めますと、３０名、４０名近くなるのかな

という認識でございます。 

 それと、先ほど保健福祉課長のほうからありました答弁をいただきましたが、住所

地特例の内容はわかりました。 

 介護保険料の関係でございますが、建物が２カ所になってもカウントされないのだ

という、それはそれで結構かと思いますが、ただ２カ所になりますと、ある程度、人

員の配置だとか、例えば細かい話になるかもしれませんけれども、国保病院から離れ

ることによって病気になった場合の送り迎えだとか、そういう部分での当然、今でい

うバスといいますか、車輌の関係、それに伴いますそれの専属の職員等々の配置がご

ざいます。それらはカウントされるのかされないのか、細かいことですけれどもお聞

きしたいということでございます。 

 それと、いろいろ議論させていただきます。なかなか町長とも意見がかみ合わない

点でございますけれども、この年が明けまして３月過ぎますと、４月から来年度とい

うことでございます。冒頭の答弁の中でありましたように、清流町には２０人が入れ

る施設をほかの小規模と高齢者の方の住宅をセットといいますか、連携した中で２０
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床の介護保険特別養護老人ホームを建設するということでございます。これは、もう

答弁でおっしゃっていますから、もう決定ということなのか、その間、今はもう１２

月の中でございますから、予算編成もほぼいいところ終わる部分かと思いますけれど

も、町民の皆さんとどういう形で先ほど来から答弁をいただいていますけれども説明

が大事だ、説明するのが基本だというようなお話は賜りますけれども、どのように町

長もお忙しい方ですから、１カ月かかってびっちりというわけにはいかないでしょう

けれども、ある程度、もう決まったのだったら決まったような話、我々議会に対して

も先ほど私の質問もさせていただきましたが、ことしの２月に福祉、第６期のこの立

派な冊子をいただきました。これは２月に議員協議会であります。６月に、これも６

月２５日に、これはもう細かく分かれたダイジェスト版というのですか、この中でも

あります。その中でもいろいろ議論させていただきますけれども、健康長寿のまちづ

くり会議の方々の意見は貴重だからというような話もありました。  

 その中で、議員協議会の結びの近いほうで町民の方々の説明会は１回ではないのだ

よというお話は、当然、会議録等々にも載ってございます。 

 それらを踏まえて、来年度から行うということになれば、当然、調査設計費等々、

委託費も組まなければなりませんし、本体工事も組んでくるのは、当初で組んでくる

のは筋だと思いますけれども、その間に年度が変わる３カ月ちょっとの間に町民の皆

様にきちんと説明をしていく考えがあるのかないのか、ということは冒頭申しました

ように、もう２カ所建てていくのだ、そして２カ所目はまだ決まっていないけれども、

運営主体も決まっていない、だけども１カ所目については清流町の２０床で決めて社

会福祉協議会がやるのだということなのか、その辺の、その間に説明会をどういうふ

うに考えているのか、その辺と先ほど細かい話ですけれども、介護保険料にカウント

されるされないの話、課長のほうからの答弁になるかと思いますが、その部分につい

てのお知らせをいただきいたと思います。 

○議長（方川一郎君） 砂原副町長。 

○副町長（砂原勝君） 私のほうから説明をさせていただきます。 

 まず、町民説明会の関係でございますが、今までも大住議員の御意見もいただきな

がら勢力的にやってございます。 

 まず、銀河福祉タウン計画の策定時の３月に、これは勇足、仙美里、本別含めて地

域別にやってまいりました。 

 それから、老人ホームの基本構想が６月できまして、議員協議会で説明をさせてい

ただいておりますけれども、その内容についても３地区に分けて説明会をしておりま

す。 

 そのほかに、福祉団体、自治会連合会、それから自治会の中で非常に大事な構想で

すから、もし自治会で来てくれないかとか、そういう要望があったところは二つ返事

で自治会単位でも説明に入らせていただいておりますので、かなりの町民説明会は
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やってきたと判断はしております。 

 これからの部分どうするのかという部分でございますけれども、まず今、町長から

答弁がございましたけれども、社会福祉協議会の第１期目については社会福祉協議会

がどういう運営方針を持たれているのか含めて、まず町と社会福祉協議会のすり合わ

せが必要だと考えておりまして、それは１２月段階でお互いにやりましょうという日

程になってございます。 

 それを受けた後、もう少し具体化した実施計画的なものを私どもとしては整備をし

まして、それをまた議会なり、節目節目の必要な場合には町民に対しても説明をして

いきたいなと考えております。 

 今の説明等に対する考え方としてはこのような考えで進めてまいりたいと考えてお

ります。あとの部分については、担当課長から答弁をさせていただきます。  

○議長（方川一郎君） 村本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（村本信幸君） 大住議員のほうからございました、まず人員の配置

に伴う経費の関係ですとか、あるいは送迎等に要する経費、そういったものが介護保

険料の算定に影響するのかという部分でございますけれども、これらの経費につきま

しては、その施設等を運営する事業者の経費といいますか、そちらになりますので、

これが直接介護保険料に算定に影響するということはございませんので御理解をいた

だければと思います。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 介護保険料のことは理解いたします。説明会の進め方でござ

いますけれども、ここまで議論させていただいていますので、なかなかかみ合わない

部分もございますけれども、私ども町民の皆さんの付託をいただいて、この席に座ら

せていただいていることを考えますと、町民の皆さんとの説明を先ほどもお話させて

いただいたように町長は常々お話ししている町民の皆さんは目線を一緒にする協働の

まちづくり、言葉はいろいろありますけれども、そういう観点から申し上げますと、

やはり時間があるとかないとかでなくて、そういう説明会を頻繁に行って町民の皆さ

んが相当周知していただきたいということで考えている案件でございます。  

 それと今、５０歳の人でも１５年たてば当然６５歳、６０歳の人は７５歳というこ

とになってきてございます。安易に平成何年になっていくと人口が減ってくるかとい

うことではないと思いますけれども、そういう誤解を解消するためにも細かい説明が

必要ではないかと、町長も長くやっておられますので私が言わなくてもその辺は理解

していると思いますけれども、その辺はどういう考え方をしているのかということと、

副町長のほうから今、お話がありました。説明会については、自治会の例題が出まし

たのですが、自治会から要請があれば二つ返事で行くということのお話です。これは

すばらしく立派なことでございますが、その要請があるないの前段でどこに申し込ん

だらいいのかというのは例えばですけれども、よく広報の話が出ますけれども、町の
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広報に３カ月続けて、告知版も入れてくるだとか、そういう努力というのですか、た

だお前ら言ってこないから説明に行けないのだよということではないと思いますけれ

ども、そういうふうに受け取られても仕方がない部分もありますので、何回も言うの

は恐縮でございますけれども、その辺の考え方をきちんと整理をした中で新年度に進

めるということでございますから、これから３月の予算が出てくれば細かく私ども議

会人でございますので審議はさせていただきますけれども、今現在として町長のこの

私が質問させていただいてからの答弁の中では先ほどもお話させていただきましたよ

うに１期目として２０床を清流町に社会福祉協議会がやっていくのだという中身なの

か、それらの確認と説明会の考え方について再度伺います。 

○議長（方川一郎君） 砂原副町長。 

○副町長（砂原勝君） 先日も自治会連合会の役員会がございまして、私どもからも

担当課長出席しながら、そういう説明会もさせていただいておりますので、もし説明

の場を持っていただけるのであればいつでも御連絡いただければ説明に伺いますとい

うことで徹底を図っています。 

 しかし、今、暮れでございますから、自治会もいろいろと忙しい時期を迎えていま

すから、なかなか今まで全部の自治会が本当はそういう場を持っていただければいい

のですけれども、そういう実態にはなっていないということで、大体自治会単位で説

明会に入っているのは７から８カ所ぐらいだと記憶しています。 

 それから、ちょっと御指摘がありました広報の利活用についてはもう少し検討させ

ていただきます。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 御質問にありますように、当然、先ほども言いましたけれど

も将来、町民の皆さんが後でつくってよかったなと言っていただける、特養だけでな

くて、そのサービス基盤、全体的にということでの計画ですから、それは御質問のと

おり説明していくというのは当たり前のことだと思っていますから、ただ今、副町長

が言いましたように、それぞれ投げかけていながらなかなか、私もお邪魔しますでも

何カ所が言ってお話しをしているのですが、自治会と団体と、またそれぞれのグルー

プ含めてやってるのですが、まだまだ行き届いていないところはもちろんあるかと思

いますので、そういう要請も含めたり、また広報のお話もありましたけれども、そう

いう呼びかけもしながら大事なことですからしっかり対応していくということに、こ

れも私どもも全力を尽くしていきたいなと思いますし、決して決めつけて私どもどこ

がどうするかということでありませんので、あくまでも住民の皆さん、多少、無理の

あるとかないとかそういう議論はあるかもしれませんが、協議をしながらよりよい施

設の設置に向けて最大限、住民理解を最大、第一条件にして努力していただくと、こ

のことについては御質問のとおり私ども全力を尽くしていくということでありますの

で、御理解いただきたいと思います。 
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 以上であります。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） ちょっとかみ合わない部分があるのですけれども、確認させ

ていただきたいということで今お話ししたのは、町長のほうから、もう今、執行者側

として来年度に向けて２０床清流町に建てるのだと、それを社会福祉協議会に運営し

ていただくのだと、それをもって説明していった中で予算等も計上し、それが通った

としたら２８年度中に実施していくという考え方なのかということを今お聞きしてい

るのであって、それを基本どおりこれから説明していくだとか、そういうことについ

ては副町長も担当の方も言っているので、それは行政のトップである町長には私はお

聞きしているのはそこの部分ですから、簡潔にそこの部分だけお答えいただきたい。  

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） そのことにつきましては、それぞれ地域の説明会なども含め

てそういう方向で２カ所設置していくと、１カ所目については清流町の今の施設に併

設をして、高齢者住宅と施設としっかりと連携した地域サービスができる、密着して

できるようにということでしています。 

 ただ、運営については基本的には社会福祉協議会、前にお話もしましたけれども町

内で経験をして、それぞれノウハウ持っているその事業所というのですか、ここはア

メニティーと社会福祉協議会と、こういうところでどちらを事業主体として協力いた

だくかという、そういう議論をしています。 

 それについて今、社会福祉協議会と先ほど副町長も答弁したとおり、事業の内容に

ついて、また提案の趣旨についてしっかりと詰めていかなければならないということ

でありますから、それを年内にその方向を詰めて、しっかりとした方向性を出してい

くと、こういうことの経過になっていますから、基本的には先ほど申し上げたような

第１回目の答弁で申し上げた方向の中で、２０床を清流町、そしてまた２９床はまた

別に新たに、また２９床のときには、今ちょっと国の方向もいろいろありますから、

ＣＣＲＣの問題などなど含めてありますから、これはまだ言える段階ではありません

が、それらを含めてまた、いろいろな角度から検討する余地というのはまた新しく出

てくるからと、そんな気持ちでおりますので、それまたそういう状況も含めて、その

２期目については新たに、本当に細かく説明させていただきながら、より幅広いこの

議論の中でしっかりとした基盤整備をしていきたいなと、こう思っていますのでよろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 大体、多少なりともかみ合うようになったと思いますが、い

ろいろ御意見を聞くということでございます、町民の皆さんの。それで、町長、執行

者側としてはそういう考えで説明会に入るということでございます。 

 それは私どもは執行者側でございませんから、ただ、町民の皆さんのいろいろな思
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いが意見として出てくると思います。副町長のほうからも広報を充実させるとか、い

ろいろお話がありました。 

 その中で、私どもにも、もし差し支えないことであれば３月の定例会等々もござい

ますので、地域の皆さんもとより、自治会連合会とかいろいろな団体ございますので、

そういう方々にもこういう話があったと、当然、議会の我々にも差し支えない範疇で

ございますけれどもそういう考えがあるのか、結びになりますけれども、それだけの

確認をさせていただきたい。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 資料提供みたいなものについては、これは議長っはの判断も

必要ですからやりますけれども、それいろいろな地域説明の中で、説明会の中でこう

いう意見出たよ、こういう意見が出たというのはそれぞれ説明会の中でもやります。 

 例えば、中央地区でやった、または北地区でやった、南地区でやった、そのときは

今までもこういうような意見が出ていますよとか、それはその都度やりますから、そ

れは自治会とか、住民の間については全然問題なくやりますし、それほど別な意見と

いうのは多分、今までの説明の中でも聞きませんから、そういう疑問点と思っている

ところはしっかりとこういうことが疑問に思っているとか、こういうところはどうな

のですかということを聞かれますよとか、そういう話は全部言っていきますから、そ

ういうようなことの意見だとか、こういうような心配がありましたよということ、そ

れは十分にお話することができると思うのです。 

 そういう面については、またどこまでやれるかと私、単独で行ったり、また新たに

また資料として求められれば、それは議長のほうと十分相談させていただいて、しっ

かりとその意見を公表というか、つぶさに皆さん方にも知らせていくような方法を

とっていきたいなと、以上でございます。 

○４番（大住啓一君） 終わります。 

○議長（方川一郎君） ここで暫時休憩します。 

午後 ０時０９分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 １番矢部隆之君。 

○１番（矢部隆之君） 議長の許可をいただきましたので、通告してあります１問に

ついて質問させていただきたいと思います。 

 本町の防災対策ということについて伺いたいと思います。 

 近年、大型の自然災害が多発しております。より大規模な災害に対処するために防

災行政無線、生命、財産を守るための消防署の果たす役割は非常に大きいものがある

というふうに思っております。 
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 以下の２点について伺いたいと思います。 

 １点目でございますけれども、防災行政無線、受信機の全世帯の設置についてとい

うことでございます。 

 本別町の第６次総合計画にもありますが、防災行政無線のデジタル化の方針が国の

方針として示されております。平成２７年からの３カ年の実施計画では、更新事業に

ついて事業費計上されておりませんが、導入から年数も経過し、老朽化も進んでおり

ますので、更新の考えについて伺いたいと思います。 

 あわせて更新時に町民の迅速な避難を促すためにも町内、全世帯に受信機の設置が

必要と考えますが、考え方を伺います。 

 ２点目でございます、消防の広域化に伴う災害時の出動態勢ということについてで

ございます。 

 災害発生時の出動については、出動の基本として災害現場から直近署所の対応とあ

りますが、地区の見直しにより大規模な地震など、大災害が同時多発的に発生した場

合の当該地区の対応についてどのように行うか伺います。 

 以上、２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 矢部議員の本町の防災対策についての御質問の答弁

をさせていただきますが、まず１点目の防災行政無線受信機の全世帯の設置について

の御質問でありますが、本町の防災行政無線はただいま質問にありましたが昭和５２

年に住民へ防災情報を伝える同報系の無線として主に農村部と公共施設などに設置を

され、その後、平成８年度に現在の設備へと更新をしたところであります。 

 現在設置しております個別受信機は平成２７年１１月末で個人、関係機関、職員、

公共施設などなど含めて、これは自治会長さん、または議員の皆さん、また職員の皆

さん管理職ですが、など含めて８９８基の設置をさせていただいております。 

 既存の設備の更新につきましては、第６次の総合計画において、将来的にアナログ

波が使用できなくなりますことから、国の方針に示されましたデジタル波、これによっ

て防災行政無線の更新について、平成２６年度から２８年度の３年間にかけて調査設

計、基本設計と本工事、合わせて５億６,０００万円の事業費を計上しているところで

あります。 

 しかしながら、情報伝達の手法としてコミュニティーＦＭ局の開設が浮上してきた

ために、一旦これを白紙に戻してこの間、デジタル波による同報系の防災行政無線と

コミュニティーＦＭ局の両面から検討を進めてまいりました。コミュニティーＦＭに

つきましては、家庭のラジオで防災情報も聞くことができまして、初期費用もかなり

安価な事業で実施できるということでありましたが、北海道総合通信局との協議の結

果、防災目的だけでは、これは許可することが難しいということになりまして、まず

は営利目的の運営団体を設置しなければならないと、このようなことになっている状
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態であります。 

 地域住民の協力やスポンサーとなる事業者が必要でありまして、何よりも地域から

の熱意が必要であるとのことでしたので、また毎日、地域情報の放送も行わなければ

ならないなど、非常に多くの課題が課せられることになりまして、その上、経費も多

額な費用が、またランニングコストとして継続的にかかっていくというデメリットが

生じてきました。 

 また、デジタル方式になりますと、個別受信機の単価が約５万円するものですから

高額ということで、仮に全世帯に購入した場合の設置費については、これは設備費を

合わせて約５億５,０００万円強になるだろうというふうに試算をしているところで

あります。 

 しかし、道内でのデジタル同報無線の導入状況を申し上げますと１７９市町村の中

で４０市町村にとどまっておりまして、その多くは海、海岸ですね。海側に面した地

域となっておりまして、その阻害要因の一つとして考えられるのは、先ほど申し上げ

ました個別受信機の単価がかなり高額になるということでありまして、現在、デジタ

ル方式で使用できる電波は１種類しかないために、国においてはより安価な受信機で

受信できる新たな電波方式が検討、法制化されておりまして、それを受ける物づくり、

受信機の基準についての協議が今月中に開催され決定されると聞いておりますので、

その結果、各メーカーがどの程度の価格帯の受信機を開発していくのかを待たなけれ

ばなりませんが、それらの状況を見ながら、かつ財政状況ももちろんですけれども、

時期については総合計画に計上して適切な実施方向に向かって検討しなければならな

いというふうに考えているところであります。 

 また、導入した際の個別受信機への全世帯への設置の考え方でありますけれども、

本町では現在、４８の急傾斜地、これらのうち２１カ所が土砂災害の警戒区域に指定

されておりまして、その地域の方々だとか、要援護者、さらにはまた高齢者など生活

弱者と言われる方々には優先的にこれは配付しなければならないというふうに考えて

おりまして、全世帯の配付につきましては今後、関係機関との御意見もいただきなが

ら、それぞれこの新しい方式がきちんと示された中では、それをまた関係機関と協議

しながらまた検討を進めていかなければならないというふうに思っているところです。 

 以上、この１点目の答弁とさせていただきたいと思います。 

 次には、消防の広域化に伴う災害の出動態勢についての御質問でありますが、十勝

圏における消防広域化につきましては、これまで必要に応じて行政報告、議員協議会

などで説明させていただきましたが、災害発生時の出動態勢でございますけれども、

現行では各町村ごとに災害通報を処理して対応に当たっておりました。  

 広域が実施されますと高機能消防司令センターを十勝全体で整備、運用することに

よりまして、市町村の行政区域にとらわれず災害カ所に最も近い署所から救急車や消

防車が出動することになります。現場到着時間の短縮、また救命率の向上など、住民
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サービスの向上が期待できるものと考えているところであります。  

 本町におきましても、士幌、上士幌、足寄消防署の出動となる地区、本別消防署に

おいても浦幌地区、浦幌町ですね、それから池田町、これらに出動となる区域がある

ということでもありますし、ただこれら全てがこの原則により対応するということで

はなくて、質問にもございますように複数の市町村にわたる大規模災害が発生した場

合につきましては、当然、市町村ごとに住民の安全を確保する、これも必要がありま

すので、第１次は防災上の市町村長の命令によって各消防署は消防団とともに管轄行

政区域の災害対応に当たるということが基本となっておりますので、状況に応じた柔

軟な出動運用を計画しているところであります。 

 その上で、指令センターが十勝全体の被災状況を把握ができますので、被害の発生

していない市町村の消防から応援の消防隊を出動させることとなることであります。  

 広域がスタートしましたら、応援可能な部隊の規模の拡大や迅速な応援隊の決定が

可能となるなど、十勝全体での応援態勢が迅速に構築できることによりまして、大規

模災害に対する対応力が強化されるものと考えております。 

 今後とも、防災対策に関しましては、市町村と消防署の連携の体制を維持しながら、

広域化によるスケールメリットを生かしながら、消防、防災体制のさらなる充実強化

に取り組んでいくということでありますので、御理解を賜りながら答弁とさせていた

だきたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 矢部隆之君。 

○１番（矢部隆之君） 再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、防災行政無線の更新の考え方ということでございますけれども、今、町長の

ほうからもアナログからデジタルにかえていくというのは、時代の趨勢ではなかろう

かということで、デジタル回線でのメリットという部分もありますので、通信速度が

速いだとか、大容量をたくさん送れるとか、高速で送れるとかということになってお

りますので、将来的にはデジタル化ということになっていくかと思います。 

 先ほど費用の関係も答弁ありましたけれども、これは後ほどちょっと触れることに

しまして、それともう１点、後半で質問させていただいております全世帯での設置と

いう部分について若干、質問させていただきますけれども、総合ケアセンターで毎年、

実施をしております６５歳以上の高齢者といいますか、その方と６５歳未満の障がい

を持っている方と要介護認定者、これは要支援ですが症状的には軽い方だと思うので

すけれども、その人たちを対象としたアンケートをとってございます。 

 その中の回答、これは２６年の２月から５月にかけた部分でのちょっと回答を集計

したやつを見させていただきますと、災害時の避難支援希望者の避難場所への隣近所

や自治会の支援を希望しますかという問いに対しまして、大体６５歳以上ではほぼ半

分の５５ .５パーセントの方が希望しないと、それと先ほど言った６５歳未満の障がい

のある方につきましても、半数以上の５６パーセント強の方が希望しないよというこ
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とで、どうしてですかという問いかけに対しても連絡があれば私たち自分で避難しま

すよと、災害が起きたらとりあえず避難せいというのが原則だと思うのですけれども、

自分で逃げられるから、地域にもお世話にならなくていいよという方々が半数以上い

らっしゃるということで、この連絡があればという部分が地区の自治会での民生委員

だったり、ボランティア活動だったり、自主防災組織の方々だったりという部分もあ

ろうかと思うのですけれども、そういった先ほどちょっと言ったように例えば６５歳

以上の方々のところに全戸だとか、土砂災害の危険区域の方々のところに全戸だとか

という部分について、全世帯ということでの希望は私はありますけれども、そういっ

た取り組みをしていく中で、いち早く情報をそういった人たちのために流してやれば、

自分たちも避難することができるという回答をいただいておりますので、迅速な避難

なり、避難するための準備なりできると思います。 

 それと、１点、屋外に設置されております拡声器についても、この防災無線が発動

するときにはかなり雨が強いだとか、風が強いだとかという状況下での防災無線だと

思うのですけれども、なかなか聞こえにくいという部分もありますので、室内に受信

機等があれば、タイムリーに避難行動することができるだとか、準備ができるだとか

ということもありますので、その辺について設置の必要性について再度、確認をした

いと、お伺いをしたいと思います。 

 それと２点目の消防の広域化に伴う出動区域の考え方でありますけれども、出動態

勢については直近の署所ということで答弁いただきましたけれども、特に本別の場合

は先ほど言ったように足寄さんの２地区、士幌、上士幌１地区は本別の区域を持って

いただくということで、逆に本別は上浦幌地区、池田の富岡地区も一部でございます

けれども、その上浦幌の考え方についてお伺いをしたいのですけれども、高齢の場所

というのはかなり広範囲、南北といいますか、方向的には細長く、かなり広い地帯の

１１行政区があるところで２６９世帯ですか、人口も７６１名を要するかなり広い範

囲を本別が受け持つといいますか、地区割り広域化によって見るよということでござ

いますけれども、質問趣旨にも書いてありますけれども大規模な災害というのは、

ちょっと私のイメージの中では東日本大震災のように大きな地震が来たときに、当然、

浦幌さんにつきましては厚内から豊頃にかけての海岸線があるというようなことで津

波の心配もしなければいけないということで、浦幌さんどのような対応をしてくれる

かわかりませんけれども、なかなか上浦幌までもし火災等も同時発生的に起きた場合

に、それ以外の災害も家屋倒壊とかもあろうかと思うのですが、そういったときに浦

幌さん、果たして来れるのかなというときに本別消防署の役割といいますか、先ほど

町長の中でも地域内の連携でネットワークをつくった中での対応ということでありま

したけれども、そういったことでもしタイムリーにその地区に入れないといったとき

に、上浦幌地区の住民の方々にこういった状況のときは本別から来れないのだよとか

という地域間の説明といいますか、そういったものはどうなっているのかということ
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で、そういった大規模な災害が起きた場合は本別は本別のほうを見なければいけない

という部分も確かにあるのですけれども、では上浦幌地区を浦幌から来るのを待つの

か、帯広あたりから来るのを待つのかという部分での、ほかの町村ですから心配する

ことないと言われればそれまでなのですが、その辺の対応についてちょっと伺いたい

なということでございます。 

 それと、受け持ち地域が非常に広域に上浦幌地区で広域化というか、広い地域を見

なければいけないということでの初動態勢の強化と効果的な部隊運営を図るというこ

とで今回の広域化によってうたわれておりますけれども、大規模特殊災害における出

動台数を強化するということでございますけれども、本別消防署、地区の分団もあり

ますけれども、定員が若干不足しているという部分と団員さんについてもかなり高齢

化してきている部分というのもありますので、その辺の定員増であるとか、人の関係

ですね、その辺についてはどのように捉えているのか、その２点についてちょっとお

伺いをしたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 今までの中でもそうだったのですけれども、質問される方、

答弁される方、きちっと語尾がはっきりしない部分がありますので、その辺をゆっく

りで構いませんので、ちょっと大きな声ではっきり答弁もそうですし、質問もやって

いただければというふうに思います。 

 答弁、髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 議長から御指摘をいただきましたので、しっかりと答弁させ

ていただきますけれども、まず、１問目の災害のときのケースによってはいろいろ難

しい部分があるのだということは同じ認識なのですけれども、そのときに個別受信機

の必要性についてという御質問ですが、必要性というのは当然、あることによって早

く情報が行くわけですから当然ですけれども、でもケースによってはいろいろ難しい

ものもあるものですから、本町の今、想定しているのは大型の台風と、それから地震

ということなのです。 

 その台風というのは特に危険地域に指定された地区の方々含めて、平成１５年だと

思うのですが、避難勧告も初めて出させていただいたようなこともあって、なかなか

ああいう暴風の中、風雨の中では拡声器も十分に聞こえないということでありまして、

一番は本当に先ほどの質問ではありませんが隣近所の皆さん方に状況をよく把握して

いただいて、個別に避難態勢をとらせてもらったなどなど含めてあるのですが、個別

受信機、先ほど申し上げましたとおり、それぞれアナログからデジタル化になるとい

うことでありまして、それも電波が一つということで今、メーカーが今までより価格

の安いこの受信機を開発するということになっておりますので、それらも含めて第６

期の総合計画の中にしっかりと折り込んで、これも中にはもちろん全部にというわけ

にはもちろんいかないというも想定はされますので、それらを含めてしっかりと関係

機関との協議を含めながら、また住民のニーズも負担もあり得るのか、また、必要が
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あり得るのかなど含めてしっかりと、これは調査をしながら対応していくと、こうい

うことで必要性については十分、理解をしているところでもあります。  

 次の部分についてですが、浦幌地区の関係については、御質問のとおり非常に幅の

広いところだということでありますから、もしもの想定のときのお話がありました。

広域ですから、今までの私どもの本別町なら本別町だけの対応ではなくて、今度は広

域ですからそれぞれ、今までにない大きな支援体制ができるというのはもちろんです

が、たまたま津波に遭ったときに浦幌から来れるかということですが、せっかくです

からきょう消防署長が初めて、ここでデビュー戦ですから、矢部議員の記念すべき答

弁をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いをしたいなと思っていま

す。 

 また、定員の関係についても答弁あると思うのですが、消防署の定員というのは本

町は不足しているということでは決してありません。団員の定数というはそれぞれ３

町の事務組合で定数何名ということですから、これまた国の基準と北海道の今のやっ

ている基準とは、これもまた相当の違いがあって、またいろいろ難しいことで、この

辺を署長にいつも聞くのですが、聞かれるとどうやって答弁したかわからないという

ぐらい複雑な計算方式になっているようでありますが、ずっと歴代、本町は消防だけ

に、例えば事務方だったらちょっと余分な話になりますけれども、それぞれ行革だと

か、それこそ構造改含めて、満度の職員対応できないと。そこを１ .５倍みんなで頑張っ

てもらって、時には２倍頑張ってもらって、スタッフ制というのを入れてより少人数

で多くの仕事をしてもらうということができるのですが、消防はこれとか現場の第一

線の人はそうはいきませんので、必ず退職したら補充をすると、必ずそういう必要な

人数というのは確保するということにしておりますので、職員の定数が不足している

ということは決してありませんので、その辺も細部含めて署長のほうから答弁させて

いただきますのでよろしくお願いします。 

○議長（方川一郎君） 小坂総務課主幹。 

○総務課主幹（小坂祐司君） ただいまの矢部議員の質問にお答えしたいと思います。  

 上浦幌地区の出動に関しましては、大規模災害になったときには、まず本別町も出

動、管轄内の出動ということになります。その間、地元の行政区を守るというのは最

優先の出動となるというふうになってございます。 

 上浦幌地区、浦幌町から本町から来れないといった場合には、他町の、先ほど町長

のほうからも答弁ありましたが、広域化のメリットを生かしまして被害の発生してい

ない市町村からの応援という形になろうかというふうに思います。  

 我々本別町の災害の被害が少なくて収まったときには、そちらのほうに出動の指令

がかかるものというふうに考えてございます。 

 また、浦幌地区に第４分団という分団がございます。さらに分遣所職員１名、浦幌

町から常駐してございますので、そこで対応をしていただいて、我々も応援に行くと
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いう形になろうかというふうに思っているところでございます。  

 また、職員数でございますが、現在、我々消防署２３名で活動をしているところで

ございます。広域化に伴いまして２名の職員が消防局への派遣という形になります。

４月からは２１名で業務活動するところでございますけれども、１１９番通報と通信、

それから指令の関係が一括になるということで２１名の活動となりますが、必要数は

確保しているというふうに考えているところでございます。 

 また、分団の定数１２０名、現在９４名で活動しているところですけれども、この

数字を何とか維持、確保して増員に向けて団長を始め各地区の幹部の方々に団員確保

について御尽力いただいているところでございます。我々職員も何とか団員の増員目

指して協力しながら、連携しながら進めていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（方川一郎君） 矢部隆之君。 

○１番（矢部隆之君）同報無線の関係でございますけれども、先ほど町長のほうから

いろいろ機種だとか、事業の話をお答えいただきましたけれども、参考になるかどう

かという部分でちょっと発言させていただきますけれども、２６年からですか、国が

東日本大震災を受けて、２６年からの国土強靱化ということでそれぞれ津波対策であ

るとか、通信対策であるとか、いろいろな部分で補助事業的な意味合いの予算付けを

してきているというようなことで、その中に総務省関係で防災行政無線のデジタル化

ということでの予算づけもしているように存じておりますけれども、平成２６年、２

７年も２８年もメニューの中にこのデジタル化というのがありますけれども、それで

も３０億以上の予算づけをしているというふうに記憶しておりますけれども、こうう

いった部分もちょっと補助率だとか、具体的な移動型なのか、固定型なのかという部

分もちょっと存じておりませんけれども、先ほど町長の答弁にあったようにそういっ

た部分も参考にできるものはしていただいた中で、先ほど言ったようにデジタル化と

いうのは流れとしてあるということであれば、その辺も検討の一つになるのかなとい

うことで考えてございますので、その辺についての町長の考え方をお聞きしたいと思

います。 

 それともう１点、消防の定員の関係でございますけれども、先ほど広域的な部分を

持つという、受け持つということでの消防署員の定数については現在の人数で何とか

やっているということでありますけれども、分団について若干数、１２０名の９４名

ということでございますけれども、かなり分団の方々についても私の同級生もいます

けれども高齢化になってきているということで、余り体のほう無理きかないというこ

とを言っている分団員もいらっしゃいますけれども、考え方としてそれぞれ勇足、仙

美里、本別も含めて分団のあり方も後方支援的な意味合いで活躍をいただくというこ

とから余り無理させられないといいますか、そういった観点からいくと消防署員につ
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いては十分、今の対応で２１名で確保してやっていただいているとの話ですけれども、

なかなか分団についてもそれぞれ後継者といいますか、なり手がいないというような

ことも危惧されますので、その辺の考え方について。 

 今、消防の装備についてもかなり近代化になってきておりますので、そういった部

分での人数、署員の体制がこれでいいのかどうかという部分もありますけれども、そ

ういった高度な装備に伴う署員の増というものが必要ないのかどうかも含めて、この

２点伺いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） まず、緊急防災事業債というのが実はありまして、今、御質

問いただいて提案的にいただきました。 

 これは、御質問のとおり３・１１以降、この防災というものにはかなりウエートを

大きくして、ここに予算づけをすると、補助体制をとるということで道路でもそうで

すけれども、防災となるとやはり採択率がいいとかありますけれども、この防災無線

についても御質問にありましたように緊急防災・減災事業債というのがありまして、

これは起債事業ですけれども、これらで対応するというのがあるのですが、事業費総

体がこれは対象となって、その７割が交付税措置されているのですが、この交付税措

置されるというのはまた問題ありまして、実はいつもいうのですけれども、この交付

税で算定していますよ、交付税に参入されていますよということなのですけれども、

色ついていないから、それだったら交付税減らないでしょうという話なのですけれど

も、実はそこら辺も含めて厳しい判断なのですが、それでもしっかりとそういうこと

で交付税措置して、こういう緊急防災事業債というのを活用できるということであれ

ば、そこも一つの事業推進する上での大きな推進力になりますので、それら含めてしっ

かり対応させていただきたいのと、できれば先ほど申し上げました少しでも安くなっ

て、そしてまた自己負担もほとんどなくなるような、そのような事業でもあればもっ

ともっと促進しやすいなと思いますが、それは見きわめながら必要な受信体制をとっ

ていくと、こういうことにさせていただきたいと思いますので、御提案いただいたこ

とに改めて感謝申し上げたいなと思います。 

 もう一つ目が分団の高齢化ということですが、おかげさまで第２、第３分団は非常

に地域の若い人たちが順次加入していただいて、勇足はほぼ定員を満たしているとい

うことでありまして、仙美里も若干少ないですけれども、若い人たちが非常に美里別

地区まで入っていますから、若い人たちが加入しています。問題なのはやはり第１分

団がどうしても商店街中心、また事業所も協力していただいていますが、ここが少し

なかなか言い方が適切かどうかわかりませんが、なかなか引退できないのだという、

もちろん今の矢部議員のお話の同級生、私の同級生も何人もいますから、そのような

ことですけれども、それでも元気いっぱい本当にこの消防の遂行な使命のもとに最大

限のお力添えいただいていますから、改めて感謝申し上げるところでありますが、そ
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れら含めて団長さん中心にそれぞれ本当に多くのこの団員の募集については非常に力

を注いでいただいて、気を配っていただいているところですから、それでも少しでも

この環境整備に努力したいと思っています。 

 なかなかほかにないいろいろな制度を持っているのですが、総体的にはやはり人数

が少ないということ含めて、これは本当に事業所さん方含めての協力もさらにまた協

力をお願いしていかなければならないのかなと、このように思っています。  

 今まで、担っていただいた本別の人口の中で、多くは第１分団、特に商店街の商店

の経営者の御子息だとか、直接、経営者の方が多いというので、その事業所も相当、

少なくなってきたこともありまして。ですけれども、先ほど署長が答弁しましたけれ

ども現有勢力を下回らない努力をしていただいてございますので、そのことも含めて、

またそういう将来推計も含めて、これは単独ではなかなかこれからの予消防体制がで

きなくなるだろうと、こういうことを含めてより安全、安心のために十勝広域でしっ

かりとスケールメリットを駆使しながら、地域の消防体制しっかり行こうと。さらに

今はその火災よりもやはり予消防のほうが力を入れるということであります、それと

救急が主な事業としては大きなウエートを占めるわけでありまして、ここら辺含めて

のしっかり新しい機器のお話もありました。常に研修だとか実習は欠かせないように

しながら、職員はもちろんですが、職員もいろいろな気管挿管だとか、また新しい機

械による救命体制だとか、救急体制を含めて、また職員と団員が一緒になってその研

修体制をとれるように努力させていただきながら、よりこの使命に向かって頑張って

いただいている署員、団員の皆様方のその思いが、住民の皆さんの安全、安心につな

がるように努力していきたいなというふうに思いますので、御理解いただきたいと思

います。 

 以上であります。 

○１番（矢部隆之君） 終わります。 

○議長（方川一郎君） 次、１０番阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 議長のお許しがありましたので、２つの質問について質問

を行います。 

 まず、１問目ですが、ＴＰＰ大筋合意に対する対応はということで伺います。  

 本年１０月５日、大筋合意に至ったとしているＴＰＰ交渉は、いまだその詳細が明

らかになっているとは言えませんし、これまでの国会決議からも大きく逸脱している

と考えます。本町の農業と町民の皆さんの暮らしを守るという観点から見解を伺いた

いと思います。 

 ＴＰＰ交渉は、大筋合意に至ったとされる一方で、３カ国の中には異論もあること

が報道されています。また、ＴＰＰ対策の方向性として安倍首相は影響額の試算も示

さず、国会審議のないままＴＰＰ関連政策大綱を打ち出しましたが、影響額などにつ

いての試算は先ほど申し上げたようにほとんど示されていないと認識をしているとこ
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ろです。 

 大筋合意の全体像は、品目全体では９５パーセントで、農林水産物で言えばその８

１パーセント、重要品目として掲げた３０パーセント、さらには重要品目以外では実

に９８パーセントの関税撤廃を約束したというのが基本の中身だと思います。  

 関税を残す品目、小麦やバター、チーズ、でん粉などでも輸入枠を新しく設けたり、

関税を大幅に引き下げるなど、そういう中身があるわけです。 

 そして先ほども申し上げました、今回はまだ影響額の試算はありません。今回はと

申し上げるのは、ＴＰＰが始まった２０１３年の政府試算は割と早く出されておりま

して、生産額全体で約３兆円の減少、多面的機能、農業に限らずいろいろな防災とか

水害とかに対応するというような意味での多面的機能、あるいは酸素を生み出すとか、

そういうことです。それで、約１ .６兆円の減少という数字を割と早く出しておりまし

て、そして食料受給率は今も４０パーセント前後ですが、４０パーセントから２７パー

セントになるというようなこと、北海道もこれは割りと早く数字を出しておりました。 

 ちなみに十勝はその当時で５,０３７億円の経済的な減収になって４万人に及ぶ失

業が出るのではないかというような試算を出されていて、これまで御承知のとおり、

この数字等をベースに運動を重ねてきた、十勝においては３０団体の運動を重ねてき

たというふうに理解をしているわけです。 

 重要５品目については国会決議、あるいは政権与党の自民党の決議の中でも守るの

だという趣旨なのですけれども、今回、決められた中身だけでいうと、東大の鈴木教

授がこの部分だけ試算しております、でん粉を除く果実、ジュースを含めた重要４品

目と果実の部分で１兆１,０００億円を超えるという試算をしているわけです。 

 これだけでもやはり大きな中身だというふうに思っていますし、そもそも国会決議

という中身は簡単に申し上げると関税を引き下げるということから全く除外されてい

るということと、再協議ということもしないよというのが、そもそもの国会の決議で

すから、ここはわからない部分ですが、最低限は守れたというような言い方をしてい

ると、国会決議とはやはり相容れないのではないかなというのが私の率直な感想です。 

 それから、もう一つ、余り言われていないのですが、ＷＴＯ農業合意というのがあ

るのですが、例えば小麦が６５円から５５円になったというような中身なのですけれ

ども、今回のＴＰＰの現時点での交渉の中身というのはＷＴＯ協定の中身をはるかに

超えているのです。 

 ですから、言いかえると農産物に関して言えば貿易品目、貿易交渉の中で最悪の中

身なのだということが今の大筋合意の中身だけでも言えるのです。ですから、これは

やはり数字こそ仮にもう１回、全部計算し直すと、当初の３兆円という数字にはなら

ないかもしれないけれども、それに匹敵するような数字になっていくと思われるので

す。 

 鈴木教授の数字しかないから、ほかのことは私もわかりませんけれども、例えば肉
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製品だって、１６年間かけて今の２８ .５を９パーセントにすると、これってすごいひ

どい話だなというふうに思うのです。給料をいただいております皆さんからすれば、

ちょうどボーナス分が１６年間で９パーセントになるよと、ボーナスなくなるよとい

う話だったと思うのです。そうなってしまうと、今回、決められた内容が長い時間で

減らされるからいいという内容ではないと私は思うのです。 

 今現時点で、私が持っている情報とか、報道の中身でいうと、そういうことが今、

すごい感じられている部分なのです。ですから、今回、今ある情報からＴＰＰが本町

農業と国民の暮らしに及ぼす影響について、数字は多分出ないのは先ほど申し上げた

とおりなのですが、当初７０億円ぐらいというような話をしていたと思うのですが、

非常に大きな影響にはかわりないというふうに思っておりますが、現時点では町とし

ての捉え方、考え方を伺いたいというふうに思います。 

 二つ目に、先ほど申し上げたように全体像が不明確な状況だと思うのですが、交渉

過程では一切出さないで、今、順番にどんどん、どんどん出してきているというのも、

これも一つの作為的な中身かなというのは町長も御存じかもしれませんけれども、北

大の東山教授が農家向けの雑誌、ニューカントリーでその辺のことを言っております。

筋書きは決まっていたのではないかというようなことを東山さんは言っていますけれ

ども、そういう状況なのですけれども、私は町民の皆さんに輸送料、こちら払いとい

うような形で署名をずっとしてきております。ＴＰＰの大筋合意に反対だという趣旨

の署名をやってきてて、返ってくる方も当然あるのですけれども、たまに何人かと話

すと半分諦めているのです、だけど中身はよくわからないということなのです。 

 農家は御承知のように今までずっとこういう農産物の自由化には牛肉、オレンジか

ら始まって、先ほど言ったＷＴＯも含めてずっとやってきてて、そのたびに農家が半

分ぐらいずつ減っていくという歴史です。今回、どうなるのかわかりませんけれども、

いずれにしてもそういう中でよくわからない、どう考えていいのだろうということで

思っている方もかなりいらっしゃると思っております。 

 ですから、自治体としてはやれることは当然、限られていると思っていますが、こ

れまで何回か本町としても取り組んできたような研修会なり、そういう話を聞ける場

所というのを町と、あるいは農協と協力してぜひつくるべきではないかと、そのこと

によって励まされる部分も当然、出てくると思うし、今の現状の把握がしっかりと正

確にできるのではないかと、決まったことだということを言われる方もいるし、その

一方で先ほど申し上げたように議会にいる私たちにすれば、議会で１回も審議されて

ないのに決まっている話ではないよねということも当然あるわけです。  

 国会で批准されない限りは発行しないわけですから、これには１年ないし２年かか

ると言われておりますけれども、そういう現状ですから、ここで②で言っているよう

に研修会でも何でもいいのですけれども、そういうようなことをぜひ今の時期に必要

なのではないかというふうに思うので、提案をかねて申し上げたいというふうに思っ
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ております。 

 １０月５日にこのように大筋合意が発表されたわけですけれども、例えばそれ以降

ですが、私もこの間、札幌でデモ行進してきましたけれども、ＪＡの山形中央会は反

対の立場に変わりはないし、条件闘争になったつもりはない。それから瀬棚町は議員

みんなが実行委員会になってシンポジウム開いたと。それから長野県のこれは農業委

員会の大会だというふうに聞いておりますけれども、ＴＰＰから食と命と暮らしを守

る緊急集会決議で、断じて容認できないという決議をこれは１１月になってから挙げ

ております。 

 ですから、全国的にはこのほかにもいろいろな動きがある中で、やはりＴＰＰになっ

てしまったら困るという運動があるというふうに認識しているわけです。ですから、

そういうことも含めて、みんなでそういう情報を交換できるような研修会等の催しを

考えていただきたいし、すべきではないかなというのが今回の質問の趣旨です。  

 よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 阿保議員のＴＰＰ大筋合意に対する対応はの御質問

の答弁をさせていただきますが、太平洋経済連携協定、ＴＰＰに参加１２カ国ですが、

１０月５日、御質問のように大筋合意ということで発表されました。 

 当然のように、御質問にありましたように農産品の重要５品目などは関税を維持す

るということで、１パーセント残したからいいのではないかという議論では決してあ

りませんので、ここは聖域も含めて、何度かこの場でもお話させていただきましたけ

れども、私どもの受けとめ方は聖域を頼んだことはないよと、重要５品目頼んだこと

ないよ、それは政府みずから、また国会の決議も含めて、そこはみずからが示したと

ころですから、そのみずから示した約束は守るというのは当然のことでありますから、

それが相手のあることといいながらも、このＴＰＰ交渉というのは原則、関税ゼロで

すから、そこに向かっていきながら内容が全然明らかにされないで、いってみれば国

民の暮らしがどこへ向いていくのかの明確な指針もないままに大筋合意でよかった、

よかった、と言われるような、そんな報道にしか私どもには見えないのですが、決し

てそういうことではないのではないかと。 

 農業だけが何か突出して報道されますが、農業団体の人はもうそこは本当に大変遺

憾な思いだということでいつも言っていますが、２１分野と言われる雇用から労働か

ら、それこそ医療からたくさんのものがあるのですが、さらにまた関税障壁、非関税

障壁含めて、ＩＳＤ条項になんてどうするのですかと、などなど含めて、食の安全は

もちろんですが、もう何一つ明らかになっていません。 

 でも、ここはこの対策を打つから大丈夫だ、この対策を打つから大丈夫だというの

は、このＴＰＰの第一の報道です。私どもも先月、要請に行ったときに全国大会があっ

て、それぞれ道路から、農業から、基盤整備からたくさんの要請をするのですが、毎
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日のように要請をしてきましたけれども、行って一番最初の日、１７日にいただいた

のが与党がまとめたこのＴＰＰに対する対策案というのですか、大綱を早速、読ませ

ていただきました。 

 その中には、このＴＰＰ、私ども一番あれします、これしますと書いてあるのです

けれども、そこで注目したのはやはりでん粉工場と製糖工場の再編統合というのが大

きく１行あります。その下の項目には、乳製品工場の再編統合というのがあります。

こんなことをされたら大変だということで、これは八つの北海道製糖工場を持つ自治

体の首長がこぞって農水省、それから道内選出国会議員の皆さんにその審議を正すこ

とも含めて要請に行きました。 

 北海道選出の国会議員の皆さんもそれぞれやはりかなり受けとめ方に差があって、

中にはこんな大変なことされたら北海道は成り立たないから、町村長一緒になって知

恵絞って、勉強しながら何とかこれを守っていこうという先生方も何人かおりました

し、中には話題にもならない対応の人もいたのも事実であります。農水の担当の官僚

の皆さん方は、これは農水省としては一言も口を挟みませんと、それはでん粉工場だ

とか、乳製品工場だとか、製糖工場が独自に考えていただくことです。北海道でいえ

ば３つの企業ですから、８つあるけれども、日甜、北糖、ホクレン、ここがそれぞれ

独自に調整することでないですかと、こういうことですから、そんなとんでもない話

あるかということで、ほかの首長方も砂糖だけではないよと、砂糖をつくるだけのプ

ロセスというのは地域をどれだけ、この百数十年かかって今の基盤をつくってきたか

ということを含めて、やはり地域が崩壊するということを言って訴えてきましたけれ

ども、一つ一つがそれと同じようなことでありまして、非常に私どもが受けた印象は

国の受けているその感情と、私たちの受けている感覚というのは相当開きがあるし、

全く逆な面も中にはあるなというふうに受けとめています。 

 当初から、十勝の３０団体、このＴＰＰに対して本当にオール十勝で頑張ろうと言っ

てきた背景には、そういう暮らしそのものが根底から崩壊をすると、そういう危機感

のもとにこの持続継続できるこの地域の発展や、さらに農林業、水産業含めて十勝の

基幹産業をしっかり守る、将来の担い手に希望を持たせてしっかりとこの中で食料を

つくるという、壮大な使命を持った役割を担っていただくなどなど含めて、人材の育

成など含めて今までやって、取り組んできたところでありますが、それが私どもの受

けているのは大筋合意だということで、何かほとんど決まりだというようなことを言

われていますが、私どもは受けている情報としては日本は、唯一日本は大筋合意と言っ

ているけれども、ほかの１１カ国は大筋合意ということではなくて、ただ今回の交渉

が破綻しなかったよと、崩壊しなかったよという交渉の中の一つのまとめだというこ

との中間まとめ的な認識だという話も聞いておりますし、またアメリカも報道されま

したけれども、共和党も民主党もそれぞれ大統領候補といわれる人も当初は推奨して

いた候補の人も、これは絶対に反対をしなければならないということになってきてい
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るということで、国民感情がそれぞれカナダも大変ですし、ニュージーランドも大変

です、オーストラリアも大変だという、そういうような状況というものがありますか

ら、日本だけが決して一人でできるわけでもありませんので、それらの情報もしっか

りと開示をさせていただきながら、まずは開示していただいて全容を明らかにしなけ

れば取り組みの仕方もありませんので、対応の仕方もありませんので、そのことを求

めながらしっかりと対応していくというのが我々の役割だというふうに思っています。 

 今、議員の御質問にありましたように、本町に対する影響額というのは当初、示し

た部分より、さらにまだ本町、野菜などはあまりつくっていませんが、野菜から果物

から今まで考えつかなかったことまでこの中に全部、包括されているということであ

りますから、当初、想定した全体の影響額よりかなりまた広く影響が出てくるのだろ

うなというふうに思っていますが、具体的にはまだ北海道も実は前回の十勝の代表者

会議のときにも北海道は試算ができないということでありますし、国全体も内容が明

らかになっていない中では、計算ができないということですから、それは食の安全・

安心やまた医療体制、それから知的財産など含めても、町民の皆さんの暮らしや地域

経済がどうなるかという大事なときですから、これらの情報をしっかり開示していた

だきながら、全力を尽くしてこのＴＰＰに対する対策を講じていかなければならない

というふうに思っています。 

 ただ、私どもも申し上げてきたのは、特に農水やそれから大臣含めてですが、十勝

は特に農業が崩壊すると地域が崩壊する、そのこと含めてとにかくどんなことがあっ

ても農業が継続、持続できるような体制をとってくださいと、対策は申しわけないけ

れども、私どもは求めません。政策として、しっかりと将来的に頑張ればずっと継続

できる、そういう政策的な国の方針を示していただく、このことでなければ地域は成

り立てませんと、そういうことを含めてお願いしていきます。 

 切迫する自給率といいながらも、なかなか理解していただけないのが実態でありま

すけれども、私どもは農業というもの、地域を支えるだけでなくて環境も、そしてコ

ミュニティーも大事な大事な人材育成も含めて、ここを中心にして成り立つわけです

から、このことにしっかりと将来不安のないように、全力でまたこのＴＰＰ対策含め

て、しっかりと努力していきたいなというふうに思っています。  

 ２点目の研修会のお話でありますが、恒久的支援の法整備などを決議にして政府に

求めてきたところでありますが、何といっても住民に及ぼす影響などがもう少し明ら

かにならなければ、その研修会、また学習会などやってもなかなか理解できないと思

いますから、もう少しこの辺は国、道にこの動向について注視していただきながら、

このＴＰＰ問題抱える十勝管内の関係機関ともしっかりと連携しながら、もう少しこ

の情報開示を求めながらしっかりとしたこの情報を住民の皆さんにも提供できるよう

に、また一緒に共通認識を持ちながらこれからも頑張れるように、しっかり地域を支

えて努力できる体制をとっていきたいなというふうに思っています。 
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 何といっても諦める気運もあるかもしれませんが、諦めることも含めて、決してこ

れでゴールではないよと、ここからが本当に正念場の言ってみれば活路、闘いの出発

になるというようなことを含めて諦めることなく、その後の情報をしっかりと注視し

ながら、開示求めながら努力していきたいなと思いますので、今までいろいろ町挙げ

て、もちろんＪＡも町もみんなそうですが、それぞれみんなが頑張ってきていただい

たこの思いを大事にして、これからもしっかりと努力させていただきますことを申し

上げて答弁とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） この件に関しては、町長も思い入れの深いところだと、３

０団体の責任者という立場もあるということで聞いていましたが、十勝の３０団体が

１１月６日の決議の中身で、御承知のように今回、意見書をほかの議員の皆さんにも

了解を得ながら提案する予定となっています。 

 それで、あの中で述べてあることの一番目が地域経済や国民生活に与える影響の分

析を速やかに行い、道内の地域ごとに丁寧な説明を行うこと。中身ははっきりするよ

ということと、２番目が十勝の農林水産業の持続的な発展ができる万全な対策を行う

ということで、対策でなくて法制化だというような話になっているというふうに、現

時点でやはり３０団体の責任ある対応という意味では私自信は理解しているつもりで

すが、先ほど申し上げたように今、町長もおっしゃったようにこれで終わったわけで

はないと、ここはやはり今、現時点ですごい大事なことだというふうに思っておりま

すし、担当の女子職員だったと思いますが腱鞘炎になりかけながら、このバッジをつ

くってくれたという、その努力もまだまだ生かさなければならないという状況だと思

いますので、そういう意味では町としてのこれまでの取り組み、ニュアンスは変わる

にしても、基本姿勢はまだ終わっていないよと、それから国会審議が多分１月末から

２月が本番になると思うのですけれども、答弁不能に多分なるだろうなと私は思って

います。 

 それは、だって言っていることと違うことを決めてきているわけですから、それは

普通は筋が通らないはずです。少なくても本別町議会ではそういうことは通らないと

思うのです、そういうことをもしやったら。ですから、そういう議論を多くの国民が

見たときにどういうことになっていくかということは一つあるし、町長おっしゃった

ように私も限られた情報しかないですけれども、多分、例えばアメリカの国内ではい

ろいろな動きが出ているということですから、我々の基本線としている部分、やはり

ＴＰＰになったら農業も暮らしも大変なのだと、ここは絶対、今も変わっていない部

分だというふうに思いますので、今、情報収集含めて多少、時間が必要だけれども、

研修会を考えるような趣旨だというふうに受けとめました。 

 ぜひ、大きな研修会もいいのですけれども、先ほども申し上げたように道内のジャー
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ナリストの会というようなところで、割りと講師の先生もそろっているという場所も

あるので、東大の先生もいいのですけれども、道内のそういう人もいらっしゃるので、

ぜひこれは担当の方も含めて具体化をしていただきたいというふうに思っていますし、

そうすべきだというふうに思っております。 

 三町というようなつながりもこれから生かしていくというような趣旨もありますの

で、そういうようなスケールでもいいのですが、ここはやはり機が熟せばやるという

再答弁をいただきたいなという意味で再質問をしておりますし、私どもの十勝の組織

では２月１１日に、これは鈴木先生を呼ぶ予定になっています。そういうことも含め

てみんなでまだ勉強もしなければならないし、現状を認識しなければならないという

段階だと思っておりますので、その点については再度伺いたいというふうに思います。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 再質問の答弁させていただきますが、この国民の暮らしをど

うするかという大事なところをしっかり情報としていただかなければ、関税があるな

いだけでなくて、その影にはどういうものが、先ほど言いましたように関税障壁、非

関税障壁ありますから、日本の社会保障医療費がどんどん、どんどん毎年、右肩上が

りでずっと伸びていくと、そういうことで財源も必要だということと、その健康の根

幹は何かといったらやはり食なのです。食べることの、食物の安全・安心が添加物だ

とか、ホルモンだとか、本来、体に入ってはならないものが蓄積されていくと、その

飽食含めて子供のときから４人に１人が成人病に犯されているとなどなど含めて、原

因を取り除かなければやはり対策、政策ならないのです。医療費がなぜかかっている

のか、原因を取り除かなければだめなのです。 

 そのときに、そうしたら今までこうやって本当に国内で安全・安心の食料求めて頑

張って、農民の皆さんも本町も頑張ってくれたのに、それを全然違うところから、言っ

てみれば外国のルールに沿ったような食のあり方になると、まだまだ健康を害して、

もっともっと医療費も社会保障費も、またうなぎ登りに上がっていくと、こういう原

理になるということは明らかであると。 

 このようなことも含めて、食の安全・安心だけでなくて、あらゆる面で、そこに医

療費がかかったら、一定程度の医療費がかかったらもう、これは保険で観れませんよ、

民間の保険、独自の保険にかかってくださいなどなど含めて、がんにかかったらがん

保険、また医療費は高額になれば医療費保険、もう別な国の方式と同じくなってしま

う、日本の今までの皆保険制度が崩壊されると、こんなこと含めて、お金がなければ

医者にもかかれないというような、こういうのが混合診療の現用ですから、一つ一つ

とったらきりがありませんが、それを含めて、何としてもこれは国民の暮らしにはしっ

かりと国の責任において情報を開示して、しっかりと国民と共有して、もちろん頑張

れるところはもちろん頑張るし、我慢するところは我慢するのは当然のことですから、

それをどう判断するかの情報をしっかりと開示していただかなければならないという
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ことが、私どもの基本的な考えであります。 

 先日、北海道酪農畜産協会の理事会がありました。会長は中央会の飛田会長ですが、

挨拶でＴＰＰの話にも当然触れて話していました。ＴＰＰを同意したとか、合意した

とかではなくて、これからが本当に我々農業家にとっても大事なところなので、ひと

つ力合わせてしっかり頑張っていきましょうという、もちろんそういう挨拶もありま

すから、医師会の会長さんも別なところでは、やはり国民の命と暮らしと道民の健康

を守るためには、私たちもＴＰＰについてしっかりと検証していかなければならない

という話をしていただいているけれども、業界もみな同じ認識であります。  

 ぜひ、そのようなことを含めて、もう少し情報がつぶさに開示されるように、また

情報が収集できたときには、もちろん御質問のように町民の皆さんと情報を共有しな

ければなりませんから、将来に向かってのまちづくりの根幹ですから、この部分につ

いてはそれぞれ学習会になるか、集会なるか別ですけれども、しっかりとそういう場

をつくりながら努力していくということは当然のことだと思いますので、ぜひそうい

うことで御協力いただきたいなというふうに思っています。 

 ＴＰＰ、本当にこれだけ対策を対策をと毎日のように報道されていますが、こんな

に対策するなら国会決議を守ったら何もしなくていいのにと、こういうことがただの

答えです。 

 そんなこと含めて、国民の暮らしのためによくなる方向をぜひ国としてもしっかり

と世界の交渉といいながらもやってほしいなと思っています。けさほどテレビ見たら

このＴＰＰのほかにＧＡＴＴの話が出ていました。ＷＴＯ、またこれやるかいと経済

産業大臣が今、ヨーロッパのほうに行った、今朝のようでありますから、これもまだ

大変になります。そのほかにヨーロッパとのＦＴＡ２国間です、これだってまだまだ

大変になります。こうなったら、本当に日本の経済、農業含めてどうなるかというこ

とは、これはＴＰＰを中心にしてまだまだ大変なことになっていきます。 

 ＴＰＰやるならＦＴＡうちともやってください、そうしたら今までのＧＡＴＴの協

定もしっかりとやってください、全部これは関税ゼロですから。そのときに日本の暮

らしにとってどこがメリットあるのか、どこがデメリットなのかということもしっか

りしなければ、これは国の責任においてやらなければならないことですから、そのこ

とも含めて本当にやることがたくさんありますので、しっかりと一つずつ頑張ってい

きたいなというふうに思いますので、またいろいろ情報も含めて開示していただきな

がら、協力していただきながら、供に頑張っていければと思いますので、よろしくお

願い申し上げて、答弁とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（方川一郎君） 暫時休憩します。 

午後 ２時３８分  休憩 

午後 ２時５０分  再開 
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○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） それでは、２問目の質問を行います。 

 ２問目は、介護職員の確保対策はということで伺ってまいります。 

 介護に携わる労働者が全国的に不足しています。本町でも町施設、あるいは民間施

設においても介護職員の補充が次第に困難になっていると聞きます。今後の対策等に

ついて見解を伺います。 

 全国的に介護福祉士等を目指し、養成校に入学する方は２００６年の１万９,２８９

人をピークに２０１５年、本年は８,８８４人、日本介護福祉士養成施設協会というの

があるそうですが、そこの調査の資料だそうです。半数以下に落ち込んでいると、そ

れから学校も養成校も２００８年の４３８校から、今年度、２０１５年度は３７９校

と激減しているという状況だそうです。 

 たまたま二、三日前のＮＨＫの介護難民が出るというような趣旨のテレビ番組だっ

たのですが、介護の関係の有資格者は現時点で日本全体で８３０万人いるというグラ

フだったのです。ところが現場で働く労働者は３０万人だそうです。これは中身の理

由は、その出演者がいろいろなことを言っていましたけれども、いずれにしてもすご

いギャップがあるというような状況は、数字がそうだとすれば大変な状況だというこ

とがその場で見ていてもわかりました。 

 もちろん一番の問題は、国による介護報酬の引き下げが行われた、そのことがやは

り大きな原因だというふうに思いますけれども、道内でも介護現場を抱えている町村、

民間事業者は独自の努力をして、介護職員の確保に取り組んでおります。  

 これは全国紙に載ったので名前言ってもいいと思っていますけれども、栗山町が町

として介護福祉士を養成する学校を持っているそうで、その状況が今、申し上げた全

国の流れと全く同じで、なかなか大変な状況だという記事が全国紙に載っていました。

そういう意味で独自な努力をされているということが今回の質問の私のヒントになっ

ています。 

 そこで①番目ですが、本町の介護職員募集の実情はどうなっているか、また町内の

各事業所の状況、民間ですから町としてどこまで知り得ているのかわかりませんけれ

ども、情報をいろいろ交換していると思いますので、その辺の話が許せる範囲でわか

れば伺いたいなというふうに思っております。 

 ②ですが、介護職員を確保する独自の対策としての事例では、先ほど申し上げまし

た養成校の新卒者への、その町内で住む場合に家賃を補充している自治体があります。

それから、かつて本別もお医者さんを確保することでやっていたと思うのですが、就

学資金、奨学金ですか、町の奨学金、そういうのを貸し付けている町、多くは３年か

ら５年間、その町内で勤務した場合は返済が免除という例が多いそうですし、ここに
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は書いておりませんが、民間の事業所もこの奨学制度というか、就学資金の貸付に乗っ

ていると、報道では栗山町も何かそういうようなことをやっているというような報道

になっておりました。 

 また、本町では数年前ですが、私の息子が高校３年生のときだったと思いますけれ

ども、夏休みに２級ヘルパー講座と当時言っていたのですが、それに夏休みの間で２

級ヘルパーの資格というのですか、いただくことができて、実は今、介護福祉関係の

仕事に就いているのですけれども、多分これがきっかけだったなというふうに思って

います。 

 そういうようなことも開催した経過が本町で持っているので、独自の対策というの

はいろいろな今、申し上げた例以外にもあると思うのですけれども、確保が困難だと

すればそれの対策の一つとして考えていく必要があるのではないかというふうに思い

ますので、現時点での考え方を伺いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 阿保議員の２問目の介護職員の確保対策についての

質問の答弁をさせていただきます。 

 まず、質問の１点目ですが本町の介護サービス事業所における介護職員の募集につ

きましては、大変、やはり苦慮しながら募集しているというのが実態でありまして、

介護福祉士、介護職員の初任者研修の受講者といった有資格者の募集を常時行ってい

ますが、なかなか応募がないと、こういうのが現状でありまして、介護職員の確保に

も苦慮している事業者が多いということであります。 

 加えて、けさもテレビでもやっていましたけれども、今、御質問にありましたよう

に介護報酬の引き下げで、介護保険事業所が廃業を余儀なくされたとか、またそこに

職員のもちろん処遇、待遇が十分に行き届かないとなると人が集まらない、それが原

因で事業所がやっていけないと、こういうようなことが報道されていましたけれども、

まさに身近でもそういうような状況が起きていますし、前に御質問いただいたとき、

議会でもこの介護報酬の関係でどうなるかというお話をいただいたときに、本当に民

間で頑張っている人たちがこのままでは事業が継続できないと、何ともならないとい

うような、本当に切実な思いも聞かされたところでありますが、何とかいろいろな多

少の応援しかできませんが、それでも何とか頑張っていただきたいというようなこと

で、本町にはなくてはならない、そういう施設も大変な苦慮しているという実態であ

ります。 

 各種事業所は、事業所の運営の基準を満たすためにもやはり無資格者も含めたパー

トやアルバイトを雇用して、補助的な業務を行うことでありまして、有資格者は身体

介護に専念して、資格のまだ持っていない人はそのほかの業務に従事するということ

で、対応に苦慮しながら運営していただいているのが実態でもあります。  

 十勝管内の市町村においても、同様に介護士の不足の問題を抱えておりまして、現
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在、十勝定住自立圏として策定を進めております第２期の十勝定住自立圏、共生ビジョ

ンの議論の中では、協定に基づきまして推進する具体的な取り組みの新規項目として

介護士不足などの課題に向けた検討が挙げられておりまして、圏域が抱える介護士不

足の課題解決に向けて、関係町村と協議して、連携して取り進めるとして確認してい

るところでもあります。本町といたしましても、引き続き、関係の市町村と連携して

協議を進めてまいりたいと考えております。 

 御質問の２点目ですが、高齢者人口の増加と少子化の進行、人口減少に伴います介

護職員の確保は今後、ますまず厳しい状況になってくるというふうに思っております

ので、本町におきましても小中学校の福祉学習による福祉介護のイメージづくりや職

場体験学習の受け入れ、また介護福祉士や社会福祉士養成校の資格取得のための実習

の受け入れを積極的に今まで行ってきたところでもあります。 

 また、今年度から町内の民間事業所に勤務をする職員を対象に資格取得にかかる経

費の２分の１を補助する介護職員等の研修支援事業を創設したところでもありますが、

国の社会保障審議会における議論は２０２５年に向けた介護人材の確保、量と質の好

循環の確立に向けてによりますと、一つに子育て中、後の女性、他業種、中高年者な

どの多様な人材の参入を図り、人材のすそ野を広げること、二つ目には労働環境の処

遇の改善により能力に応じたキャリアパス、経験年数に応じた資格の道筋でございま

すが、このキャリアパスの構築や定着、促進、三つ目には専門性を明確にすることで

の資格の向上や限られた人材を有効活用するための機能分化の必要性が示されたとこ

ろであります。 

 介護職員の確保につきましては、多様な人材の確保の手段を検討しますとともに、

学童期から福祉の心を育てるという介護現場を知るという人づくりの取り組みからス

タートして、学生が職業として選択し、定着するために、多方面からの取り組みが必

要であるというふうに考えております。 

 本町といたしましても、これまで取り組んできました児童生徒を対象にした福祉教

育のより一層の充実を図りながら、将来に向けた土壌づくりとなる人材育成に努めま

すとともに、１０月に策定しましたまち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略、

これに位置づけておりまして、介護職員の確保支援事業の具体化に向けて、関係機関

と協議を初め、早急に検討を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 以上を申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 本町においても、実習の受け入れ、あるいは資格取得のた

めの支援ということで具体的に２点か何点か取り組んでいるということで理解はした

ところですが、いろいろありますけれどもやはり自分の子供の例で言えばそれなりの

学校に行けば年間１００万を超える授業料が実際にかかっているし、３年、４年とい
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う期間、やはり勉強しなければならないということで、非常に経済的なものはやはり

当然、かかっているという中で、先ほど挙げた例題の中では貸し付けですから、就学

資金のそういう援助というのは医者の確保のときに途中でやめたというのは理由はい

ろいろあるのでしょうけれども、実際に子供たちをそういうところに行かせている家

庭にすればありがたい話だなというふうには思っているのです。  

 基本的には貸し付けだから、本人が返してくれればいいのですけれども、それは親

が返す場合もあるかもしれませんけれども、いずれにしても貸し付けですから、長い

目で見れば町村の予算に大きな影響があるという筋合いのものではないというふうに

一応思います。もちろん、それなりのお金を用意しなければならないという、単年度

でいうと大変なことは十分わかっているつもりですけれども、考え方としてはそうい

うことであると。 

 それで、多くは３年間から５年間、その町で勤務していただければ免除だよと、こ

れは実際にお金が返ってこないけれども、勤務していただくということのメリットと

いうか、効果があるということで、それでお金は要らないよという考え方がいいのか

どうなのか僕はわかりませんけれども、それなりにそのものが返ってきていると、形

を変えて返ってきているというふうに思うのです。 

 そういう意味では、いろいろなまち・ひと・しごとプランや、それから三町、ある

いは十勝の中で今後、検討していかなければならないということをしているというこ

となのですけれども、具体化としてはやはり一番、私はこれは学校に子供たちを送っ

ている家庭からすれば、一番効果があるように私は思うのです。  

 ですから、財政出動にはなりますけれども、長い目で見たら戻ってくるものだとい

うふうに私は思うのですけれども、その辺の考え方はどうなのかなというのが一つあ

ります。 

 それから、先ほどもおっしゃいましたＮＨＫの例の話ですが、本別もそういえば当

時、２級ヘルパーと言っていたと思うのですけれども、その資格を持っている方は子

供たちのときにはそういうことで同級生同士で三、四人が受けておりました。それか

ら、その前に一般の方を対象にやっていて、先ほど町長がおっしゃったように家庭の

主婦とか、そういう方々が何人か受けられているというように思っております。  

 だから、先ほどの８３０万人の有資格者がいるけれども、実際には３０万人しか働

いていないという、数字の真意は別としても、潜在しているそういう方は本町にも結

構いるのかなというふうに思っているのです。その辺の情報というか、データという

のがあれば伺いたいということと、もしそうだとすれば、そこを先ほど町長もおっ

しゃっていましたけれども、具体的に参加していただくような方法というのは方法論

として必要になってくるのではないかなというふうに思うのです。  

 ちょっと古い話ですけれども、本州の例ですが、下駄履きヘルパーという言葉を使っ

ている町があります。要は、ヘルパーのちょっと勉強をしてもらって、アルバイトか
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ボランティアで職員の手伝いをするという中身だったと思うのですが、長野県の栄村

がそういう例で、そういう取り組みをやっているので、特別なことはなかなかできな

いにしても、今あるそういう人材とか、眠っている宝というか、そういうものを何か

活用していくような、そういう身の丈に合ったような取り組みもあわせて考えていく

べきではないかなと、それはやはり人口動向も午前中の議論あったとおりで、これか

らどんどん高齢者がふえていく中で、ちょっとした手助けができるような体制をとっ

ていくということは多分、必要になってくると、今後の将来に向けて必要になってく

るというふうに思うものですから、その辺の特に奨学資金の貸付金というのは、町側

が考えている以上に当事者はかなり有効な手段ではないかなというふうに思うのです

けれども、再度伺いたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） 下駄履きヘルパーの話もありました、私どもも全国で栄村と

交流もありますが、地域包括だとか、それこそ先ほどの質問に関連しますけれども、

それぞれ地域の中でその福祉サービス含めて、高齢者などもそうですけれども、トー

タルして、そのエリアでどう人材に協力してもらってやるかとなると、それは本当に

無資格、有資格いろいろ含めてですが、そこでやはり今、言われたような本当に気楽

に無資格の人たちが、下駄履きヘルパーではないけれども、必要がある、一定の知識

を持って、そこでまたボランティア含めた支援体制というのは非常に有効になってく

るということも含めてあるのですが、それら含めて我々も今、十分にそういう方式も

含めていきたいなというふうに思っているのですが、奨学金制度などいろいろ議論し

ています。実は十勝の中で地方創生で、例えば十勝は学校専門的なことといったら帯

広大谷学園とコア学園というのがあるのですが、そのほか高校、江陵高校だとかある

のですけれども、そこは大谷学園の例をとると、定員はもともと８０人なのです、介

護士の。ところが、それが４０人しかいなくて、４０人にしたのだけれども、実際に

学んでいる生徒さんは約２０人、半分なのです。これですから、ですからことしから

音更町は１,０００万円の寄附金条例含めて活用するということで、先行してやってい

ただきましたから、これをオール十勝で何とか応援させていただいて、そして人材を

養成してもらう、このような方向をとれないかと。 

 これをやったら、いろいろ議論していくと高等看護学園と同じになるのではないか

なというお話も実はあるのですけれども、決してそういうこと、後ろ向きではなくて、

前向きに、そういうやはり役割分担含めても協力していただいて、要請をしっかりい

ただかなければ将来的になり手がいないと、こういうことであります。  

 それにつきましては、ぜひ本町もいろいろな取り組みを今、しています。今までも

しています。そこで、奨学金の話も出ましたので、奨学金を実際にもらいながら学ん

できた代表選手、うちの包括センター所長おりますから、そっちのほうからしっかり

取り組み含めて答弁させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。  
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○議長（方川一郎君） 飯山地域包括支援センター長。 

○地域包括支援センター所長（飯山明美君） 質問にお答えします。 

 介護職員初任者研修、旧２級ヘルパーの実施状況なのですけれども、実施主体が社

会福祉協議会のほうでやってきた経過もありまして、正確な数字は押さえていないの

ですけれども、介護保険制度が施行されるころ、アメニティー本別が建つとか、介護

職員が必要になってくるだろうということで、２０００年のころを中心に盛んに社協

のほうでは養成を進めてくれていました。 

 そのころ、うろ覚えの数ですけれども、大体、１回やると２０人とか３０人とか、

かなりの数が集まっていたと思うのですが、だんだん経過をしていくにしたがって、

受講者が減るようになってしまって、今、社協のほうは養成を中止しているような状

況です。 

 また、ことしの春にアメニティー本別さんが法人として初任者研修の講座を開きま

した。本別町からは２名の方が受講したというふうに聞いておりますが、いずれも法

人への就職には至っていないというような、そういう状況になっております。 

 阿保議員の御指摘のありました潜在的な部分というところでは、実際、以前にヘル

パー養成講座を受けた方々が、今、地域の生活支援という部分で御近所のお手伝いを

してくださったりですとか、そういう活動をされている方は何人かいらっしゃいます。 

 これから、高齢者の方がふえていきますけれども、元気な高齢者もふえていくとい

う実態もありますので、そういう元気な方が少しでもお手伝いできるような仕組みで

すとか、多様な観点から人材確保は考えていきたいなというふうに考えております。  

 以上です。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） ２級ヘルパー、今、初任者研修という名前に変わったとい

うことで、社協がやっていたと、社協がやっているということで、私もちょっと話を

伺ったら、今おっしゃったように募集してもなかなか応募してこないということが１

点だそうです。 

 それから、金額は聞きませんでしたけれども、結構、経費持ち出しになっていると

いうことがあるのだそうです。 

 ですから、今は本町としてやれることという意味でいえば、もし応募があればぜひ

やはり先ほど来、申し上げているように一つのきっかけになり得るというふうな点で

は重要な研修会、講習会だと思いますので、それはぜひ前向きに検討すべき点の一つ

ではないかなと、多くの幾つかの支援策の中の一つに今後、上げていっても、どれぐ

らいの金額か私はわかりませんけれども、受ける人自身は教科書などはたしか自分で

買うはずなのですが、どの程度の金額かわかりませんが、もし可能であればそういう

ことも一つの方策としてはあるのかなというふうに思っております。 

 それで、やはり応募がもしないとすれば、先ほど答弁いただいたように小中高での
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いろいろな福祉関連の授業をやっているということが、なかなか実を結ばないという

ことにもつながるわけで、それは施策としてはやはりつなげていかなければならない、

つなげていってほしいというふうにまず一つ思うので、その辺の今後の強化について

の考え方というのをまず一つ伺いたいということです。 

 それから、今言ったように、もし初任者研修がもし可能であれば支援も必要ではな

いかということについての考え方が一つ。 

 それから、先ほど十勝全体で奨学資金等も含めて検討しているということなのです

が、広いということが一つの力だと思います。広いということ。でも、例えば仮に本

別、足寄、陸別、かつて合併議論した仲間という意味でいうと、そういう範囲もかな

り見えるという部分では重要だと思いますので、三町で今後そういうことも議題の一

つに上げていくべきではないかなと、そしてそういうことになると住む場所というの

も、その三町の中のどこかになってくるという点では、人口増とは言いませんけれど

も、若干のプラス要因になってくるのかなという面もあります。  

 そういう面では、ちょっと総合的に考えたときに幾つかの点で取り組むべき点があ

るのかなというふうに思いますので、その辺について再度、伺います。  

○議長（方川一郎君） 飯山地域包括支援センター所長。 

○地域包括支援センター所長（飯山明美君） 教育の部分との考え方ですけれども、

この介護士の人材不足に関して、高校の先生等にもいろいろお話を伺った中では、や

はり中学校ですね、高校になると自分の進路をある程度、決めてしまうというところ

があって、それ以前の小学校、中学校の中でいかにその介護に触れるだとか、高齢者

に触れるだとかというような体験ができるかというのが一つのポイントではないかと

いうような御意見もいただきました。 

 そういう御意見も参考にしながら、今、これまでも町として進めてきました小中学

校での福祉教育は今、４校あるうちの２校で実施をさせていただいておりますが、そ

の辺を拡大できるように教育委員会とも連携を図りながら進めていきたいというふう

に考えております。 

 また、介護者初任者研修なのですけれども、今、検討させていただいているのが本

別高校の生徒さんに対して、夏休み、冬休みを利用して希望者の方に初任者の研修を

受けていただいて、そしてその経費に関しては町のほうで負担をする方向はどうかと

いうようなことも内部では検討させていただいております。 

 以上です。 

○１０番（阿保静夫君） 終わります。 

───────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（方川一郎君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。 
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散会宣告（午後 ３時１５分） 
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○議長（方川一郎君） 開会前に、吉井会計管理者から、町内での葬儀参列のため午前の

会議を欠席する旨の申し出がありましたので、報告しておきます。 

開議宣告（午前１０時００分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（方川一郎君） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 行政報告 

○議長（方川一郎君） 日程第１ 行政報告を行います。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 スクールバスの事故について、行政報告をさせていただき

ます。 

 １２月１１日金曜日、午前７時４５分頃、スクールバス路線、新生清里線におきまして、

仙美里小学校児童２名が乗車をいたしておりますスクールバス、２９人乗りのスクールバ

スですが、町道明美仙美里間道路において、明美地区から清里方面に向かう三差路、Ｔ字

交差点ですが、ここにさしかかったところ、早朝の路面の凍結のためスリップをして、道

路の路肩に前輪が脱輪をし、そこに立木及びカーブミラーに接触したために、バスの前面、

また側面のパネル、ボディ部分ですが、さらにサイドガラスとドアガラスの部分を破損し

たという事故であります。 

 この事故で乗車しておりました、２名の児童につきましては、身体の状況を確認したう

えで代替車により、一度学校へ登校していただき、学校に事情を説明し、直ちに国保病院

にて受診をしていただきましたが、医師の診断で異常が見受けられなかったことから、学

校にすぐに復帰をしていただいたところであります。 

 児童生徒の通学のために安全運転に心がけておりましたが、運転手の不注意で事故を起

こしてしまったことにつきましては、保護者の皆様、学校及び関係者の皆様に心からお詫

びを申し上げるところであります。 

 今後の事故防止につきましては、町関係職員にはさらなる安全運転の徹底を指示します

とともに、凍結による危険な箇所につきましては、タイヤチェーンを装着するなど安全運

行に対して特段の配慮を行い、また、状況によりましては砂の散布などを行なってまいり

たいと思います。 

 今後このような事故を起こさないように、より一層安全運行に努める所存でありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 以上、スクールバスの事故の報告とさせていただきます。 

○議長（方川一郎君） これで、行政報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 
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◎日程第２ 議案第７１号 

○議長（方川一郎君） 日程第２ 議案第７１号平成２７年度本別町国民健康保険特別会

計補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 議案第７１号平成２７年度本別町国民健康保険特別会計補正

予算（第２回）について、提案内容の御説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、人件費につきましては給与改定及び管理職手当の改定等によるもの、準

職員賃金は職員の給与改定に伴うもので、その他のものにつきましては額の確定等による

ものとなっております。 

 補正予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３２万４,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億９,２００万２,０００円とするものでございます。 

 それでは事項別明細書により歳出から御説明いたします。 

５ページ、６ページをお開きください。 

 １款総務費２項徴税費１目賦課徴収費１９節負担金補助及び交付金３万８,０００円の

減額は、十勝市町村税滞納整理機構運営費負担金で、その負担額が確定したことによるも

のです。滞納整理機構には本年度７名分を引き継いでおりますが、そのうち国保分は５名

となっておりまして、本年度１１月末現在、１５７万１,８００円の依頼額に対して収納額

は３８万７,０８９円で、徴収率は２４.６パーセントとなっております。 

 次に、２款保険給付費１項療養諸費３目一般被保険者療養費１６０万円の減額は、一般

被保険者の療養費請求件数の減により減額するものです。 

 その下の２款保険給付費２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費９００万円の増額

は、高額対象医療費が増額しているためのものでございます。 

 ３款１項後期高齢者支援金等１目後期高齢者支援金２２万４,０００円の増額は、納付額

の確定によるものでございます。 

 続きまして歳入について御説明いたします。 

３ページ、４ページをお開きください。 

 ８款１項共同事業交付金２目保険財政共同安定化事業交付金７４５万６,０００円の増

額は、先ほど歳出で申し上げました高額療養費が増額していることに伴いまして、国保連

合会からの交付金を計上したものです。 

 以上、議案７１号平成２７年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）の提案

説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７１号平成２７年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７１号平成２７年度本別町国民健康保険特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第７２号 

○議長（方川一郎君） 日程第３ 議案第７２号平成２７年度本別町介護保険事業特別会

計補正予算（第３回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本保健福祉課長。 

○村本保健福祉課長（村本信幸君） 議案第７２号平成２７年度本別町介護保険事業特別

会計補正予算（第３回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、地域支援事業費の調整が主なものであります。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９億４,０００万９,０００円とする内容であります。 

 それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 歳出ですが、４款地域支援事業費２項包括的支援事業・任意事業費１目包括的支援事業

費３節職員手当等３５万７,０００円の補正は、地域包括支援センターの新規事業及び職員

の退職等に伴う業務量の増加に対応するため、時間外手当を増額するものです。 

 １つ下の、９節旅費９万１,０００円の減額補正は、生活支援コーディネイター研修の開

催地確定による調整であります。 

 次の、２目任意事業費８節報償費６万円の補正は、介護相談員活動にかかる奨励金につ
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いて、ミーティング回数の増加等に伴う増額であります。 

 ３ページ、４ページをお開きください。 

 歳入ですが、３款国庫支出金２項国庫補助金２目地域支援事業交付金３万５,０００円の

減、下段、５款道支出金３項道補助金１目地域支援事業交付金１万７,０００円の減額補正

は、それぞれ歳出で説明しました地域支援事業費の調整によるものであります。 

 次の、７款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１３万６,０００円の補正は、地

域支援事業の包括的支援事業・任意事業の調整による１万７,０００円の減額と、交付金限

度額超過分１５万３,０００円の増額によるものであります。 

 次の、２項介護サービス事業特別会計繰入金１目包括的支援事業繰入金１８万１,０００

円の補正は、前年度繰越金の確定によるものであります。 

 以上、平成２７年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）の提案説明にかえ

させていただきます。よろしく、御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７２号平成２７年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７２号平成２７年度本別町介護保険事業特別会計補正予算（第３回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第７３号 

○議長（方川一郎君） 日程第４ 議案第７３号平成２７年度本別町介護サービス事業特

別会計補正予算（第４回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） 議案第７３号平成２７年度本別町介護サービス事業
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特別会計補正予算（第４回）について、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は、人件費の調整、修繕料の増額と執行残の係数整理が主な内容でございま

す。 

 それでは、予算書の１ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３６９万２,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、２億７,００３万９,０００円とするものであります。 

 それでは、事項別明細書により歳出から御説明をさせていただきます。 

 ５ページ、６ページをお開き願います。 

 ２、歳出、１款介護サービス事業費１項１目施設介護サービス事業費２節給料２４万８,

０００円の減額、３節職員手当等１０１万６,０００円の減額は、人事異動等及び職員の休

職に伴うもので、４節共済費５０万８,０００円の増額は、人事異動等及び負担金掛率改定

により調整するものであります。７ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、

説明は省略させていただきます。 

 ７節賃金１６４万４,０００円の増額は、人事異動等及び休職に伴う執行見込みにより調

整するものであります。 

 １１節需用費２４万４,０００円の増額は、施設及び備品の修繕によるものであります。 

 １２節役務費４,０００円の増額は、障がい福祉サービス費請求に係る電子証明書発行に

よるものであります。 

 続きまして、２項居宅介護サービス事業費１目居宅介護支援事業費２節給料２２０万円

の減額、３節職員手当等２０６万２,０００円の減額、４節共済費４６万６,０００円の減額

は、人事異動等により調整するものであります。７ページ以降に給与費明細書を添付して

おりますので、説明は省略させていただきます。 

 １１節需用費４万９,０００円の増額は、居宅介護システムのバッテリー修繕によるもの

であります。 

 ２目介護予防支援事業費１３節委託料１０万３,０００円の減額は、介護予防支援サービ

ス利用者の減少によるものであります。 

 ２８節繰出金１８万１,０００円の増額は、前年度繰越金の確定によるものであります。 

 次に、３ページ、４ページにお戻り願います。 

 歳入でありますが、１、歳入、４款繰入金１項他会計繰入金１目１節一般会計繰入金８

０２万３,０００円の減額は、歳出で説明しました事業執行見込み並びに歳入の繰越金の増

額により調整するものであります。 

 ５款１項１目繰越金１節前年度繰越金４３３万１,０００円の増額は、平成２６年度決算

の確定によるものであります。 

 以上で、平成２７年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４回）の提案説明

とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 
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○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入歳出一括とします。 

 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） ６ページの上段、介護サービス事業費の中の賃金でございますけ

れども、全体で１６４万なにがしが増額になってございます。説明の中で、準職員賃金が

６０万なにがしの増額、パート等賃金介助員の減額１６９万１,０００円、代替賃金介助員

の増額が２７０万となってます。ちょっと細かいことがよくわからないので、かいつまん

でといいますか、流れといいますか、教えていただきたいということでございます。 

○議長（方川一郎君） 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） お答えをさせていただきます。 

 パート等賃金でございますけれども、介助員、当初４名の予定をしておりましたけども、

募集をさせていただきましたけども、現況３名で対応させていただいております。その反

動としましてですね、代替賃金の増額、及び代替賃金につきましては、給料職員手当等で

説明させていただきましたけども、職員が１名病気休暇で休んでおりましたが、病気休暇

の限度、９０日が休暇の限度なんですけども、それを超えましたので休職扱いとさせてい

ただきまして、５月２１日から９月３０日まで休職、これにつきましては、給料の８割を

支給ということでございまして、２割をこちらのほうで、給料職員手当ということで削減

をさせていただきました。それの代替賃金が増というふうになってございます。以上でご

ざいます。 

○４番（大住啓一君） 要は、パート等賃金の部分の介助員については３名で対応してき

たと。上段にあります給料等々の減額の分の、正職員が休暇に入ったので、その分を代替

介助員で賄うために増額をしたと。それで全体に１６０万ふえてるということは、そこが

ちょっとわからないのですけども、再度わかる範囲でお知らせいただきたい。 

○議長（方川一郎君） 井戸川老人ホーム所長。 

○老人ホーム所長（井戸川一美君） お答えをさせていただきます。 

 先ほどもお話しさせていただきましたけども、本来的には職員が休職扱いになった場合

は、１００パーセント給料、職員手当等、減額されることになってございますけども、共

済事業の関係でですね、先ほど申し上げたとおり、８割給料が確保されることになってご

ざいます。ですから給料でいけばですね、２４万８,０００円というのは２割減額の分だけ

なのです。ですから１０割減額をされるとすればですね、これの５倍という形になります。

その分パートが１名減ということになっていまして、それの休職とですね、パートの１名

減の部分が、代替職員の賃金ということになってございます。以上でございます。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７３号平成２７年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７３号平成２７年度本別町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４回）については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第７４号 

○議長（方川一郎君） 日程第５ 議案第７４号平成２７年度本別町簡易水道特別会計補

正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 能祖建設水道課長。 

○建設水道課長（能祖豊君） 議案第７４号平成２７年度本別町簡易水道特別会計補正予

算（第２回）について、提案内容を説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ８４５万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,３８９万２,０００円とするものであります。 

 事項別明細書により、主なものについて歳出から説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 １款１項簡易水道費２目維持修繕費１１節需用費４５万円の増額補正は、防除施設の修

理及び配水管の漏水等により修繕費がかさんだため、今後の修繕に対応するためです。 

 １５節工事請負費中、勇足簡易水道配水管工事７３３万６,０００円の減額補正は、町道

改良工事の施工区間変更により配水管移設延長の減、及び仮設配管が不要となり減額する

ものであります。 

 その他の補正は、執行予定及び事業費確定等による調整であります。 

 次に４ページ、５ページをお願いいたします。 

 歳入ですが、１款分担金及び負担金１項負担金１目簡易水道費負担金３９８万４,０００

円の減額補正は、歳出で説明しました町道改良工事の施工区間変更によるものです。 

５款１項繰越金１目前年度繰越金は、前年度からの繰越額が確定したことから２１３万
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５,０００円の増額補正をするものです。 

 ７款１項町債１目簡易水道事業債５２０万円の減額補正は、執行予定及び事業費確定に

よるものです。 

 次に３ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正、１、変更。 

 起債の目的、簡易水道事業、限度額３,３６０万円を２,８４０万円に変更するものです。

起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 

 以上、平成２７年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）の説明とさせていただ

きます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７４号平成２７年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）につ

いてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７４号平成２７年度本別町簡易水道特別会計補正予算（第２回）に

ついては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第７５号 

○議長（方川一郎君） 日程第６ 議案第７５号平成２７年度本別町公共下水道特別会計

補正予算（第２回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

能祖建設水道課長。 

○建設水道課長（能祖豊君） 議案第７５号平成２７年度本別町公共下水道特別会計補正

予算（第２回）について、提案内容を説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 
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 歳入歳出予算補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２,７３７万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ４億９,９５０万円とする内容であります。 

 事項別明細書により、主なものについて歳出から説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 下段、２款土木費１項下水道費１目下水道新設費１３節委託料１２２万２,０００円の減

額補正及び１５節工事請負費２,５６０万７,０００円の減額補正は、国庫補助金要望額に

対し交付決定額の減によるものです。 

 そのほかの補正は執行予定及び事業費確定による調整であります。 

 戻りまして、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 歳入ですが、上段、３款国庫支出金１項国庫補助金１目土木費国庫補助金１,３４６万８,

０００円の減額補正及び下段、７款１項町債１目土木債１,３３０万円の減額補正は、歳出

で説明いたしました国庫補助金交付決定額の減によるものです。 

 中程、５款１項１目繰越金は前年度からの繰越額が確定したことから３０３万円の増額

補正をするものです。 

 その下、６款諸収入２項１目雑入９２万８,０００円の増額補正は、平成２６年度消費税

額確定による還付金です。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正。１、変更。 

起債の目的、公共下水道整備事業、限度額４,６００万円を３,２７０万円に変更するも

ので、起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

 以上、平成２７年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）の説明とさせていた

だきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は歳入歳出、地方債補正一括とします。 

 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） 今の説明では、交付金の決定額が減額されたということですが、

これは当初予算からみると、公共下水道事業としてはどのぐらいの規模が減額になるのか

というのはちょっとあるのですけども、減額になった理由というのはあるのか、当初予算

を見込んでいたけど、結果として決定額がこういうふうになった理由というのは特にある

のかどうか。あくまでも、国の意思なのかどうかということでですね、この減額の結果、

公共下水道の運営に支障が出ないのかどうか、以上２点について伺います。 

○建設水道課長補佐（高橋優君） 高橋議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず１点目の、減額の理由でございますが、これはあくまでも町としては当初予算どお

り予算を計上してましたが、国のほうでの減額ということでございます。 
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 中身、下水道事業のほうについて影響があるかないかということでございますが、中身

を少し精査いたしまして、緊急に更新しなければならない部分と、またもう一、二年もつ

部分については今回若干取りやめて、予算に合わせてるという形を取っておりますので、

通常の運用については問題ないというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（方川一郎君） 高橋利勝君。 

○９番（高橋利勝君） 当初予算というのがあって、それは国の方針だということですが、

ちょっと釈然としないのは、やはり当初予算と交付決定額とですね、差があるということ

が、どうもその、例えば現場でそういう工事とか事業をする上で、あまり好ましいことで

はないような気がするのです。今２点目にもありましたように、それで一定の調整をしな

ければならないようなことになるというのは、私は好ましくないと思うのですが、こうい

うことというのは、ある意味でいえばしょっちゅうあるということなのでしょうか。その

辺の、国の、どうも釈然としないのですが、その辺のところはどうなのでしょうか。 

○議長（方川一郎君） 高橋建設水道課長補佐。 

○建設水道課長補佐（高橋優君） お答えさせていただきます。 

 本町といたしましては、やはり当初予算どおりに国費がつかないというのは、あまり好

ましい状況だというふうには考えておりません。当初、予定していた修繕工事等を直さな

ければならないものですから、と思います。 

 また、当初予算に対して、以降に国の内示が決まりますので、なかなか現在ではうまく

いかないという形でございます。以上です。 

○議長（方川一郎君） 高橋建設水道課長補佐 

○建設水道課長補佐（高橋優君） すいません、つけ加えて喋らせていただきます。 

 国への要望につきましては、当初予算以前にヒアリングというのがございまして、その

時点で要望をしているという形でございます。ヒアリングについては北海道でヒアリング

してまして、その時点では了承を得てるという形ではございます。以上です。 

○議長（方川一郎君） 髙橋町長。 

○町長（髙橋正夫君） なかなか要領つかめないかもしれませんが、予算つくるときにで

すね、全般的な下水道もそうですし道路もそうですし、例えば畑総の基盤整備なども全体

そうなのですが、年間のうちの予算要望として、来年度はこういうだけの事業をやります

よということを事業計画をつくって、予算もつくって、それを北海道とヒアリングやるん

ですよね。打ち合わせするんですよ。そのときは、このことでいいですよということで認

めてもらって、それで予算をつくって当初から計上するんですよね。その後、国からの結

果が出たときには、全体の例えば予算要望が多いから、１００パーセントでなくてこれが

大幅に減額されるということもあるんですよ。特に最近多いのは、全国的に基盤整備事業

というのは非常に要望が多くて、それが、うちが１００パーセント要求つくって予定なん

だけど、今まで過去にはついてるんですけども、突然３４パーセントになったり６０パー

セントになったりするんですよ。この事業も、そういうことも含めて、きちっとした計画
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を持って北海道と協議をするんだけども、最終的に国の予算が決まったときには、要望が

多いから満度につかなくて、この分については北海道はこれだけですよ、その中で事業振

り分けしたら本別町は１００パーセントが５０パーセントになりますよと、こういうこと

になってくるんですよね。ですから今、高橋利勝議員の御質問のとおり、このことがずっ

と続いたら事業に影響が出てくるというのは明らかなのですよ。特に下水道事業ですから、

それぞれ施設整備だとか配管含めて、更新しなきゃならないんですね。余裕持って更新し

てるわけじゃないんですよ。年次計画で、古い物から準に更新していくわけですから、そ

れが急にこうなったんですから、当面はやりくりして、本当に緊急度があるものからして、

なるべく１年持たすよとやるしかないのですけども。これが２年も３年も続いたら、ほん

とに下水道事業そのものに影響が出ると、こういうことなものですから、私どもの要望と

しては、絶対削減してはならないところはしっかりとつけてくださいと、こういう要望を

実はしてるんですが、なかなか国の予算も含めてですね、全体的に厳しくなってるという

こと含めてこういうことなものですから。現場としては非常に苦慮せざるを得ないと、こ

ういうことになってるものですから。予算要望とか含めては、きちっとした今までとずっ

と同じプロセスで予算要望してですね、計画書をつくってやってると。その前にも、うち

で私どもと担当との予算の打ち合わせをして、新年度はこの事業についてはこれだけの予

算要望をしましょうと、ここはこうやってやりましょう、全部そうやって、北海道に承認

をいただいて、それが当初予算の計上になると、こういう流れで、結果として国の配分が

少なくて減額せざるを得ないと、こういう流れになってるということです。以上でありま

す。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） ただいまの質問の関連でございますけれども、国の内示が出て予

算を確定してきて、それが来るか来ないかということで、町長もるる説明いただきました。

それもわからんわけではないのですけれども、国の場合は次年度の予算というのはもう夏

頃からはじまってますので、当然９月の我々で言う定例会だとか、その時点で事業費が確

定していればお話しがいただけるものもあるんでないかと。町長おっしゃってますように、

基盤整備事業を要求してるんだけども云々ということもございますけれども、高橋議員も

言っておりますように、毎年こういうことが続いていたと私は認識してません。ことしだ

けかなと思ってございますけれども、それはもっと早く減額するなら減額する、国の情報

掴むのもひとつ町長なり特別職の皆さんが出向いたり、幹部職員が出向いたりしての情報

等もありますのでね。それを１２月の段階で二、三割近く減額というのはですね、町民の

皆さんの生活ということになりますと、特に下水道工事はインフラの最たるものですから、

その辺はもう少し早く出てきても然るべきでないかと思いますし、その辺は事業費が復活

するということも想定されてるので、そういうこともあったのかと思いますけれども、そ

の辺も町長おっしゃるように国が国がということでなくてですね、もうちょっと早めに情

報があれば、我々に知らせていただくのが年に定例会４回やってますので、そういうこと
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もあり得るんでないかと申し上げたいと思いますが。今回、高橋議員もおっしゃってます

ように、どういうことでここまで引っ張って来たのか、減額行為をですね、その辺を再度

わかりやすく説明願いたいということです。 

 

○議長（方川一郎君） 能祖建設水道課長 

○建設水道課長（能祖豊君） お答えを申し上げたいと思います。 

 大住議員が言われますように、国の内示につきましては、ある程度早い時期に来ます。

ただ、これは北海道全体として来ますので、その中でですね、例えば本別町が何千万来ま

すよ、池田町が何ぼ来ますよ、その中で執行残だとか、残った分につきましては再度調整

をさせてもらいますので、こういう時期になるということでございます。 

 道路につきましても、そういう部分でけっこうしてますし、今回も申請額の７６パーセ

ントの国費ということでありますが、うちのほうは長寿命化事業を計画的にやってござい

ますが、これについては一番リスクのある物を最優先させてやっていくというふうに考え

てございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君 

○４番（大住啓一君） 北海道の関係もあるということでございますから理解しないわけ

ではないのですが、インフラの整備ということで町民の皆さん方と行政との約束ごととい

いますか、そういうことも含めてですね、あると思います。 

したがいまして来年の話でございますけれども、それらを含めて予算を執行するに当た

っての、これから作成時期でございますから、その辺は加味すると思いますけれども、い

ずれにしてもですね、二割三割の事業費が動くということは非常に町民の皆さん方につい

ても納得がいかない部分があるのではないかと思いますので、今課長の説明から細かくは

わかりましたのですが、足りなかった分については今現在として支障はないんだけども、

来年に向けてやってくという考え方を持ってるということでございますか。それを、ちょ

っとお知らせいただきたい。 

○議長（方川一郎君） 砂原副町長 

○副町長（砂原勝君） 今回落とした理由については、今課長のほうから説明したとおり

でございますけども、ことしは全体的にですね、そのレベルよりもですね、はるかに減額

されてきてるという実態がございます。防災関係であれば７割ぐらいはキープしてるので

すけども、一般事業についてはですね、一般道路や何かについてはどこも３割か４割ぐら

いしか残されないというか、逆に言うと６割以上減額されてると。これは北海道全体に国

から来る交付額、それをさらに振り分けしながら最終的に内示を出すのですけども、私ど

もとしては執行残が出るだろうと、北海道も。執行残例えば５千万出たら、そこにまた事

業に手を挙げれというやり方を今やっておりまして。先に予算を落としちゃうとですね、

予算落としたんだからもういらないだろうという話にもつながりますので、その辺はなぜ

１２月にやるかという御理解をいただきたいなと考えております。 



- 16 - 

 それから、ことしは国の景気対策がないし、基金も使い果たしたと、都道府県のですね。

そういうことでこういう状況になってるのですけども、今後国がまだ補正を組むと言って

ますから、来年に向けてどういう補正になるのか。その辺も踏まえながらですね、毎年も

のによってはその半分以上も落とすということはですね、それは予算的にどうかという問

題もあるというふうに私どもも考えておりますので、当初の組み方をどう工夫するか、そ

の辺はですね、新年度に向けて検討させていただきたいなと思います。以上です。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７５号平成２７年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７５号平成２７年度本別町公共下水道特別会計補正予算（第２回）

については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第７６号 

○議長（方川一郎君） 日程第７ 議案第７６号平成２７年度本別町水道事業会計補正予

算（第１回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

能祖建設水道課長。 

○建設水道課長（能祖豊君） 議案第７６号平成２７年度本別町水道事業会計補正予算（第

１回）について、提案内容を説明申し上げます。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、平成２７年度本別町水道事業会計予算、以下、予算という、第３条に定めた収

益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正するものであります。 

 収入の第１款水道事業収益第１項営業収益、支出の第１款水道事業費第１項営業費用を

それぞれ２１万１,０００円減額補正し、収入、支出の総額を、それぞれ１億６,１２７万

円とするものであります。 
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 予算説明書により主なものについて説明させていただきます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 収入の１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益の２１万１,０００円の減額補正は

使用水量減によるものです。 

 支出の１款水道事業費１項営業費用１目原水及び浄水費中、修繕費１０万円の増額補正

は、浄水場給水管漏水による改修等により修繕費がかさんだため、今後の修繕に対応する

ものです。 

 ２目配水及び給水費中、修繕費３０万円の増額補正は、空気弁、排泥弁の故障及び漏水

等により修繕費がかさんだため、今後の修繕に対応するものです。 

 その他の補正は給与改定、手当の制度改正、事業費確定等によるものです。 

 １ページにお戻りください。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条本文括弧書中５,９４２万９,０００円を５,８５８万４,０００円に、

５,０５４万７,０００円を５,００１万４,０００円に、８８８万２,０００円を８５７万円

にそれぞれ改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。 

 収入の第１款資本的収入第１項企業債は、事業費確定により３６０万円減額補正し、収

入の総額を９,２５０万円とするものであります。 

 支出の第１款資本的支出第１項建設改良費は４４４万５,０００円減額補正し支出の総

額を１億５,１０８万４,０００円とするものです。 

 補正の内容は執行残及び事業費の確定によるものです。 

 予算説明書の説明は省略させていただきます。 

 第４条、企業債でありますが、事業費が確定したことにより、予算第７条に定めた起債

の限度額を次のように改めるものであります。 

 起債の目的、原水及び浄水施設整備事業の限度額３,７５０万円を３,５２０万円に、配

水施設整備事業の限度額５,８６０万円を５,７３０万円に改めるものであります。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

 次のページ、２ページをお願いいたします。 

 第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、予算第１

０条に定めた職員給与費を５７万１,０００円減額補正し、３,８２６万４,０００円に改め

るものであります。 

 以上、平成２７年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）の提案説明とさせていただ

きます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は、収益的収入及び支出、企業債など一括とします。 

ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７６号平成２７年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７６号平成２７年度本別町水道事業会計補正予算（第１回）につい

ては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第７７号 

○議長（方川一郎君） 日程第８ 議案第７７号平成２７年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第５回）についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 毛利病院事務長。 

○国保病院事務長（毛利俊夫君） 議案第７７号平成２７年度本別町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第５回）について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、収益収支では、上期実績等に基づく入院及び外来収益の決

算見込み、人事異動等に伴う人件費の調整、並びに経費の調整が主な内容となっておりま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 第２条の収益的収入及び支出でありますが、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正するもので、収入の第１款病院事業収益、第１項医業収益を２,５

９９万７,０００円減額、第２項医業外収益を５００万円増額し、収益の合計を１１億９,

９０４万７,０００円とするものでございます。 

 支出では、第１款病院事業費用第１項医業費用を１,９２６万８,０００円減額し、費用

の合計を１３億３８８万６,０００円とするものでございます。 

 今回の補正によって、収益から費用を引いた純損失は、１億４８３万９,０００円となり

ますが、現金を伴わない減価償却費等を差し引きますと、単年度不良債務は発生しない見

込みでございます。 
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 第３条、議会の議決を経なければ流用することができない経費でありますが、職員給与

費を２,１９０万７,０００円減額し、７億４,８７１万６,０００円とするものでございま

す。 

 第４条、たな卸資産の購入限度額ですが、１億９,５０４万４,０００円を、１億９,０８

９万１,０００円に改めるものでございます。 

 次に３ページ、４ページをお願いいたします。 

 補正予算説明書であります。収益的収入及び支出の収入では、１款病院事業収益１項医

業収益１目入院収益４,５５０万９,０００円の減額、及び２目外来収益４５１万２,０００

円の増額につきましては、行政報告でも申し上げましたが、上期の実績を勘案し補正する

もので、当初予算と対比いたしますと、入院は、１日平均患者数で約４人減の４８.６人、

外来の１日平均患者数は約４人減の２１５.６人と、現行予算を下回る状況と見込まれるこ

とから、今回減額補正するものであります。 

 今回の補正後数値を、前年度決算と比較いたしますと、入院では１,２９８万６,０００

円の増、外来では、２６４万４,０００円の減で、入院、外来収益の決算見込み額は、１,

０３４万２,０００円増の７億９,７２６万２,０００円となる見込みでございます。 

 ３目その他医業収益３節一般会計負担金１,５００万円の増額及び、下段の２項医業外収

益３目負担金交付金１節一般会計負担金５００万円の増は、入院、外来収益の決算見込み

の状況を踏まえ、一般会計から繰入基準に基づき、繰入れを行うものでございます。収益

収支における繰入基準額は３億２,２６３万２,０００円でありますが、今回の補正により

実質繰入額は３億１千万円となり、前年度と比較いたしますと５,８３３万６,０００円減

の繰入額となりますが、前年度は屋上防水補修経費４千万円を含んでおりますので、これ

を除いた繰入金の総額は昨年度と比べますと１,８３３万６,０００円の減となる見込みで

ございます。 

 次に５ページ、６ページをお願いいたします。 

 収益的支出、１款病院事業費用１項医業費用１目給与費は、２,１９０万７,０００円の

減額ですが、１節給料から５節法定福利費までにかけましては、７ページから８ページに

給与費明細書を添付してございますが、給与改定及び人事異動などに伴う調整で、増減等

の説明は省略させていただきます。 

 ２目材料費１節薬品費１８８万３,０００円の減額及び、下段の２節診療材料費２２７万

円の減額につきましては決算見込みによるもの。３目経費２節報償費７７３万円の増額は、

本年３月に退職後、週１回の外来及び当直の支援を受けております医師にかかわるものが

主もので、７節光熱水費９７万７,０００円の減額は決算見込みによるものでございます。

１２節保険料３万９,０００円の増額は、医療事故調査費用保険に加入するもので、内容は、

昨年改正されました医療法により、本年１０月から医療事故調査制度が施行されましたが、

この医療事故調査制度では、医療安全の観点から一定の基準に該当する医療死亡事故が発

生した場合、厚生労働省が指定する医療事故調査・支援センターに対し、自ら主体的に事
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故の調査を行い、その結果を報告する旨が定められたところであります。この医療機関が

行う調査は中立、公平性、専門性、さらに透明性の観点から、専門家による外部からの支

援を受けることが原則とされているため、その際の調査に係る費用など、万一に備えるた

め保険に加入するものでございます。 

 以上、平成２７年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５回）の説明とさせ

ていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 質疑は、収益的収入及び支出など一括とします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７７号平成２７年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第５

回）についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７７号平成２７年度本別町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

５回）については、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩します。 

午前１１時 １分  休憩 

午前１１時１５分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第７８号 

○議長（方川一郎君） 日程第９ 議案第７８号本別町税条例等の一部改正についてを議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 議案第７８号本別町税条例等の一部改正につきまして、提案

内容の説明をさせていただきます。 

 今回の改正につきましては、地方税法の改正により、一定の理由が生じた場合の納税者
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の徴収金に係る徴収猶予、差押え物件等の換価の猶予に係る改正と、行政手続きにおける

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う地方税法の改正によ

りまして、軽自動車税の減免申請書、入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告書等の記載

事項に法人番号を付け加える改正を行うものです。 

 なお、ただいま申しました換価というのは、差押え物件を公売等にかけて現金に換える

ことを言います。また、特別徴収義務者とは、毎月従業員の給料から個人住民税を天引き

いたしまして一括町に納入する事業者のことを言います。 

 それでは概要を説明させていただきます。 

徴収の猶予、換価の猶予につきましては、これまでも地方税法に規定されておりました

けども、このたびの地方税法の改正によりまして自治体に裁量権が与えられたため、徴収

金の納付方法や申請書の記載事項等について条例の整備を行うものです。また、換価の猶

予については、これまで職権によるものとしていましたが、今回の改正により滞納者の申

請によることも可能となりました。 

 徴収の猶予は、納税者又は特別徴収義務者から次のいずれかの事由により申請があった

場合に徴収を猶予することができます。 

１点目には、財産が震災、風水害、火災、その他の災害を受けた時、又は盗難にあった

時。２点目といたしましては、納税者等又はこれらの人と生計を一にする親族が病気にか

かったり負傷をした時。３点目には、事業を廃止又は休止した時。４点目には、事業に著

しい損失を受けた時。５点目には、その他、これらに類する事実があった時となっており

まして、原則１年の期間に限り徴収を猶予し、その期間内に町長が定めた納期限内に町長

が定めた納付金額を分割して納付、納入していただくという制度です。なお、やむを得な

い理由があると認めた時は、さらに１年間猶予期間を延長することができます。 

 それでは改正条文をごらんいただきたいと思います。 

 最初の本別町税条例の一部改正の中の第１条の部分の、徴収猶予に係る町の徴収金の分

割納付又は分割納入の方法の第８条の部分でございますけども、ここは、徴収猶予をした

徴収金の納付方法は分割して納付、納入させること、町長が納付、納入期限と納付、納入

金額を定めること、納期限、納付、納入額等を定めた場合、あるいは徴収猶予の期間の延

長により納期限、納付、納入額等を変更した場合の申請者への通知義務等を定めておりま

す。 

 次ページの５行目になりますけども、徴収猶予の申請手続等です。第９条ですが、ここ

は徴収猶予を受ける場合の申請手続等を定めておりまして、申請書の記載事項、添付書類、

猶予を延長した場合の申請書の記載事項等を定め、次ページの中ほどに第８項があります

けども、ここでは町の調査を拒んだり、誠実な申請でない場合においては、町長は申請を

許可しないことができる旨の規定となっております。 

 次に、第８項の下段の第１０条、職権による換価の猶予についての手続等ですが、ここ

は職権の換価の猶予についての規定で、差押え物件等を換価すると事業の継続又は生活の
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維持を困難にするなどの場合で、滞納者が納税について誠意な意思を有すると認めた場合

に行うものです。 

 この条では、町長が猶予期間中の納付方法、分割納付、納入、それから納期限や納付、

納入額、申請書類を定めることなどを定めております。 

 同じページの下から７行目になりますが、第１１条、申請による換価の猶予の申請手続

等ですが、第１項は申請すべき徴収金の納期限から６月以内に申請をしなければならない

という規定、第２項は猶予期間中の分割納付、納入について、町長が納期限、納付額を定

める規定、その他申請書の記載事項、添付書類等の規定を定めております。 

 次のページの中ほどより下のほうになりますが、第１２条、担保を徴する必要がない場

合ですが、徴収及び換価の猶予をする場合の担保の徴収ですが、担保を徴する必要がない

場合の要件を、従前は対象の税額が５０万円以下の場合としておりましたが、今回の改正

で税額が１００万円以下かつ猶予期間が３月以内の場合に改正したものです。 

 なお、徴収でいう担保とは、次のものを言います。１つ目には国債及び地方債。２点目

には、町長が確実と認める社債その他有価証券。３点目には土地。４点目には保険に付し

た建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械。その他、町長が確実と認める保証人

の保証となっております。 

 これらの改正規定につきましては平成２８年４月１日から施行することとしております。 

続きまして、同じページの下から１２行目になりますが、本別町税条例等の一部を改正

する条例の一部改正の第２条の部分でございますけども、ここは本年４月の臨時会で議決

をいただきました税条例の改正をさらに改正するもので、行政手続きにおける特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、区分所有者の固定資産税の補

正の方法の申請書、軽自動車税の減免申請書、特別土地保有税の減免申請書、入湯税に係

る特別徴収義務者の経営申告書の記載事項にそれぞれ法人番号を付け加える改正となって

おります。 

以上で、改正の概要説明とさせていただきます。それでは、改正条文の朗読をさせてい

ただきます。 

（「説明省略」と呼ぶ者あり） 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） ただいま大住啓一君から説明を省略する旨の動議が提出されまし

た。この動議は賛成者がありますので、成立しました。 

 説明を省略することの動議を採決します。 

 この動議のとおり、説明省略することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７８号本別町税条例等の一部改正について、説明を省略することの

動議は可決しました。 
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○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７８号本別町税条例等の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７８号本別町税条例等の一部改正については、原案のとおり可決さ

れました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第７９号 

○議長（方川一郎君） 日程第１０ 議案第７９号本別町国民健康保険税条例の一部改正

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 千葉住民課長。 

○住民課長（千葉輝男君） 議案第７９号本別町国民健康保険税条例の一部改正につきま

して、提案内容の説明をさせていただきます。 

 今回の改正につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の施行に伴い改正を行うもので、被保険者が災害、疾病等のやむを得な

い理由により国民健康保険税の減免を受けようとする場合に提出する減免申請書の記載事

項に、個人番号を加えるものです。 

それでは改正文の朗読をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略させていた

だきます。 

本別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

本別町国民健康保険税条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。 

附則。 

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

以上でございます。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７９号本別町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７９号本別町国民健康保険税条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第８０号 

○議長（方川一郎君） 日程第１１ 議案第８０号本別町介護保険条例の一部改正につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（村本信幸君） 議案第８０号本別町介護保険条例の一部改正について、

提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の施行に伴い、条例の一部改正が必要となりましたので、提案するものであります。 

 改正の主な内容としましては、個人番号の取得、確認を行うため、保険料の徴収猶予申

請書及び保険料の減免申請書の記載事項に個人番号を追加するものです。 

 それでは、改正条文の朗読をもって提案にかえさせていただきます。なお、括弧書きの

朗読は省略させていただきます。 

 本別町介護保険条例の一部を改正する条例 

本別町介護保険条例（平成１２年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第２項第１号及び第１１条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番

号」に改める。 

附則。 

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。 

以上で、議案第８０号本別町介護保険条例の一部改正について、提案説明とさせていた

だきます。 
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よろしく御審議のほど、お願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８０号本別町介護保険条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８０号本別町介護保険条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第８１号 

○議長（方川一郎君） 日程第１２ 議案第８１号本別町営農用水道条例の一部改正につ

いてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 能祖建設水道課長。 

○建設水道課長（能祖豊君） 議案第８１号本別町営農用水道条例の一部改正について、

提案理由の説明を申し上げます。 

 平成１６年の料金改正の際、当時の水道事業審議会からの答申の中に、４年ごとに料金

の見直しをし、必要であれば改正を行うこと、また、上水道との料金体系の一本化が望ま

しいとの附帯意見をいただいております。 

 この附帯意見を踏まえ、３回の料金改正で上水道料金の水準に合わせる事とし、これま

で平成２０年と平成２４年の２回料金改正を行っております。 

 今回が３回目で、議決いただければ、今回で料金体系が同一となります。 

 また、今回の改正につきましては、使用料等審議会で御審議いただき、その答申を尊重

し、条例改正の提案をするものであります。 

 使用者につきましては、西勇足地区１４戸、４７人、防除施設１７基であります。 

尚、改正によります水道料金の増収額は、単年度で３万９,０００円を見込んでおります。 

 それでは、改正条文により説明させていただきます。 

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。 
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 本別町営農用水道条例の一部を改正する条例。 

 本別町営農用水道条例（平成３年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、区分、基本水量、基本料金（税込み）、超過料金（１立方メートル当たり・税込）。 

 家事用(１)、８立方メートル、１,８２７円、２０６円。 

 家事用(２)、８立方メートル、１,２１８円、２０６円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２０６円、ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、３,８００円、２４９円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、４７１円を、区分、基本水量、基本料金（税込み）、超

過料金（１立方メートル当たり・税込）。 

 家事用(１)、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。 

 家事用(２)、８立方メートル、１,２１８円、２４５円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２４５円、ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、４,２０４円、２９１円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５７０円に改めるものであります。 

 附則 

 施行期日。 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上、本別町営農用水道条例の一部改正についての提案説明とさせていただきます。 

 どうぞ、よろしく御願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８１号本別町営農用水道条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第８１号本別町営農用水道条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第８２号 

○議長（方川一郎君） 日程第１３ 議案第８２号本別町簡易水道条例の一部改正につい

てを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 能祖建設水道課長。 

○建設水道課長（能祖豊君） 議案第８２号本別町簡易水道条例の一部改正について、提

案理由の説明を申し上げます。 

 簡易水道料金は営農用水道料金と料金体系が一本化されておりますので、先に提案させ

ていただきました、営農用水道料金の改正に伴い、条例改正の提案をするものであります。 

 使用者につきましては、勇足、仙美里、美里別簡易水道、３カ所合わせまして４３８戸、

１,２５９人、防除施設１９２基であります。 

 なお、改正による水道料金の増収額は、単年度で２４６万１,０００円を見込んでおりま

す。 

 それでは、改正条文により説明させていただきます。 

 なお、括弧書きの朗読は省略させていただきます。 

 本別町簡易水道条例の一部を改正する条例。 

 本別町簡易水道条例（平成７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表中、区分、基本水量、基本料金（税込み）、超過料金（１立方メートル当たり・税込）。 

 家事用(１)、８立方メートル、１,８２７円、２０６円。 

 家事用(２)、８立方メートル、１,２１８円、２０６円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２０６円、ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、３,８００円、２４９円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、４７１円を、区分、基本水量、基本料金（税込み）、超

過料金（１立方メートル当たり・税込）。 

 家事用(１)、８立方メートル、１,８２７円、２４５円。 

 家事用(２)、８立方メートル、１,２１８円、２４５円。 

 家事・営農兼用、８立方メートル、１,８２７円、２４５円、ただし、超過水量が７立方

メートルを超える量については１２９円。 

 業務用、１５立方メートル、４,２０４円、２９１円。 

 営農用、１立方メートル当たり、１２９円。 

 臨時用、１立方メートル当たり、５７０円に改めるものであります。 
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 附則。 

 施行期日。 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上、本別町簡易水道条例の一部改正についての提案説明とさせていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８２号本別町簡易水道条例の一部改正についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８２号本別町簡易水道条例の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第８３号 

○議長（方川一郎君） 日程第１４ 議案第８３号池北三町行政事務組合規約の変更に伴

う財産処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収） 議案第８３号池北三町行政事務組合規約の変更に伴う財産処分

について提案理由の説明を申し上げます。 

 平成２８年４月１日に、池北三町行政事務組合の消防事務が、とかち広域消防事務組合

に引き継がれるため、一部事務組合であります池北三町行政事務組合の規約の変更に伴い

財産処分の協議の必要が生じてまいりました。 

 これに伴いまして、地方自治法第２８９条の規定により、構成する町の議決が必要とな

ったため提案するものであります。 

 それでは、提案条文により説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読は省略さ

せていただきます。 

 池北三町行政事務組合規約の変更に伴う財産処分に関する協議書（案）。 
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 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、池北三町行政事務組

合（以下「組合」という。）規約の変更に伴う財産処分について、下記のとおり定める。 

 組合の財産。 

 １項、この協議書において対象とする組合の財産は、別添のとおりとする。 

 財産の処分。 

 第２項、組合が所有する財産は、その持分に応じて関係町に帰属させる。ただし、消防

本部の管理に属する財産については、引き続き組合が所有し相互融通に資する。 

 処分年月日。 

 第３項、組合規約の変更に伴う財産処分の日は、平成２８年３月３１日とする。 

 その他。 

 第４項、この協議について疑義が生じたとき又は本協議書に定めのない事項については、

関係町がその都度協議する。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、別添の池北三町行政事務組合の財産に関する調書をごらんになってください。 

 本町に帰属する事項について説明をさせていただきます。 

 中段２、建物です。 

 消防職員待機宿舎、勇足分遣所、仙美里分遣所の３カ所となっております。 

 次に、３、設備、工作物等です。 

 防火水槽５９基、消火栓１０８基、サイレン及びサイレン塔５基となっております。 

 次に、４、車両（消防自動車、救急自動車、広報車等）です。 

 広報車１台、高規格救急自動車２台、指揮車１台、化学消防ポンプ自動車１台、水槽付

消防ポンプ自動車２台、小型動力ポンプ付水槽車３台、消防ポンプ自動車２台、小型動力

ポンプ付積載車２台、計１４台でございます。 

 次に、５、物品です。 

 （１）消防署の管理する重要物品ですが、空気呼吸器一式７台、空気呼吸器用ボンベ一

式１４台、酸素呼吸器一式４台、酸素呼吸器用ボンベ一式８台、油圧救助器具一式１台、

高圧温水洗浄機１台、防火衣一式（消防職員用）２３着、防火衣（消防団員用）１１０着

となっております。 

 （２）その他の物品としまして、前記に掲げるもののほか、組合各消防署において管理

使用している物品については、 その管轄する関係町に帰属させる。 

 （３）消防本部の管理に属する物品として、訓練用安全マット１台、子ども用防火衣セ

ット５着、スモークマシン１台、気管挿管用練習モデル１台、訓練用人形コウタロー１台、

心肺蘇生用人形２１台、ＡＥＤトレーナー７台となっており、組合で管理し関係町が必要

に応じて借りられる体制となっております。 

 なお、平成２８年４月１日からは、消防事務共同処理開始となる、とかち広域消防事務

組合へ、普通財産として無償貸与することになっております。 
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 以上、議案第８３号池北三町行政事務組合規約の変更に伴う財産処分についての提案説

明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（方川一郎君） これから質疑を行います。 

 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 今細かく説明がありましたけれども、確認させていただきたいの

ですが、各車だとか備品だとか、本別町、ほかの２町と表で分けてあるのがありますけれ

ども、特に最後のほうの確認ですけれども、消防本部に関する管理に属する物品というこ

とでございますが、これは来年の４月１日になりますと、わかりやすく言うと帯広本部が

管理するという解釈でよろしいのでしょうか。とかち広域になった場合、帯広の本部で管

理し、それ以外については本別町と書いてある部分については、今ある本別町の消防署の

ほうで管理するという解釈でよろしいのでしょうか。その辺だけ、簡単な問いかけで申し

訳ございませんけども。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収） ただいま本別町に帰属される物につきましては、平成２８年４

月からはとかちのほうに無償貸与いたします。 

 （３）の消防本部に関する属する物品につきましては、まだ池北三町行政事務組合が残

っておりますので、関係町が必要に応じて訓練、それから学習会等で使う場合について、

そこに借りに行くという形で、管理は池北三町行政事務組合の物となっております。以上

です。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 来年の３月３１日までは池北三町事務組合があるということ、消

防のですね、それまでは管理するのですけども、私が聞いてるのは単純な話で申し訳ない

のですけれども、４月１日になったときに、三町の事務組合はまだごみがありますからあ

るのですけど、消防についてはもうなくなるということですから、それの物品だとかにつ

いては、そこに置いといてもいいのですけども、形上といいますか書類上といいますか、

それの扱うのは関係町でなくて、要するにこの表にあります、本別町とか足寄町とか陸別

町にない部分については、帯広の広域消防本部が管理するということで、そこから無償で

借りるということで、解釈でよろしいのでしょうかということなのです。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収） ただいまの（３）の組合存地というのが帰属先にあるかと思い

ます。この組合は、協議書にもありますように、池北三町行政事務組合の管理となります。

以上です。 

○議長（方川一郎君） 大住啓一君。 

○４番（大住啓一君） 何回もすいません。私のほうで勉強不足だったのですが、行政事

務組合が管理するということでいいのですね。池北三町についてはそれが存続するという

ことですから、消防だけでなくて、そっちで管理するという解釈でよろしいかということ
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です。 

○議長（方川一郎君） 大和田総務課長。 

○総務課長（大和田収） そのとおりでございます。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８３号池北三町行政事務組合規約の変更に伴う財産処分についてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８３号池北三町行政事務組合規約の変更に伴う財産処分については

原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 同意第４号 

○議長（方川一郎君） 日程第１５ 同意第４号教育委員会委員任命について同意を求め

る件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 同意第４号教育委員会委員の任命について同意を求める件

につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。  

 平成２８年１月１２日をもちまして任期満了となります教育委員会委員について、中川

郡本別町○○○○○○○○にお住まいの丑若理恵さんを人格、識見とも適任と判断し、新

任をいたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によって、

議会の同意を求めるために提案をさせていただきました。 

なお、この任期の期間につきましては、この法律の任期の特例によりまして、平成２８

年１月１３日から平成２９年１月１２日までの１年間となっておりますことも申し添えさ

せていただきたいと思います。 

議員各位の御同意をいただきますように、よろしくお願い申し上げて提案理由の説明と

させていただきます。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 これから、同意第４号教育委員会委員任命について同意を求める件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（方川一郎君） 起立多数です。 

 お座りください。 

したがって、同意第４号教育委員会委員任命について同意を求める件は、同意すること

に決定されました。 

 ここで暫時休憩します。 

午前１１時５３分  休憩 

午後 １時３０分  再開 

○議長（方川一郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 本別町選挙管理委員及び補充員の選挙について 

○議長（方川一郎君） 日程第１６ 本別町選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦にし

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推薦によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

 それでは、指名を行います。 

 選挙管理委員には小林信雄君、天池二郎君、齊藤一成君、山下孔三君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を、選挙管理委員の当選人と決定することに

御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました小林信雄君、天池二郎君、齊藤一成君、山下孔

三君が選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員には次の方を指名いたします。第一順位、矢野邦夫君、第二

順位、太田則幸君、第三順位、細野真由美君、第四順位、河合篤史君、以上の方を指名い

たします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました方を、選挙管理委員補充員の当選人と決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました第一順位、矢野邦夫君、第二順位、太田則幸君、

第三順位、細野真由美君、第四順位、河合篤史君、以上の方が順序のとおり選挙管理委員

補充員に当選されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 意見書案第１２号 

○議長（方川一郎君） 日程第１７ 意見書案第１２号ＴＰＰから地域の経済と暮らしを

守ることを求める意見書についてを議題とします。 

 提案趣旨の説明を求めます。 

 阿保静夫君、御登壇ください。 

○１０番（阿保静夫君）〔登壇〕 意見書案第１２号ＴＰＰから地域の経済と暮らしを守る

ことを求める意見書。 

 上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 なお、案文を読み上げることで提案理由の説明にかえさせていただきます。 

 ＴＰＰから地域の経済と暮らしを守ることを求める意見書案。 

 十勝においては「ＴＰＰ問題を考える十勝管内関係団体連絡会議」が平成２５年３月１

日に発足し、４,３００人が参加した「ＴＰＰから地域・経済・生活を守る十勝大会」を皮

切りに、この２年半の間、加入している３０団体が連携して、地域住民や消費者を対象と

した勉強会や研修会を開催するなど、幅広くＴＰＰ問題について理解を深める活動を行っ

てきています。同時に、政府や関係省庁、国会議員に対して、ＴＰＰ参加が地域の経済や

暮らしに与える影響の不安を強く訴えてきました。また、国会においても「重要品目の関

税撤廃には応じられない」との決議があげられてきたところです。 

 しかし、ＴＰＰ交渉過程においては、情報提供が国民に全くされないままに今般の大筋

合意に至ったことは国会決議を大きく逸脱していると言わざるを得ません。また、ＴＰＰ

は１２カ国の交渉が大筋合意したといっても、まだ協定の全文も確定せず、参加各国の署
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名や批准の見通しもはっきりしません。そんな中、国会審議もされないうちに安倍政権が

影響額や対策の財源も示さないまま「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を打ち出したのは、

国民の不安・懸念に応えているとは言えません。 

 私たち十勝地域にとって最も重大な関心事であった農産物重要５品目について、政府は

「聖域」として関税撤廃を阻止したとしていますが、時間をかけて関税削減や輸入枠増と

なるものが多々あり、十勝地域の農業や関連産業の長期にわたる様々な影響が懸念されま

す。 

 また、１１月５日に公表されたＴＰＰ協定の全章概要には関税、関税割当及びセーフガ

ードについて、米国など５カ国から要請された場合には、協定発効７年後から再協議を行

うことが明記されているところであり、私たちの不安と懸念はますます募るばかりで払拭

することができません。 

 よって、政府においては当面、次のことを早急に取り組むことを強く求めます。 

 記。 

 １、政府においては、今後、地域の実情に応じてきめ細かく対策を取っていくうえでも、

ＴＰＰの全分野について地域経済や国民生活全般に与える影響について速やかに分析を行

い、その結果を合意内容の詳細とともに、十勝地域はもとより、道内の地域ごとに丁寧な

説明を行うこと。 

 ２、政府は、将来にわたって意欲ある担い手が希望を持って経営に取り組めるよう、十

勝の農林水産業が確実に再生産を図り持続的な発展ができる万全な対応を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 なお提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済再生担当

大臣、外務大臣、経済産業大臣です。 

 議員各位の御賛同のほどよろしくお願いします。 

○議長（方川一郎君） これから、質疑を行います。 

 林武君。 

○１１番（林武君） ただいま、提出者のほうから提案理由の説明をいただきました。 

 また、全文を読ませていただきましたけども、前段、中段、後段とそれぞれここに軸と

なっている部分については何の異論もございませんけども、１０月５日に１２カ国の閣僚

級がこのＴＰＰの大筋で合意したという報道がございました。また、この前文にあるとお

り、１１月にはそれを踏まえて政府がそれの政策大綱を公表したところであります。これ

らに対して説明不足、そしてまたそれぞれの対策の内容、またＴＰＰの中身についていろ

いろ、報道も含め、いろんな形で私も認識はしておりますけども、これらの大筋合意、そ

してまた国の基本的なＴＰＰに対する対策の大綱、これに対して、これが前文であります。

そして記のところで、これは要望ですね。ここが大事なのですけども、ここの要望のとこ

ろでこれらを踏まえて、そして対策、説明をしっかりとやっていただきたいというのが記

の１、２だと思うのです。要約しますとね。そういうふうな認識でよろしいのかどうか、
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その辺ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） その認識でよろしいかと思います。 

○議長（方川一郎君） 林武君。 

○１１番（林武君） 確認でございますけども、大筋合意から撤回、そしてまたＴＰＰの

協議から撤退、これはないということで私は認識します。この案文からいきますとそうい

うふうに、今も提出者から、ないということでございますので、そういうふうに認識して

よろしいか、再度伺いたいと思います。確認です。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 記の部分は、そういう中身まで触れてる中身ではありません。

当面ということを記の前ですか、政府においては当面、次のことを早急に取り組むことを

強く求めますという部分で、記の部分は取り組んでいただきたい部分ですが、まだ国会で

審議もされていない、それから英文で６千ページに及ぶ内容だということで、まだ翻訳も

されてないという実状の中で、それぞれ政策大綱も、政策大綱は概要の他に、中身もあっ

た物がインターネット等でも公表されていますけども、大筋合意は概要版という２ページ

前後の物しかまだ公表されてない状況なものですから、中身の検証はまず国会でも正式に

されてないという中で、今後この中身が動いてく可能性は十分にあります。 

 ただ今回この意見書を出したのは、ここに書いてあるとおりで、十勝の３０団体でずっ

と運動してきたそれぞれの団体が、この点で合意をして、これを要望していこうという中

身そのままですので、それに議会のほうも同じような立場で３０団体の一員としてやって

きたという観点で、その中身で出したもので、今後情勢が、大きく言えば２月前後に署名

がなされるのではないかと思われますし、批准はそのあと国会審議が十分された上でする

かどうかという話、それから７月には参議院選挙もあるということで、現時点でこうです

という、その辺についてのことはちょっと僕の立場では言えないし、少なくとも３０団体

で、今の到達点ということだと思っております。 

 また、昨日の一般質問を蒸し返すつもりはありませんけども、各県では大筋合意を撤回

せよというような、農業団体を主とするような決議も、県段階であげられているようです

ので、情勢は動く可能性はあるということですが、今ここでちょっと断定はできないとい

うふうな意味で、３０団体の決定を尊重した形になりますけども、意見書として提案した

次第です。 

○議長（方川一郎君） 林武君。 

○１１番（林武君） 一般質問と意見書案とは、まるっきり別な角度で考えておりますの

で、一般質問の内容その他については一切触れるつもりもありません。そういう認識でお

ります。 

 私お聞きしたのは、１２カ国閣僚による大筋合意、これに対して説明不足、それからま

だ中身についてしっかりと報道の中でされていないし、まだ公表もしてないと、そしてま
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た政策大綱についても、約１兆円と言われておりますけども、ある予算には３千億、５千

億という数字まで出てますけども、これは国会で決定することでありますので、これも話

題には移りませんけども、いずれにしても政策大綱、大筋合意に対して説明不足だから、

前文でこういうふうな色んなことがあって、結果的にこうなったと、だからこれのことに

ついてしっかりと政府は説明し、国民の納得の得るような政策も含めてやっていただきた

いというのが、この意見書案だと思ってます。だから、書いてあること以外に対して、私

は問題というのは考えておりませんけども、ただ前文からいきますと、最後の記のところ

で、端的に言えば国に対策や、そしてまた説明を求めてるわけです。ですから、これでこ

の分については、意見書案として私は反対ではないのです。だからそこのところが、今後

そういうことで意見書案が例えば送付されていく場合に、このあとに同じ提出者から同じ

ことならまだ少しはわかりますけども、それを先ほど私申し上げた、こういう認識でいい

のかということは、この大綱についての撤回、それから政策合意についての撤回、そして

また大綱についての撤退と、こういう総体的なそういうことはもう終わってますねという

ことをお聞きしたので、ここに載ってませんので、それをお聞きしたので、そこら辺の認

識でいいのかどうか、再度ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（方川一郎君） 阿保静夫君。 

○１０番（阿保静夫君） 今、議員のほうからあった中身については、明らかになってな

い部分ですね。大綱については、インターネットを見れる方は、４０ページ位だったと思

うのですけども、あります。ただ、そういうことは今、林議員もおっしゃったように国会

でいろいろ審議されて決まっていくことですから、どういうふうに動いていくかは現段階

ではわかりません。ですから、国会議論を聞いて国民の中でやっぱり大筋合意はだめなん

だという話になれば、そういう運動がまた盛り上がるというふうに思いますので、あくま

でもこれは現時点での、当面求めていくんだよという中身なので、これをやったからこの

あとの意見書は出ないとかそういうことは、今の段階では何とも言えない。出ることもあ

るし、出ないかもしれないということしか言えないというふうに思います。 

○議長（方川一郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） これで、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。 

 これから、意見書案第１２号ＴＰＰから地域の経済と暮らしを守ることを求める意見書

についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１２号ＴＰＰから地域の経済と暮らしを守ることを求める意見

書については原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（方川一郎君） 日程第１８ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とし

ます。 

 総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規

定によって、お手元に配布しました所管事務の調査事項について、閉会中に継続調査の申

し出があります。 

お諮りします。 

 本件、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務、産業厚生、広報広聴各常任委員長から申し出のあった所管事務につ

いて閉会中の継続調査の申し出は、申し出のとおり決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（方川一郎君） 日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題

とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました所掌事

務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 本件、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定

いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会の議決 

○議長（方川一郎君） これで、本日の日程は、全部終了いたしました。 

 お諮りします。 

 本定例会に付されました事件は、全部終了しました。 

会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（方川一郎君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（方川一郎君） 次に、町長より発言の申し出がありますので、これを許します。 

 髙橋町長、御登壇ください。 

○町長（髙橋正夫君）〔登壇〕 大変貴重な時間をいただきまして、一言御挨拶をさせてい

ただきたいと思います。 

 ことし１年の締めくくりの第４回定例会になりました。ただいま議長の発言のとおり、

ただいまをもちましてこの定例会が全て終了するということでありました。１年振り返っ

てですね、本当に多くの議案の審議をいただきながら、またまちづくりに大変な御支援を

いただきながら、この１年を今締めくくろうとしてます。あと半月の日数しか残っており

ませんが、振り返りますと本当に、今まで私どもで経験したことないぐらい基幹産業がで

すね、全ての品目に大変な喜びの収穫を迎えたと、こういうことでありまして、一層私ど

ものまちづくり、そしてまた本町の基幹産業をしっかりと支えていただいた農家の皆さん

方や、そして生産現場の皆さん方に改めて感謝申し上げながら、そしてまた地域ではです

ね、子どもたちが非常に活躍する１年でありましたし、それに加えて若い世代がですね、

農業そして商工業そして行政含めてですね、しっかりと若い世代がスクラム組んで大きな

イベントに挑戦したり、まちづくりにいろんな大きな定石を投げていただく、そのような

１年だったのではないかなというふうに思っています。 

 私どもも今、国の地方創生含めてですね、改めて地域づくりを見直さなくてはならない

と、そういう時代に入ったということも含めて、センセーショナルではありましたけれど

も、消滅する自治体などなど含めて、また人口減少などなど含めて、まち・ひと・しごと

の創生本部からですね、それぞれ全国の自治体に向かってしっかりと地域づくりをやれと、

こういうような指令をいただいたような気がしていますが、私どもはいろいろな思いはあ

りますけども、やっぱり改めて地域をしっかりとですね、子どもたちが豊かに育つ、そし

てまた頑張っていただいた世代がですね、これからも継続して、持続できて、しっかりと

地域を支えていくそういうエネルギーをしっかりと発信できる、そういうまちづくりに力

を入れてきたところでもあります。 

それぞれ多くの審議をいただきました。そして、町ではこれからも子どもたちの未来へ

向かった、それぞれ新しい政策づくりや、そしてまた高齢者の皆さんの安心安全のこの暮

らし、またそして若い世代に雇用の場、さらに人口減少に少しでも歯止めをかけながら、

多くの人材を輩出していただく子育て支援などなど含めて、たくさんの審議をいただきな

がら、多くの政策を実行してこれたことに、ありがたいというふうに思っています。喜び

はそういう場面から１つずつ、まいた種が大きく花を開く、そういうような時期に来たの
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ではないかなと思います。 

１つだけ残念だったのは交通事故死ゼロ、本当に本町は他町村と比べる必要はないです

けども、本当に多くの住民団体、職場、地域、家庭からですね、この交通安全に対する意

識をしっかりと高めていただきながら、交通事故死亡ゼロもですね、もうじき１,０００日

を迎えるというときに、残念ながら尊い命が失われたということがありまして、またゼロ

からスタートでありますが、決して後ろ向きにならずですね、また前向いて全町民がしっ

かりと歩み始めたということも改めて、これは本当に感謝したいところであります。 

 昨今ちょっと天候も非常に不順でありまして、この１２月に雨が降って、昨日の夕方、

歳末特別警戒の防犯パトロールが計画されていたのですが、パトロールができないような

状況の中で、つるつるの路面でありました。行政報告もさせていただきましたけども、そ

の前に既にもうスクールバスが事故を起こすというようなことがあって非常に御心配かけ

たこともあります。昨日は夜にかけて住民の皆さん方に迷惑かからないように、できる限

り砂まき含めてですね、さらに走る公用車は大型車、特に子どもたち乗せるスクールバス

や循環バスなどはチェーンをしっかりと装着しながら、事故のないようにというような気

配りをさせていただきながら、当たり前としてやること非常にしっかりとやってこうとい

うことで改めて気を引き締めて、この年末を納めていきたいなと思ってます。 

 この１年間、大変なこの激動のまさに情勢の中で、確かな本町の未来に向かったこの１

年の政策づくり、そしてまちづくりの大事な根幹をしっかりと支えていただいて御審議い

ただいた、議員各位に改めて心から敬意と感謝を申し上げながら、そして本別町をしっか

りと支えていただいてる町民の皆さん、そして関係各団体、また個人の皆さん方にも、改

めてこの１年間大変御支援いただきながら、本別のこのまちづくり、まさにしっかりと未

来に向かって大きくはばたく１歩を築いていったことに、改めて感謝申し上げながら、お

礼の挨拶とさせていただきたいと思います。 

 また、すぐ来る年もですね、また皆さん御壮健で、そして御家族含めてすばらしい新年

を迎えていただきますことを重ねて祈念申し上げて、挨拶とさせていただきたいと思いま

す。 

 本当に１年間ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎議長挨拶 

○議長（方川一郎君） 平成２７年第４回定例会閉会に当たりまして、私からも、皆さん

方に御挨拶、並びに、お礼を申し上げたいと思います。 

平成２７年は、定例会４回、臨時会３回を開催し、この間、髙橋町長を始め、担当部局

長、課長、職員の皆様の出席をいただきながら、多くの町民の皆様方の傍聴をいただく中、

１１７件の議案、意見書を慎重に審議させていただきました。いずれも滞りなく終わらせ

ていただきましたことは、これもひとえに、御出席いただきました職員の皆様、議員の皆

様方のたゆまぬ努力のたまものと思うところであります。 
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ここで、円滑に議事運営をさせていただきました皆さんに、改めて心から厚くお礼と感

謝を申し上げる次第であります。 

現在、定数は現行１２名となっております。私たち議員一人一人の使命は、より重くな

ってきていると感じているところであります。そして、議員自らが変わらなければ議会改

革・活性化は進まないと考え、町民の福祉向上を目指す議会として、議会の果たすべき目

的を明らかにするため、議会基本条例の策定に向けて準備を進めているところであります。

その取り組みこそが町民の付託に応える、私たち議員に課せられた責務であります。地方

自治を取り巻く環境は依然として厳しいものがありますが、さらに研鑽を積んでいただき、

議員自らが政策を立案、提案しながら、町民の皆さんの声を行政に反映させなければなり

ません。今後も町民の皆さんとの対話を大切にし、町民の皆さんが安心して安全に暮らせ

ること、本別町が将来につなぐ、しっかりとした今を築くことに向け努力し、また、より

一層の御活躍をいただきますよう、お願いを申し上げる次第であります。 

寒さも一段と厳しくなってまいります。健康には十分留意され、御家族ともどもすばら

しい平成２８年の新春を迎えられますよう御祈念を申し上げ、感謝とお礼の言葉にかえさ

せていただきます。大変ありがとうございました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（方川一郎君） 会議を閉じます。 

 平成２７年第４回本別町議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

閉会宣告（午後 ２時１４分） 
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